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総 行 安 第 2 8号 

平成27年９月30日 

 

 地方公務員災害補償基金事務局長 殿 

 

 

                     総務省自治行政局公務員部 

                      安 全 厚 生 推 進 室 長 

                       （公 印 省 略） 

 

  地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び被用者年金

制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地

方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金

保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務

員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の施行によ

る地方公務員災害補償法施行令の一部改正について（通知） 

 

 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

（平成24年法律第63号。以下「一元化法」という。）が平成24年８月に公布され、その

一部の規定が平成27年10月１日から施行されることに伴い、地方公務員等共済組合法

施行令等の一部を改正する等の政令（平成27年政令第346号。以下「改正令」という。）

及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律

及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保

険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組

合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令（平成27年政令第347号。以下「経

過令」という。）が平成27年９月30日付けで公布されました。 

 これらの改正令及び経過令においては、関連する諸政令について所要の規定の整備

を併せて行うこととしており、改正令第８条において地方公務員災害補償法施行令（昭

和42年政令第274号。以下「施行令」という。）の一部改正が行われました。 

 つきましては、下記事項に留意の上、その施行に遺漏のないようお願いします。 

 

 

 

 



記 

 

１ 改正内容 

  施行令附則第３条及び第３条の２においては、年金たる補償（傷病補償年金、障

害補償年金、遺族補償年金）及び休業補償について、当該補償の受給権者に、同一

の事由により厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）等他の法令による障害厚生年

金、遺族厚生年金等の社会保障給付が支給される場合に調整を行うことを規定して

いる。 

  一元化法の施行により、共済年金が厚生年金に統合されることに伴い、旧共済組

合員期間を有する者が一元化法の施行日以後に新規裁定される場合は、原則として

厚生年金が支給されることとなるため、施行令附則第３条及び第３条の２について、

次のとおり必要な改正を行う。 

（１）一元化法附則第41条第１項及び第65条第１項の規定による障害共済年金及び遺

族共済年金（追加費用対象期間のある共済年金）については、厚生年金として

調整の対象とすること（改正令による改正後の施行令（以下「改正後施行令」

という。）附則第３条及び第３条の２関係） 

（２）地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）第46条及び施行令第10条の規定

により加算することとされた額については、調整の対象とならないよう、当該

加算額を考慮した調整率を新たに規定すること（改正後施行令附則第３条第１

項関係） 

（３）その他、所要の改正を行うこと 

 

２ 経過措置 

（１）改正令の施行日前に支給すべき事由の生じた施行日前の期間に係る年金たる補

償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例

によること（経過令第178条第１項関係） 

（２）公務若しくは通勤による傷病の初診日が改正令の施行日前にあり障害認定日が

改正令の施行日以後にある場合において、障害厚生年金及び障害補償年金が支

給されるときには、当分の間、施行令附則第３条第１項の規定を適用しないこ

と（障害補償年金を減額しない。遺族補償年金についても同様の考え方による。）

（経過令第178条第２項関係） 

 

３ 施行期日 

  平成27年10月１日 



 

４ 非常勤職員の取扱いについて 

  「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（案）」（昭和42

年９月１日付け自治給第56号）及び「議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例施行規則（案）」（昭和42年11月27日付け自治給第84号）の一部改

正（案）を添付しましたので、実務の参考としてください。 

 

５ その他 

  留意事項等について、本通知と同日付けの事務連絡を実務の参考としてください。 

 

 

【連絡先】 

 安全厚生推進室公務災害補償係 

 担当：田島係長、上田事務官、正木事務官 

 電話：03-5253-5560（直通） 



事 務 連 絡 

平成27年９月30日 

地方公務員災害補償基金事務局 御中 

 

 

                        総務省自治行政局公務員部 

安 全 厚 生 推 進 室 

 

 

地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴う留意事項等について 

 

 

 標記について、同日付け総行安第２８号に係る留意事項等を別添のとおり取りまと

めましたので、実務の参考としてください。 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】 

 安全厚生推進室公務災害補償係 

 担当：田島係長、上田事務官、正木事務官 

 電話：03-5253-5560（直通） 



（別紙） 

 

一元化法及び改正令の施行日（平成27年10月１日）以降の施行令附則第３条及

び第３条の２の規定による年金たる補償と年金たる給付との併給調整に係る留

意事項等 

 

※本文で用いる用語のうち本文中に定義のないものは、平成27年９月30日付け

総行安28号「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令及び

被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法

律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚

生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方

公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の施行に

よる地方公務員災害補償法施行令の一部改正について（通知）」で用いる用語の

定義による。 

 

第１ 対象となる年金たる給付の種類の範囲 

  一元化法の施行に伴い、共済年金制度が厚生年金保険制度に統一されるた

め、厚生年金保険法による障害厚生年金及び国民年金法による障害基礎年金

（同法第30条の４に規定する障害基礎年金を除く。）と傷病補償年金又は障害

補償年金が同一の事由により支給される場合、厚生年金保険法による障害厚

生年金と傷病補償年金又は障害補償年金が同一の事由により支給される場合

及び国民年金法による障害基礎年金（同法第30条の４に規定する障害基礎年

金を除く。）と傷病補償年金又は障害補償年金が同一の事由により支給される

場合のそれぞれの調整率を新たに規定する。 

  なお、一元化法附則第41条第１項及び第65条第１項の規定による障害共済

年金及び遺族共済年金とは、追加費用対象期間を有する者（国家公務員共済

制度創設（昭和34年）又は地方公務員共済制度創設（昭和37年）以前に在職

期間のある者）に係る一元化法の施行日後に新規裁定される共済年金のこと

をいう。 

  追加費用対象期間を有する者に支給される障害共済年金は、厚生年金と同

様の性質を有するため、併給調整の対象とするものであり、遺族共済年金に

おいても同様の取扱いをする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



〈参考〉一元化法施行前後の併給調整の比較 

 

  【一元化法施行前】 

  ①年金たる補償と、当該補償と同一の事由で支給される共済年金の併給：

共済年金で調整 

  ②年金たる補償及び休業補償と、当該補償と同一の事由で支給される共済

年金以外の年金たる給付との併給：年金たる補償で調整 

  【一元化法施行後】 

  ①原則なし 

  ②年金たる補償及び休業補償と、当該補償と同一の事由で支給される年金

たる給付との併給：年金たる補償で調整 

 

  ※一元化法施行前は年金の種類により①及び②の方法で併給調整が行われ

ていたが、一元化法施行後は原則として②による調整のみとなる。 

 

第２ 地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号。以下「法」という。）第

46条及び施行令第10条の規定により加算された年金たる補償に係る併給

調整 

  改正令施行後、同一の事由により年金たる補償と年金たる給付が支給され

る場合について、法第46条及び施行令第10条の規定により当該年金たる補償

に加算される額がある場合に使用する調整率を新たに規定する。 

  改正令施行前は、一元化法による改正前の地方公務員等共済組合法（昭和

37年法律第152号。以下「改正前地共済法」という。）による共済年金の職域

加算額で調整を行うこととされ、年金たる補償で調整を行うことはなかった

が、改正令施行後は、年金たる補償で調整を行うこととなる。そのため、当

該調整により、法第46条及び施行令第10条の規定による加算額に調整の影響

が及ばないように調整率を規定することとした。 

 

第３ 支給調整の対象となる時期 

  改正後施行令による年金たる補償及び休業補償の支給調整の対象となる時

期について、次のとおり例示する。 

 （１）年金たる補償の場合：８月・９月分として補償額が決定され、改正令

の施行日をまたいで、10／15に支給される場合、支給日が改正令の施

行日後であっても、施行日前の分であるため、なお従前の例により改

正前の調整率で補償額が計算される。 

 （２）休業補償の場合：１日単位で補償額の決定をするため、９／30分の休

業補償が10／１に支給される場合、支給日が改正令の施行日後であっ

ても、なお従前の例により改正前の調整率で補償額が計算される。 

 

 

第４ 端数処理 



【通常】傷病補償年金 

【特殊公務災害】 

傷病補償年金 

施行日 

休業補償 

0.82 

0.73 

0.73 

0.73 0.73 

（附則第３条第１項：厚生年金＋基礎年金の場合） 

（附則第３条第１項：厚生年金＋基礎年金、傷病等級３級の場合） 

（１日ずつ計算し、まとめて支給） 

（附則第３条の２：厚生年金＋基礎年金の場合） 

  改正後の施行令附則第３条第１項の規定により厚生年金等との併給調整を

行う場合には、調整前の年金たる補償の年額に調整率を乗じた後、法第39条

の２の規定による端数処理を行う。 

   

  ※法第39条の２に、年金たる補償の額について100円単位（50円未満の端数

を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げ）で端数処理することが

規定されている。 

 

第５ 経過措置（第１項） 

  本規定は、改正令の施行日の前後における調整率の適用関係について規定

している。改正令の施行日以後に支給が決定され、支給される年金たる補償

については、改正後の施行令附則第３条に規定する調整率を使用し、初診日

の概念のない休業補償については、１日単位で補償額が決定されるため、改

正令の施行日以後の支給額については、改正後の施行令附則第３条の２に規

定する調整率を使用する。 

  改正令の施行日前において支給が決定している年金たる補償及び初診日が

改正令の施行日前にあり認定日が改正令の施行日以後にある年金たる補償と

共済年金との併給調整については、一元化法附則第60条及び附則第61条の規

定により、改正前地共済法による共済年金の職域加算額の一部を支給停止す

ることとなる。 

  改正令の施行日前に支給決定された休業補償については、なお従前の例に

より、旧法の国民年金の障害基礎年金との併給調整が行われ、共済年金との

併給調整は調整の規定が現行制度にないため、併給調整は行われない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６ 経過措置（第２項） 

  本規定は、改正令の施行に伴い、障害に係る傷病の初診日が改正令の施行

日前にあり障害認定日が改正令の施行日以後にある場合の、年金たる給付と

年金たる補償との調整について規定している。 

  公務若しくは通勤による傷病の初診日が改正令の施行日前にあり障害認定



１．初診日、認定日ともに一元化法施行前 ２．初診日、認定日ともに一元化法施行後 

日が改正令の施行日以後にある場合に、年金たる給付として厚生年金保険法

による障害厚生年金及び共済年金のうち改正前地共済法による障害を給付事

由とする職域加算額（以下「旧職域加算障害給付」という。）が支給されるた

め、改正後施行令により障害補償年金が、改正前の地共済法により旧職域加

算障害給付がそれぞれ減額対象となり二重に併給調整されることとなる。 

  そのため、このような場合においては、当分の間、施行令附則第３条第１

項の規定を適用しない（障害補償年金は減額しない）こととするものである

（遺族補償年金についても同様の考え方による）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７ 計算例（法第46条及び施行令第10条の規定により加算される場合） 

○他の法令による給付との調整を行う場合（昭和60年10月以降） 

 法第28条の２第２項、第29条第３項又は第33条第１項及び第２項の規定によ

る額に法附則第８条第１項の規定により施行令で定める率を乗じて得た額につ

いて100円未満の端数処理を行う。 

（例）障害補償年金の場合（障害等級が第１級に該当） 

  加算率40／100、併給調整率0.81、支給額 平均給与額の313日分 

  平均給与額：18,000円とする 

  ※年金たる給付：障害厚生年金と障害基礎年金を受給中 

 

各支払期月に支払う年金の額（調整前の年金額） 

３．初診日は一元化法施行前、認定日は一元化法施行後（経過措置） 



＝【18,000×313日×（１＋40／100）】×２／12 

 

併給調整後の額 

＝【1,314,600円×0.81】 

※【 】内で100円未満の端数処理（法第39条の２による）を行う。 
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年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て
障
害
厚

〇
・
八
八

生
年
金
等
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
（
以
下
「
平
成
二
十
四
年
一
元

化
法
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
」
と
い
う
。
）
若
し
く

は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給

付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
（
以
下
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前

地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
」
と
い
う
。
）
が
支
給
さ
れ
る
場
合

を
除
く
。
）

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十

〇
・
七
五

四
号
。
以
下
「
国
民
年
金
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
十
七
条
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第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
障
害
年
金
（
以
下
「

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
」
と
い
う
。
）

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る

〇
・
七
五

保
険
給
付
の
う
ち
障
害
年
金
（
以
下
「
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障

害
年
金
」
と
い
う
。
）

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る

○
・
八
九

給
付
の
う
ち
障
害
年
金
（
以
下
「
旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金
」

と
い
う
。
）

障
害
補
償
年
金

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障
害
基
礎
年
金

○
・
七
三

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て
障
害

○
・
八
三

基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て
障
害
厚

〇
・
八
八

生
年
金
等
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
障
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害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
に

よ
る
障
害
共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
七
四

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
七
四

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
八
九

遺
族
補
償
年
金

厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化

〇
・
八
〇

法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
若
し
く
は

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺

族
共
済
年
金
（
以
下
単
に
「
遺
族
厚
生
年
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
国

民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
（
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
二
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
を
除
く
。
以
下
単
に
「
遺

族
基
礎
年
金
」
と
い
う
。
）

遺
族
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
死
亡
に
つ
い
て
遺
族

〇
・
八
四
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基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）

遺
族
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
死
亡
に
つ
い
て
遺
族
厚

〇
・
八
八

生
年
金
等
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に

規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元

化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年

金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
国
民
年
金
法
に
よ
る
寡
婦
年

金国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る

〇
・
八
〇

保
険
給
付
の
う
ち
遺
族
年
金

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る

〇
・
八
〇

保
険
給
付
の
う
ち
遺
族
年
金

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る

〇
・
九
〇

給
付
の
う
ち
母
子
年
金
、
準
母
子
年
金
、
遺
児
年
金
又
は
寡
婦
年
金
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附
則
第
五
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障
害
基
礎
年
金

〇
・
七
三

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ

〇
・
八
六

れ
る
場
合
を
除
く
。
）

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て
障
害
厚
生
年
金
等
又
は
平
成

〇
・
八
八

二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一

元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
七
五

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
七
五

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
八
九

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

２

こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
（
案
）
（
以
下
「
新

条
例
（
案
）
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
の
規
定
は
、
こ
の
条
例
の
適
用
の
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
支
給

す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
並
び
に
適
用
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
適
用
日
以
後
の
期
間

に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
適
用
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補

償
及
び
適
用
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
職
域
加
算
額
（
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図

る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
及
び
国
家
公
務
員
の
退
職
給
付
の
給
付
水
準
の
見
直
し
等
の

た
め
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
に
よ
る
長
期

給
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改

正
前
国
共
済
法
第
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
務
等
に
よ
る
旧
職
域
加
算
障
害
給
付
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
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三
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
う
ち
障
害
を
給
付
事
由
と
す
る
も
の
を
い
う
。
）
又

は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
国
共

済
法
第
八
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
務
等
に
よ
る
旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
六
条

第
五
項
に
規
定
す
る
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
う
ち
死
亡
を
給
付
事
由
と
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の

に
限
る
。
）
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年

法
律
第
百
五
十
二
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
正
前
地
共
済
法
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
職
域
加
算
額
（
被
用
者
年
金
制
度

の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
及
び
被
用
者
年

金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
よ
る
長
期
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
七

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
地
共
済
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前

地
共
済
法
第
八
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
務
等
に
よ
る
旧
職
域
加
算
障
害
給
付
（
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額

の
う
ち
障
害
を
給
付
事
由
と
す
る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
平
成
二
十
七
年
地
共
済
経
過
措
置
政
令
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
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り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ

た
改
正
前
地
共
済
法
第
九
十
九
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
公
務
等
に
よ
る
旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
（
改
正
前
地
共
済
法
に
よ

る
職
域
加
算
額
の
う
ち
死
亡
を
給
付
事
由
と
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
給
権
者
が
同
一
の
支
給
事

由
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
若
し
く
は
遺

族
厚
生
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
（
国
家
公

務
員
の
退
職
給
付
の
給
付
水
準
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四

年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
二
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
家
公

務
員
共
済
組
合
連
合
会
を
い
う
。
）
が
支
給
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
若
し
く
は
遺
族
共
済
年
金
又
は
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
務
員
共
済
組
合
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第

五
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
共
済
組
合
を
い
う
。
）
が
支
給
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
若

し
く
は
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
新
条
例
（
案
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

４

適
用
日
か
ら
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
改
正
前
の
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
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等
に
関
す
る
条
例
（
案
）
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
た
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
は
、
新
条
例
（
案
）
に
よ

る
年
金
た
る
補
償
及
び
休
業
補
償
の
内
払
と
み
な
す
。
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議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
案
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
案
）

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
案
）
（
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
二
十

七
日
自
治
給
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
４
号
の
様
式
の
注
意
事
項
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

「
５

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
適
用
関
係
」
の
欄
に
は
、
請
求
す
る
休
業
補
償
と
同
一
の
事
由
に
よ
り
条
例
（
案
）
附
則

第
５
条
第
２
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
「
□

の
被
保
険
者
で

あ
る
。
」
の
□
に
✔
印
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
適
用
を
受
け
る
法
律
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

な
お
、
こ
の
請
求
書
を
提
出
す
る
と
き
に
、
そ
の
年
金
の
種
類
、
年
額
、
支
給
開
始
年
月
、
年
金
証
書
の
記
号
番
号
及
び

所
轄
年
金
事
務
所
名
等
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
請
求
書
に
係
る
年
金
の
支
給
決
定
後
に
条
例
（

案
）
附
則
第
５
条
第
２
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨

書
類
で
報
告
す
る
こ
と
。
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別
記
第
４
号
の
２
の
様
式
の
注
意
事
項
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

「
７

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
適
用
関
係
」
の
欄
に
は
、
請
求
す
る
傷
病
補
償
年
金
と
同
一
の
事
由
に
よ
り
条
例
（
案
）

附
則
第
５
条
第
１
項
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
「
□

の
被
保
険

者
で
あ
る
。
」
の
□
に
✔
印
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
適
用
を
受
け
る
法
律
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

な
お
、
こ
の
請
求
書
を
提
出
す
る
と
き
に
、
そ
の
年
金
の
種
類
、
年
額
、
支
給
開
始
年
月
、
年
金
証
書
の
記
号
番
号
及
び

所
轄
年
金
事
務
所
名
等
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
請
求
書
に
係
る
年
金
の
支
給
決
定
後
に
条
例
（

案
）
附
則
第
５
条
第
１
項
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨

書
類
で
報
告
す
る
こ
と
。

別
記
第
５
号
の
様
式
の
注
意
事
項
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

「
６

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
適
用
関
係
」
の
欄
に
は
、
請
求
す
る
障
害
補
償
年
金
と
同
一
の
事
由
に
よ
り
条
例
（
案
）

附
則
第
５
条
第
１
項
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
「
□

の
被
保
険

者
で
あ
る
。
」
の
□
に
✔
印
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
適
用
を
受
け
る
法
律
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

な
お
、
こ
の
請
求
書
を
提
出
す
る
と
き
に
、
そ
の
年
金
の
種
類
、
年
額
、
支
給
開
始
年
月
、
年
金
証
書
の
記
号
番
号
及
び
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所
轄
年
金
事
務
所
名
等
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
請
求
書
に
係
る
年
金
の
支
給
決
定
後
に
条
例
（

案
）
附
則
第
５
条
第
１
項
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨

書
類
で
報
告
す
る
こ
と
。

別
記
第
７
号
の
注
意
事
項
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

「
７

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
適
用
関
係
」
の
欄
に
は
、
死
亡
職
員
又
は
請
求
者
が
条
例
（
案
）
附
則
第
５
条
第
１
項
の

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
「
□

の
被
保
険
者
で
あ
つ
た
。
」
の
□

に
✔
印
を
記
入
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
適
用
を
受
け
る
法
律
の
名
称
を
記
入
す
る
こ
と
。

な
お
、
こ
の
請
求
書
を
提
出
す
る
と
き
に
、
そ
の
年
金
の
種
類
、
年
額
、
支
給
開
始
年
月
、
年
金
証
書
の
記
号
番
号
及
び

所
轄
年
金
事
務
所
名
等
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
請
求
書
に
係
る
年
金
の
支
給
決
定
後
に
条
例
（

案
）
附
則
第
５
条
第
１
項
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨

書
類
で
報
告
す
る
こ
と
。

別
記
第
１
２
号
の
様
式
の
注
意
事
項
３
（
４
）
中
「
傷
病
補
償
年
金
」
を
「
障
害
補
償
年
金
」
に
改
め
る
。

別
記
第
１
３
号
の
様
式
の
６
公
的
年
金
の
受
給
関
係
の
欄
、
別
記
第
１
３
号
の
２
の
様
式
の
６
公
的
年
金
の
受
給
関
係
の
欄
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、
別
記
第
１
４
号
の
様
式
の
３
公
的
年
金
の
受
給
関
係
の
欄
及
び
別
記
第
２
０
号
の
様
式
中
「
社
会
保
険
事
務
所
等
」
を
「

年
金
事
務
所
名
等
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
（
案
）
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
）
（
昭
和
四
十
二
年
自
治
給
第
五

十
六
号
）
新
旧
対
照
条
文

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

（
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
と
の
調
整
）

（
他
の
法
令
に
よ
る
給
付
と
の
調
整
）

第
五
条

略

第
五
条

年
金
た
る
補
償
の
額
は
、
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障

害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
年
金
た
る
補
償

の
種
類
に
応
じ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
法
律
に
よ
る
年
金
た
る
給

付
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
こ
の
条
例
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
条
例
の
規
定
（
第
十
四
条
の
二
を
除
く
。
）

に
よ
る
年
金
た
る
補
償
の
年
額
に
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該

年
金
た
る
補
償
の
種
類
に
応
じ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
当
該
法
律

に
よ
る
年
金
た
る
給
付
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ

て
得
た
額
（
そ
の
額
が
当
該
年
金
た
る
補
償
の
年
額
か
ら
当
該
補

償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
又
は
死
亡
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
当
該
法
律
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
の
額
の
合
計

額
を
控
除
し
た
残
額
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
残
額
）
と
し
、

こ
れ
ら
の
額
に
五
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切

り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

傷
病
補
償
年
金

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十

○
・
七
三

傷
病
補
償
年
金

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正

〇
．
七
五

九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
に
よ

す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律

る
障
害
厚
生
年
金
又
は
被
用
者

第
三
十
四
号
。
以
下
「
国
民
年
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年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る

金
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附

た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の

則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
に
該

二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
。

当
す
る
障
害
年
金
（
以
下
「
旧

以
下
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化

船
員
保
険
法
の
障
害
年
金
」
と

法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
十

い
う
。
）

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七

〇
．
七
五

害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十

金
た
る
保
険
給
付
に
該
当
す
る

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障

障
害
年
金
（
以
下
「
旧
厚
生
年

害
共
済
年
金
（
以
下
単
に
「
障

金
保
険
法
の
障
害
年
金
」
と
い

害
厚
生
年
金
等
」
と
い
う
。
）

う
。
）

及
び
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三

〇
．
八
九

四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

よ
る
障
害
基
礎
年
金
（
同
法
第

金
た
る
給
付
に
該
当
す
る
障
害

三
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
障

年
金
（
以
下
「
旧
国
民
年
金
法

害
基
礎
年
金
を
除
く
。
以
下
単

の
障
害
年
金
」
と
い
う
。
）

に
「
障
害
基
礎
年
金
」
と
い
う

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十

〇
．
七
三

。
）

九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
の
規

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償

○
・
八
六

定
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
（
以

の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い

下
単
に
「
障
害
厚
生
年
金
」
と

て
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ

い
う
。
）
及
び
国
民
年
金
法
（

る
場
合
を
除
く
。
）

昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の

〇
・
八
八

一
号
）
の
規
定
に
よ
る
障
害
基

事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て

礎
年
金
（
同
法
第
三
十
条
の
四

障
害
厚
生
年
金
等
又
は
平
成
二

の
規
定
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
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十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十

を
除
く
。
以
下
単
に
「
障
害
基

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付

礎
年
金
」
と
い
う
。
）

の
う
ち
障
害
共
済
年
金
（
以
下

障
害
厚
生
年
金
（
当
該
補
償
の

〇
．
八
六

「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改

事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て

正
前
国
共
済
法
に
よ
る
障
害
共

障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る

済
年
金
」
と
い
う
。
）
若
し
く

場
合
を
除
く
。
）

は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の

〇
．
八
八

則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定

事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て

す
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭

金
（
以
下
「
平
成
二
十
四
年
一

和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八

元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
に
よ

号
）
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等

る
障
害
共
済
年
金
」
と
い
う
。

共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年

）
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く

法
律
第
百
五
十
二
号
）
の
規
定

。
）

に
よ
る
障
害
共
済
年
金
（
以
下

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正

〇
・
七
五

単
に
「
障
害
共
済
年
金
」
と
い

す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律

う
。
）
又
は
障
害
厚
生
年
金
が

第
三
十
四
号
。
以
下
「
国
民
年

支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）

金
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附

則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
年
金
た
る
保
険
給
付
の
う

ち
障
害
年
金
（
以
下
「
旧
船
員

保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
」
と

い
う
。
）

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七

〇
・
七
五

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
障
害
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年
金
（
以
下
「
旧
厚
生
年
金
保

険
法
に
よ
る
障
害
年
金
」
と
い

う
。
）

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三

○
・
八
九

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
給
付
の
う
ち
障
害
年
金

（
以
下
「
旧
国
民
年
金
法
に
よ

る
障
害
年
金
」
と
い
う
。
）

障
害
補
償
年
金

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障
害
基

○
・
七
三

障
害
補
償
年
金

旧
船
員
保
険
法
の
障
害
年
金

〇
．
七
四

礎
年
金

旧
厚
生
年
金
保
険
法
の
障
害
年

〇
．
七
四

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償

○
・
八
三

金

の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い

旧
国
民
年
金
法
の
障
害
年
金

〇
．
八
九

て
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ

障
害
厚
生
年
金
及
び
障
害
基
礎

〇
．
七
三

る
場
合
を
除
く
。
）

年
金

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の

〇
・
八
八

障
害
厚
生
年
金
（
当
該
補
償
の

〇
．
八
三

事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て

事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て

障
害
厚
生
年
金
等
又
は
平
成
二

障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る

十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共

場
合
を
除
く
。
）

済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
若

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の

〇
．
八
八

し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化

事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て

法
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
障

障
害
共
済
年
金
又
は
障
害
厚
生

害
共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場

年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除

合
を
除
く
。
）

く
。
）

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年

〇
・
七
四

金旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障

〇
・
七
四
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害
年
金

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年

〇
・
八
九

金

遺
族
補
償
年
金

厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
遺
族

〇
・
八
〇

遺
族
補
償
年
金

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
八

〇
．
八
〇

厚
生
年
金
又
は
平
成
二
十
四
年

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
第

金
た
る
保
険
給
付
に
該
当
す
る

一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済

遺
族
年
金

年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七

〇
．
八
〇

一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
第

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済

金
た
る
保
険
給
付
に
該
当
す
る

年
金
（
以
下
単
に
「
遺
族
厚
生

遺
族
年
金

年
金
等
」
と
い
う
。
）
及
び
国

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三

〇
．
九
〇

民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
（
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則

金
た
る
給
付
に
該
当
す
る
母
子

第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

年
金
、
準
母
子
年
金
、
遺
児
年

よ
る
遺
族
基
礎
年
金
を
除
く
。

金
又
は
寡
婦
年
金

以
下
単
に
「
遺
族
基
礎
年
金
」

厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
に
よ

〇
．
八
〇

と
い
う
。
）

る
遺
族
厚
生
年
金
（
以
下
単
に

遺
族
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償

〇
・
八
四

「
遺
族
厚
生
年
金
」
と
い
う
。

の
事
由
と
な
つ
た
死
亡
に
つ
い

）
及
び
国
民
年
金
法
の
規
定
に

て
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ

よ
る
遺
族
基
礎
年
金
（
国
民
年

る
場
合
を
除
く
。
）

金
等
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条

遺
族
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の

〇
・
八
八

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ

事
由
と
な
つ
た
死
亡
に
つ
い
て

れ
る
遺
族
基
礎
年
金
を
除
く
。

遺
族
厚
生
年
金
等
又
は
平
成
二

以
下
単
に
「
遺
族
基
礎
年
金
」

十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十

と
い
う
。
）
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七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付

遺
族
厚
生
年
金
（
当
該
補
償
の

〇
．
八
四

の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
若
し
く

事
由
と
な
つ
た
死
亡
に
つ
い
て

は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附

遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る

則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定

場
合
を
除
く
。
）

す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年

遺
族
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の

〇
．
八
八

金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く

事
由
と
な
つ
た
死
亡
に
つ
い
て

。
）
又
は
国
民
年
金
法
に
よ
る

国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
若
し

寡
婦
年
金

く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済
年

金
又
は
遺
族
厚
生
年
金
が
支
給

さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
又
は

国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
寡

婦
年
金

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
八

〇
・
八
〇

十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
遺
族

年
金

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七

〇
・
八
〇

十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
遺
族

年
金

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三

〇
・
九
〇

十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
給
付
の
う
ち
母
子
年
金

、
準
母
子
年
金
、
遺
児
年
金
又
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は
寡
婦
年
金

２

（
略
）

２

休
業
補
償
の
額
は
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
法
律
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、

当
分
の
間
、
こ
の
条
例
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
条
例
の
規

定
に
よ
る
休
業
補
償
の
額
に
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
律
に
よ

る
年
金
た
る
給
付
の
種
類
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗

じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
る
休
業
補
償
の

額
か
ら
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
当
該
年
金
た
る
給
付

の
額
の
合
計
額
を
三
百
六
十
五
で
除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
た
残

額
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
残
額
）
と
す
る
。

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障
害
基
礎
年
金

〇
・
七
三

旧
船
員
保
険
法
の
障
害
年
金

〇
．
七
五

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た

〇
・
八
六

旧
厚
生
年
金
保
険
法
の
障
害
年
金

〇
．
七
五

障
害
に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場

合
を
除
く
。
）

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障

〇
・
八
八

旧
国
民
年
金
法
の
障
害
年
金

〇
．
八
九

害
に
つ
い
て
障
害
厚
生
年
金
等
又
は
平
成
二
十
四

年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済

年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前

地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る

場
合
を
除
く
。
）

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
七
五

障
害
厚
生
年
金
及
び
障
害
基
礎
年
金

〇
．
七
三

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
七
五

障
害
厚
生
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た

〇
．
八
六

障
害
に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る

場
合
を
除
く
。
）

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
八
九

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た

〇
．
八
八
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障
害
に
つ
い
て
障
害
共
済
年
金
又
は
障
害
厚
生

年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）





































平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

政
令
第
三
百
四
十
六
号

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令

内
閣
は
、
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
及
び
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚

生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
施
行

に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十

二
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。





平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
十
一
条
の
四
」
を
「
第
二
十
一
条
の
三
」に
、「
第
三
章

削
除

第
四
章

給
付
（
第
二
十
三
条

第
二
十
七
条
）」

を
「
第
三
章

給
付

第
一
節

通
則
（
第
二
十
二
条
・
第
二
十
三
条
）

第
二
節

短
期
給
付
（
第
二
十
三
条
の
二

第
二
十
四
条
）

第
三
節

長
期
給
付
（
第
二
十
五
条

第
二
十
五
条
の
十
二
）

第
四
節

給
付
の
制
限
（
第
二
十
六
条
・
第
二
十
七
条
）

第
四
章

実
施
機
関
積
立
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
積
立
金
等
の
管
理
及
び
運
用
（
第
二
十
七
条
の
二
・
第
二

十
七
条
の
三
）」 に

、「
第
五
章
の
二
」
を
「
第
六
章
」
に
、「
第
六
章
」
を
「
第
七
章
」
に
、「
第
三
十
三
条
」
を
「
第
三

十
八
条
」
に
改
め
、「
第
七
章

削
除
」
を
削
り
、「
第
六
十
六
条
）」を
「
第
六
十
五
条
）」に
、「
第
六
十
六
条
の
二
」
を

「
第
六
十
六
条
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
給
料
」
を
「
報
酬
」
に
改
め
、「「
組
合
」」の
下
に
「
、「
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
」、「
退
職
等

年
金
給
付
組
合
積
立
金
」」を
加
え
、「
災
害
給
付
積
立
金
」、「
長
期
給
付
積
立
金
」、「
国
の
組
合
」、「
受
給
権
者
」、「
地
方

公
共
団
体
の
長
」
を
「
厚
生
年
金
保
険
給
付
調
整
積
立
金
」、「
退
職
等
年
金
給
付
調
整
積
立
金
」、「
受
給
権
者
」、「
標

準
期
末
手
当
等
の
額
」、「
短
期
給
付
」、「
標
準
報
酬
の
月
額
」
若
し
く
は
「
標
準
報
酬
の
日
額
」、「
国
の
組
合
」、「
長
期

給
付
」、「
厚
生
年
金
保
険
給
付
」、「
退
職
等
年
金
給
付
」、「
掛
金
等
」、「
継
続
長
期
組
合
員
」
に
改
め
、「
、「
団
体
職
員
」

若
し
く
は
「
団
体
組
合
員
」」を
削
り
、「
、「
特
定
共
済
組
合
」
を
「
若
し
く
は
「
特
定
共
済
組
合
」
に
改
め
、「
、「
警
察

職
員
」
若
し
く
は
「
特
例
継
続
組
合
員
」
若
し
く
は
「
特
例
継
続
掛
金
」」及
び
「
、「
障
害
共
済
年
金
」若
し
く
は「
遺

族
共
済
年
金
」」を
削
り
、「
国
の
旧
法
」
若
し
く
は
「
国
の
新
法
」
を
「
国
の
新
法
」、「
国
の
旧
法
」
に
改
め
、「
、「
国

の
旧
長
期
組
合
員
」」を
削
り
、「
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
」
の
下
に
「
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
。」

を
、「
第
三
条
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
四
条
の
二
」
を
加
え
、「
、
第
三
十
六
条
第
一
項
」
を
削

り
、「
第
四
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
百
条
」
を
「
第
三
十
八
条
の
八
の
二
第
一
項
、
第
四

十
二
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
の
二
、
第
五
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
七
十
四
条
、
第
七

十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
、
第
百
十
四
条
第
一
項
、
第
百
四
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、「
、
第
百
四
十
四
条
の
三

第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
」
を
削
り
、「
、
附
則
第
十
八
条
第
一
項
」
を
「
若
し
く
は
附
則
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改

め
、「
、
附
則
第
二
十
八
条
の
四
第
一
項
若
し
く
は
附
則
第
二
十
八
条
の
七
第
四
項
」
を
削
り
、「
地
方
公
務
員
等
共
済

組
合
法
の
長
期
給
付
等
に
関
す
る
施
行
法
（
」
の
下
に
「
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
三
号
。」を
加
え
、「
、
第
四

号
の
二
」
を
削
り
、「
第
三
十
六
号
」
を
「
第
三
十
五
号
の
二
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
、
第
三
十
九
号
」
に
改
め
、

「
、
組
合
」
の
下
に
「
、
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
、
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
」
を
加
え
、「
災
害
給

付
積
立
金
、
長
期
給
付
積
立
金
、
国
の
組
合
、
受
給
権
者
、
地
方
公
共
団
体
の
長
」
を
「
厚
生
年
金
保
険
給
付
調
整

積
立
金
、
退
職
等
年
金
給
付
調
整
積
立
金
、
受
給
権
者
、
標
準
期
末
手
当
等
の
額
、
短
期
給
付
、
標
準
報
酬
の
月
額

若
し
く
は
標
準
報
酬
の
日
額
、
国
の
組
合
、
長
期
給
付
、
厚
生
年
金
保
険
給
付
、
退
職
等
年
金
給
付
、
掛
金
等
、
継

続
長
期
組
合
員
」
に
改
め
、「
、
団
体
職
員
若
し
く
は
団
体
組
合
員
」
を
削
り
、「
、
特
定
共
済
組
合
」
を
「
若
し
く
は

特
定
共
済
組
合
」
に
改
め
、「
、
警
察
職
員
若
し
く
は
特
例
継
続
組
合
員
若
し
く
は
特
例
継
続
掛
金
」
及
び
「
、
障
害

共
済
年
金
若
し
く
は
遺
族
共
済
年
金
」
を
削
り
、「
国
の
旧
法
若
し
く
は
国
の
新
法
」
を
「
国
の
新
法
、
国
の
旧
法
」

に
改
め
、「
、
国
の
旧
長
期
組
合
員
」
を
削
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
報
酬
）

第
五
条

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
条

第
二
項
に
規
定
す
る
手
当
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
手
当
と
す
る
。

一

特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当

二

任
期
付
研
究
員
業
績
手
当

三

災
害
派
遣
手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
派
遣
手
当
を
含

む
。）

四

退
職
手
当

五

三
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に
支
給
さ
れ
る
手
当
（
前
各
号
に
掲
げ
る
手
当
を
除
く
。）

２

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
職
員
に
つ
い
て

の
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
（
以
下
「
給
料
」
と
い
う
。）及
び

報
酬
に
含
ま
れ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
手
当
（
以
下
「
報
酬
に
含
ま
れ
る
手
当
」
と
い
う
。）に
準
ず
る
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
報
酬
又
は
給

与
の
う
ち
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
給
料
及
び
報
酬
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し

て
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
八
条
（
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関

係
に
関
す
る
法
律
第
十
七
条
第
一
項
及
び
附
則
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
職
員

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与

二

特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に

規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
役
員

同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

報
酬

三

特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員

地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与

四

第
二
条
第
三
号
に
掲
げ
る
者

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の

処
遇
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
に
規
定
す
る
給
与

五

第
二
条
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
者

公
益
的
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律

第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
報
酬
及
び
同
法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
給
与

六

第
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
者

地
方
自
治
法
第
二
百
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
報
酬

第
五
条
の
二
第
一
項
中「（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）」を
削
り
、「
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
及
び
任
期

付
研
究
員
業
績
手
当
」
を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
手
当
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
地
方
自
治
法
第
二
百
四
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
職
員
に
つ
い
て

の
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
期
末
手
当
等
に
含
ま
れ
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
手
当
（
以
下

「
期
末
手
当
等
に
含
ま
れ
る
手
当
」
と
い
う
。）に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
前
条
第
二
項
各

号
（
第
六
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
（
第
六
号
を
除
く
。）に
定
め
る
報
酬
又
は
給

与
の
う
ち
同
法
第
二
百
四
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
期
末
手
当
等
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る

も
の
と
し
て
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
中
「
従
い
」
を
「
応
じ
」
に
、「
掲
げ
る
組
合
会
」
を
「
定
め
る
組
合
会
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
見
出
し
を「（
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
の
積
立
て
）」に

改
め
、
同
条
中
「
組
合
（
」
の
下
に
「
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、」を
、「
除
く
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
」
を
加
え
、「
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
当
該
組
合
の
当
該
事

業
年
度
に
お
け
る
長
期
給
付
（
」
を
「
毎
事
業
年
度
、
当
該
組
合
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
（
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
八
十
四
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
（
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び

第
三
十
条
の
五
に
お
い
て
「
厚
生
年
金
拠
出
金
」
と
い
う
。）及
び
」
に
、「
第
九
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
九
十

四
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
、「
の
負
担
」
を
削
り
、「
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十
一
条
の
二
」
を
「
次
項
及
び
次
条
第

一
項
」
に
、「
業
務
上
の
余
裕
金
を
、
長
期
給
付
に
充
て
る
べ
き
積
立
金
」
を
「
経
理
に
お
い
て
損
益
計
算
上
利
益
を

生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
そ
の
額
を
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
」
に
、「
積
み
立

て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
積
み
立
て
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

組
合
は
、
毎
事
業
年
度
、
当
該
組
合
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
に
係
る
経
理
に
お
い
て
損
益
計
算
上
損
失
を
生
じ

た
と
き
は
、
当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
そ
の
額
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
を
取
り
崩
す
も
の

と
す
る
。

３

組
合
は
、
毎
事
業
年
度
、
当
該
組
合
の
退
職
等
年
金
給
付
に
係
る
経
理
に
お
い
て
損
益
計
算
上
利
益
を
生
じ
た

と
き
は
、
当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
そ
の
額
を
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
る
も

の
と
す
る
。

４

組
合
は
、
毎
事
業
年
度
、
当
該
組
合
の
退
職
等
年
金
給
付
に
係
る
経
理
に
お
い
て
損
益
計
算
上
損
失
を
生
じ
た

と
き
は
、
当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
、
そ
の
額
の
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
を
取
り
崩
す
も
の
と
す

る
。
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第
十
六
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て「（
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
及
び
退

職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
以
外
の
資
金
の
運
用
）」を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
組
合
の
」
を
「
組
合
は
、」

に
、「
の
運
用
は
」
を「（
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
そ
の
他
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
に
係
る
業
務
上
の
余
裕
金

（
以
下
「
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
」
と
い
う
。）及
び
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
そ
の
他
の
退

職
等
年
金
給
付
に
係
る
業
務
上
の
余
裕
金
（
以
下
「
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
」
と
い
う
。）を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
運
用
を
」
に
、「
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
預
金
」
の
下
に
「
又
は
貯
金
」
を
加
え
、
同
項
第
二
号
中
「
対
す
る
」
の
下
に
「
資
金
の
」
を
加

え
、
同
項
第
三
号
中
「
限
る
」
の
下
に
「
。
次
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
「
国

債
、
地
方
債
」
を
「
国
債
証
券
、
地
方
債
証
券
」
に
改
め
、「
有
価
証
券
」
の
下
に「（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
価
証
券
と

み
な
さ
れ
る
権
利
を
い
う
。）」
を
加
え
、
同
項
第
五
号
中
「
取
得
」
の
下
に
「
、
譲
渡
又
は
貸
付
け
」
を
加
え
、
同

項
第
六
号
中
「
限
る
」
の
下
に
「
。
次
条
第
一
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

当
該
組
合
の
経
理
単
位
（
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
経
理
に
つ
い
て
設
け
ら
れ
る
区
分
を
い

う
。
次
条
第
一
項
第
十
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け

第
十
六
条
第
三
項
中
「
。
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、「
国
債
、
地
方
債
」
を
「
国
債
証
券
、
地

方
債
証
券
」
に
改
め
、「
不
動
産
の
取
得
」
の
下
に
「
、
譲
渡
若
し
く
は
貸
付
け
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五

項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
不
動
産
の
取
得
」
の
下
に
「
、
譲
渡
若
し
く
は
貸
付
け
」
を
加
え
、「
国
債
、地
方
債
」

を
「
国
債
証
券
、
地
方
債
証
券
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
法
第
二
十
五
条
の
規
定

に
よ
る
」
を
削
り
、「
に
つ
い
て
」
を
「
に
関
し
必
要
な
事
項
」
に
、「
主
務
大
臣
が
」
を
「
主
務
省
令
で
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
五
項
と
す
る
。

第
十
六
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
の
管
理
及
び
運
用
）

第
十
六
条
の
二

組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都
市
職
員
共
済
組
合
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立

金
等
資
金
の
運
用
を
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
十
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
、
第
十
五
号
、

第
十
八
号
及
び
第
二
十
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
、
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
六
号
か
ら

第
九
号
ま
で
、
第
十
四
号
及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。）並
び
に
こ
れ

ら
の
有
価
証
券
に
係
る
標
準
物
（
同
条
第
二
十
四
項
第
五
号
に
掲
げ
る
標
準
物
を
い
う
。
第
六
号
イ
及
び
次
項

に
お
い
て
「
標
準
物
」
と
い
う
。）の
売
買

二

預
金
又
は
貯
金
（
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
十
一
条

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
適
当
と
認
め
て
指
定
し
た
預
金
又
は
貯
金
の
取
扱
い
を
参
酌

し
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。）

三

信
託
会
社
又
は
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
へ
の
信
託
。
た
だ
し
、
運
用
方
法
を
特
定
す
る
も
の
に
あ
つ
て

は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
運
用
す
る
も
の
に
限
る
。

イ

前
二
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
方
法

ロ

金
融
商
品
取
引
業
者
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
業
者
を
い
う
。
第

五
号
に
お
い
て
同
じ
。）と
の
投
資
一
任
契
約
（
同
条
第
八
項
第
十
二
号
ロ
に
規
定
す
る
契
約
を
い
う
。）で
あ

つ
て
組
合
が
同
号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
判
断
の
全
部
を
一
任
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
の
締
結

四

組
合
員
（
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
に
限
る
。）を
被
保
険
者
と
す
る
生
命
保
険
の
保

険
料
の
払
込
み

五

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
取
得
し
た
有
価
証
券
（
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で

に
掲
げ
る
有
価
証
券
及
び
同
項
第
十
七
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
同
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
、
第
十
四
号

及
び
第
十
六
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
除
く
。）に
限
る
。）の
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央

金
庫
、
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
、
農
林
中
央
金
庫
、
全
国
を
地
区
と
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
、
金
融
商

品
取
引
業
者
（
同
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一
種
金
融
商
品
取
引
業
を
行
う
者
（
同
法
第
二
十
九

条
の
四
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
第
一
種
少
額
電
子
募
集
取
扱
業
者
を
除
く
。）に
限
る
。）、
同
法
第
二
条
第
三

十
項
に
規
定
す
る
証
券
金
融
会
社
及
び
貸
金
業
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
八
年
政
令
第
百
八
十
一
号
）
第
一
条
の

二
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
貸
付
け

六

次
に
掲
げ
る
権
利
の
取
得
又
は
付
与

イ

金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
（
次
号
に
お
い
て
「
金
融
商
品
取
引

所
」
と
い
う
。）の
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い

て
債
券
（
標
準
物
を
含
む
。）の
売
買
契
約
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
権
利

ロ

債
券
の
売
買
契
約
に
お
い
て
、
当
事
者
の
一
方
が
受
渡
日
を
指
定
で
き
る
権
利
で
あ
つ
て
、
一
定
の
期
間

内
に
当
該
権
利
が
行
使
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
売
買
契
約
が
解
除
さ
れ
る
も
の
（
外
国
で
行
わ
れ
る
取

引
に
係
る
売
買
契
約
に
係
る
も
の
を
除
く
。）

七

先
物
外
国
為
替
（
外
国
通
貨
を
も
つ
て
表
示
さ
れ
る
支
払
手
段
で
あ
つ
て
、
そ
の
売
買
契
約
に
基
づ
く
債
権

の
発
生
、
変
更
又
は
消
滅
に
係
る
取
引
を
当
該
売
買
契
約
の
契
約
日
後
の
一
定
の
時
期
に
一
定
の
外
国
為
替
相

場
に
よ
り
実
行
す
る
取
引
（
金
融
商
品
取
引
所
の
開
設
す
る
市
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
取
引
又
は
こ
れ
に
類
す

る
取
引
で
あ
つ
て
、
金
融
商
品
取
引
法
第
二
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
（
同
項
第

一
号
に
掲
げ
る
取
引
に
係
る
も
の
に
限
る
。）及
び
同
条
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
外
国
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取

引
（
同
号
に
掲
げ
る
取
引
に
類
似
す
る
も
の
に
限
る
。）に
該
当
す
る
も
の（
次
号
に
お
い
て「
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
」
と
い
う
。）を
除
く
。）の
対
象
と
な
る
も
の
を
い
う
。）の
売
買

八

通
貨
オ
プ
シ
ョ
ン
（
当
事
者
の
一
方
の
意
思
表
示
に
よ
り
当
事
者
間
に
お
い
て
外
国
通
貨
を
も
つ
て
表
示
さ

れ
る
支
払
手
段
の
売
買
取
引
（
市
場
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
権
利
を
い
う
。）の
取
得
又
は
付
与

九

不
動
産
（
あ
ら
か
じ
め
主
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。）の
取
得
、
譲
渡
又
は
貸
付
け

十

地
方
公
共
団
体
の
一
時
借
入
れ
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け

十
一

当
該
組
合
の
経
理
単
位
に
対
す
る
資
金
の
貸
付
け
（
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
に
あ
つ
て

は
退
職
等
年
金
給
付
に
係
る
経
理
単
位
に
対
す
る
も
の
を
、
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
に
あ
つ
て

は
厚
生
年
金
保
険
給
付
に
係
る
経
理
単
位
に
対
す
る
も
の
を
除
く
。）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
国
債
証
券
、
地
方
債
証
券
、
標
準
物
そ
の
他
主
務
省

令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。）を
取
得
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
応
募
又
は
買
入
れ
の
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

組
合
は
、
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
を
合
同
し
て

管
理
及
び
運
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
組
合
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付

組
合
積
立
金
等
資
金
の
管
理
及
び
運
用
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
。

（
資
金
の
運
用
に
関
す
る
契
約
）

第
十
六
条
の
三

組
合
は
、
前
二
条
の
業
務
上
の
余
裕
金
の
運
用
に
関
し
て
、
次
に
掲
げ
る
契
約
を
締
結
す
る
と
き

は
、
当
該
契
約
に
お
い
て
、
当
該
契
約
の
相
手
方
が
委
任
を
受
け
て
他
人
の
た
め
に
資
産
の
管
理
及
び
運
用
を
行

う
者
で
あ
つ
て
そ
の
職
務
に
関
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
き
慎
重
な
判
断
を
行
う
も

の
が
同
様
の
状
況
の
下
で
払
う
注
意
に
相
当
す
る
注
意
を
払
う
と
と
も
に
、
法
令
及
び
組
合
と
締
結
し
た
契
約
そ

の
他
の
規
程
を
遵
守
し
、
組
合
の
た
め
忠
実
に
そ
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
規
定
を
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
前
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
信
託
の
契
約

二

前
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
投
資
一
任
契
約

三

第
十
六
条
第
一
項
第
六
号
及
び
前
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
生
命
保
険
の
保
険
料
の
払
込
み
の
契
約

第
十
七
条
に
見
出
し
と
し
て「（
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
以
外
の
資

金
の
運
用
計
画
）」を
付
し
、
同
条
中
「
余
裕
金
」
の
下
に「（
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
及
び
退
職
等
年
金
給

付
組
合
積
立
金
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。





法
第
十
二
条
第
一
項

業
務

業
務
（
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す

る
構
成
組
合
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
構
成
組
合
」と
い
う
。）に
あ
つ
て
は
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
構
成

組
合
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
業
務
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

法
第
三
十
四
条
第
一
項

業
務

業
務
（
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
構
成
組
合
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
さ

れ
た
業
務
を
除
く
。
次
項
及
び
第
三
項

に
お
い
て
同
じ
。）

法
第
四
十
二
条
第
二
項

組
合

構
成
組
合
（
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規

定
す
る
構
成
組
合
を
い
う
。
第
八
十
五

条
第
一
項
及
び
第
百
四
十
四
条
の
二
十

五
に
お
い
て
同
じ
。）

法
第
八
十
五
条
第
一
項

組
合

構
成
組
合

法
第
百
四
十
四
条
の
二

十
五

組
合
又
は

市
町
村
連
合
会
若
し
く
は
構
成
組
合
又

は

第
十
六
条
の
二
の
見
出

し

厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
等
資

金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金

等
資
金

厚
生
年
金
保
険
給
付
に
係
る
業
務
上
の

余
裕
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
に
係
る

業
務
上
の
余
裕
金

第
十
六
条
の
二
第
一
項

組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、
市

町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都
市
職
員
共

済
組
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）

構
成
組
合
（
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に

規
定
す
る
構
成
組
合
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
等
資

金

厚
生
年
金
保
険
給
付
に
係
る
業
務
上
の

余
裕
金

退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金

退
職
等
年
金
給
付
に
係
る
業
務
上
の
余

裕
金

第
十
一
条
各
号
列
記
以

外
の
部
分

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
組
合
会
の
議
員
及
び

当
該
各
号
に
定
め
る
組
合
会
の
議
員
以

外
の
組
合
会
の
議
員

議
員

そ
れ
ぞ
れ
の
議
員

議
員

第
十
三
条

他
の
議
員

他
の
議
員
（
当
該
出
席
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
議
員
が
法
第
二
十
七
条
第
二
項

に
規
定
す
る
構
成
組
合
（
以
下
こ
の
節

に
お
い
て
「
構
成
組
合
」
と
い
う
。）の

理
事
長
で
あ
る
議
員
で
あ
る
場
合
に

は
、
他
の
議
員
又
は
法
第
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
当
該
組
合
の
理
事
長

が
指
定
し
た
者
）

第
十
四
条
第
三
項

組
合

市
町
村
連
合
会

第
十
五
条
第
一
項

組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、
市

町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都
市
職
員
共

済
組
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）

市
町
村
連
合
会

当
該
組
合

市
町
村
連
合
会

を
、
次
に
掲
げ
る
方
法

を
、
次
に
掲
げ
る
方
法
（
組
合
員
の
福

祉
の
増
進
又
は
地
方
公
共
団
体
の
行
政

目
的
の
実
現
に
資
す
る
方
法
と
し
て
総

務
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。）

第
十
六
条
の
二
第
三
項

組
合
は
、
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積

立
金
等
資
金

構
成
組
合
は
、
厚
生
年
金
保
険
給
付
に

係
る
業
務
上
の
余
裕
金

退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金

退
職
等
年
金
給
付
に
係
る
業
務
上
の
余

裕
金

第
十
六
条
の
二
第
四
項

組
合
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立

金
等
資
金

構
成
組
合
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
に
係

る
業
務
上
の
余
裕
金

退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金

退
職
等
年
金
給
付
に
係
る
業
務
上
の
余

裕
金

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
こ
の
節
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
項
第
一
号
中
「
法
に
よ
る
長
期
給
付
」
を
「
厚
生

年
金
保
険
給
付
を
受
け
る
権
利
の
裁
定
又
は
退
職
等
年
金
給
付
」
に
、「
そ
の
」
を
「
こ
れ
ら
の
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
」
を
「
厚
生
年
金
保
険
給
付
又
は
退
職
等
年
金
給
付
」
に
、「
そ
の
」
を
「
こ

れ
ら
の
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
に
、「
公
務
上
の
災
害
又

は
通
勤
に
よ
る
災
害
」
を
「
退
職
等
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
の
決
定
に
関
し
公
務
上
の
災
害
」
に
改
め
、
同
項
第

四
号
中
「
法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
」
を
「
厚
生
年
金
保
険
法
第
九
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
給
付
の
支
給
を
受
け
る
者
に
対
し
、
又
は
法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
退
職
等
年
金
給
付
」
に
、「
対
し
て
」
を
「
対
し
、」に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
長
期
給
付
」
を
「
厚
生
年
金

保
険
給
付
に
係
る
業
務
上
の
余
裕
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
」
に
、「
を
管
理
す
る
」
を「
の
管
理
及
び
運
用
を
行
う
」

に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
三
及
び
第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
構
成
組
合
に
業
務
の
一
部
を
行
わ
せ
る
場
合
の
技
術
的
読
替
え
）

第
十
七
条
の
三

法
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
連
合
会
が
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
一
部

を
構
成
組
合
に
行
わ
せ
る
場
合
に
お
け
る
法
第
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
二
条
第
二
項
、

第
八
十
五
条
第
一
項
及
び
第
百
四
十
四
条
の
二
十
五
の
規
定
並
び
に
第
十
六
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句

と
す
る
。

（
災
害
給
付
積
立
金
の
払
込
み
）

第
十
八
条

構
成
組
合
は
、
災
害
給
付
積
立
金
（
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
給
付
積
立
金
を
い
う
。

附
則
第
三
条
及
び
第
五
十
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
充
て
る
た
め
、
毎
年
一
月
、
四
月
、
七
月
及
び
十

月
の
十
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
月
の
前
三
月
の
組
合
員
の
標
準
報
酬
等
合
計
額
（
標
準
報
酬
の
月
額
及
び
標
準

期
末
手
当
等
の
額
の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
総
額
の
千
分
の
〇
・
六
に
相
当
す
る
金
額
を
市
町
村
連
合

会
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
中
「
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合
又
は
都
市
職
員
共
済
組
合
」
を「
構
成
組
合
」

に
、「
当
該
組
合
」
を
「
当
該
構
成
組
合
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
準
用
規
定
）

第
二
十
条

第
十
条
、
第
十
一
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
及
び
第
十
二
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
市
町
村
連

合
会
の
総
会
に
つ
い
て
、
第
十
五
条
の
規
定
は
市
町
村
連
合
会
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
及
び
退
職
等

年
金
給
付
組
合
積
立
金
の
積
立
て
に
つ
い
て
、
第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
十
六
条
の

二
並
び
に
第
十
六
条
の
三
の
規
定
は
市
町
村
連
合
会
の
業
務
上
の
余
裕
金
の
管
理
及
び
運
用
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。





第
十
五
条
第
二
項
か
ら

第
四
項
ま
で

組
合
は

市
町
村
連
合
会
は

当
該
組
合

市
町
村
連
合
会

第
十
六
条
第
一
項

組
合
は

市
町
村
連
合
会
は

第
十
六
条
第
一
項
第
二

号

地
方
公
共
団
体
の
一
時
借
入
れ

構
成
組
合
の
借
入
れ

第
十
六
条
第
一
項
第
六

号

組
合
員

構
成
組
合
の
組
合
員

第
十
六
条
第
一
項
第
七

号

当
該
組
合

市
町
村
連
合
会

主
務
省
令

総
務
省
令

第
十
六
条
第
二
項

組
合

市
町
村
連
合
会

第
十
六
条
第
三
項

組
合
（
市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都

市
職
員
共
済
組
合
を
除
く
。）

市
町
村
連
合
会

第
十
六
条
の
二
第
一
項

組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、
市

町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都
市
職
員
共

済
組
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）

市
町
村
連
合
会

第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
三
号
ロ

組
合

市
町
村
連
合
会

第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
四
号

組
合
員

構
成
組
合
の
組
合
員

第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
十
号

地
方
公
共
団
体
の
一
時
借
入
れ

構
成
組
合
の
借
入
れ

第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
十
一
号

当
該
組
合

市
町
村
連
合
会

第
十
六
条
の
二
第
三
項

組
合
は

市
町
村
連
合
会
は

第
十
六
条
の
二
第
四
項

組
合
の

市
町
村
連
合
会
の

第
十
六
条
の
三

組
合

市
町
村
連
合
会

第
十
六
条
の
見
出
し

厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
等
資

金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金

等
資
金

厚
生
年
金
保
険
給
付
調
整
積
立
金
等
資

金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
調
整
積
立
金

等
資
金

第
十
六
条
第
一
項

組
合
は

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
は

（
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金

（
厚
生
年
金
保
険
給
付
調
整
積
立
金

厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
等
資

金

厚
生
年
金
保
険
給
付
調
整
積
立
金
等
資

金

及
び
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金

及
び
退
職
等
年
金
給
付
調
整
積
立
金

退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金

退
職
等
年
金
給
付
調
整
積
立
金
等
資
金

第
十
六
条
第
一
項
第
二

号

地
方
公
共
団
体
の
一
時
借
入
れ

組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、
市

町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都
市
職
員
共

済
組
合
を
除
く
。）又
は
市
町
村
連
合
会

の
借
入
れ

第
十
六
条
第
一
項
第
六

号

組
合
員

全
て
の
組
合
の
組
合
員

第
十
六
条
第
一
項
第
七

号

当
該
組
合

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会

主
務
省
令

総
務
省
令

第
十
六
条
第
二
項

組
合

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会

第
十
六
条
第
三
項

組
合
（
市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都

市
職
員
共
済
組
合
を
除
く
。）

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会

第
十
六
条
の
二
の
見
出

し

厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
等
資

金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金

等
資
金

厚
生
年
金
保
険
給
付
調
整
積
立
金
等
資

金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
調
整
積
立
金

等
資
金

第
十
六
条
の
二
第
一
項

組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、
市

町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都
市
職
員
共

済
組
合
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会

第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
三
号
ロ

組
合

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会

第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
四
号

組
合
員

全
て
の
組
合
の
組
合
員

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
二
十
一
条
の
見
出
し
を「（
厚
生
年
金
保
険
給
付
調
整
積
立
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
調
整
積
立
金
の
払
込
み
）」

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
組
合
（
」
の
下
に
「
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、」を
加
え
、「
長
期
給
付
積
立
金
」を「
厚

生
年
金
保
険
給
付
調
整
積
立
金
」
に
、「
当
該
事
業
年
度
の
末
日
に
お
い
て
第
十
五
条
（
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。）の
規
定
に
よ
り
積
み
立
て
る
べ
き
積
立
金
の
」
を
「
厚
生
年
金
保
険
給

付
組
合
積
立
金
の
う
ち
か
ら
、」に
、「
増
加
見
込
額
に
、」を
「
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
の
増
加
見
込
額
に
」

に
、「
金
額
を
、」を
「
も
の
を
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

組
合
は
、
退
職
等
年
金
給
付
調
整
積
立
金
に
充
て
る
た
め
、
毎
事
業
年
度
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
法
第
百
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
掛
金
及
び
負
担
金
の
見
込
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
金
額
を

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
の
二
の
見
出
し
中
「
長
期
給
付
」
を
「
厚
生
年
金
拠
出
金
及
び
基
礎
年
金
拠
出
金
並
び
に
退
職
等
年

金
給
付
」
に
改
め
、
同
条
中
「
長
期
給
付
」
を
「
厚
生
年
金
拠
出
金
又
は
基
礎
年
金
拠
出
金
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
項
を
加
え
る
。

２

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
は
、
組
合
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
組
合
の
退
職
等
年
金
給
付
に
要
す
る
資
金

が
不
足
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
資
金
を
当
該
組
合
に

交
付
す
る
。

第
二
十
一
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
準
用
規
定
）

第
二
十
一
条
の
三

第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
、
第
十
六
条
の
二
並
び
に
第
十
六
条
の
三
の

規
定
は
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
の
業
務
上
の
余
裕
金
の
管
理
及
び
運
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。





第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
十
号

地
方
公
共
団
体
の
一
時
借
入
れ

組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、
市

町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都
市
職
員
共

済
組
合
を
除
く
。）又
は
市
町
村
連
合
会

の
借
入
れ

第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
十
一
号

当
該
組
合

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会

第
十
六
条
の
二
第
三
項

組
合
は
、
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積

立
金
等
資
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
組

合
積
立
金
等
資
金

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
は
、
厚

生
年
金
保
険
給
付
調
整
積
立
金
等
資
金

及
び
退
職
等
年
金
給
付
調
整
積
立
金
等

資
金

第
十
六
条
の
二
第
四
項

組
合
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立

金
等
資
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
組
合

積
立
金
等
資
金

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
の
厚
生

年
金
保
険
給
付
調
整
積
立
金
等
資
金
及

び
退
職
等
年
金
給
付
調
整
積
立
金
等
資

金

第
十
六
条
の
三

組
合

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
二
十
一
条
の
四
を
削
る
。

第
三
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
章

給
付

第
三
章
中
第
二
十
二
条
の
前
に
次
の
節
名
を
付
す
る
。

第
一
節

通
則

第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
組
合
員
の
資
格
取
得
時
に
お
け
る
標
準
報
酬
の
特
例
）

第
二
十
二
条

法
第
四
十
三
条
第
八
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
報
酬
月
額
は
、
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
日

の
現
在
の
報
酬
が
日
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
日
の
属
す
る

月
前
一
月
間
に
同
様
の
職
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
同
様
の
報
酬
を
受
け
る
者
が
受
け
た
報
酬
の
額
を
平
均
し
た
金

額
と
し
、
当
該
組
合
員
の
資
格
を
取
得
し
た
日
の
現
在
の
報
酬
が
週
そ
の
他
日
及
び
月
以
外
の
一
定
期
間
に
よ
り

支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
報
酬
の
額
を
そ
の
支
給
さ
れ
る
期
間
の
総
日
数
を
も
つ
て
除
し
て
得
た

額
の
三
十
倍
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

第
四
章
の
章
名
を
削
る
。

第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
支
払
未
済
の
給
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
順
位
）

第
二
十
三
条

法
第
四
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
給
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
順
位

は
、
死
亡
し
た
者
の
配
偶
者
、
子
（
死
亡
し
た
者
が
法
第
七
十
六
条
第
三
号
に
規
定
す
る
公
務
遺
族
年
金
（
以
下

「
公
務
遺
族
年
金
」
と
い
う
。）の
受
給
権
者
で
あ
る
夫
で
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た

者
の
子
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
の
死
亡
に
よ
つ
て
公
務
遺
族
年
金
の
支
給
の
停
止
が
解
除
さ
れ
た
も
の
を
含
む
。）、

父
母
、
孫
、
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
及
び
こ
れ
ら
の
者
以
外
の
三
親
等
内
の
親
族
の
順
序
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
節
名
を
付
す
る
。

第
二
節

短
期
給
付

第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
中
「
給
料
の
額
は
、」を
「
報
酬
の
額
は
」
に
、「
給
料
の
額
と
し
」
を
「
標
準
報
酬
の
月

額
と
し
」
に
、「
、
二
十
八
万
円
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
（
特
別
職
の
職
員
等

で
あ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
一
）
で
除
し
て
得
た
額
」
を
「
二
十
八
万
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「
給
料
の
額
」
を
「
標
準
報
酬
の
月
額
」
に
、「
を
第
二
十
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
（
特
別
職
の
職
員
等
で
あ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
一
。
次
号
及
び
第
四
号

に
お
い
て
同
じ
。）で
除
し
て
得
た
額
以
上
で
あ
る
」
を
「
以
上
の
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
給
料
の
額
」を「
標

準
報
酬
の
月
額
」
に
、「
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で
除
し
て
得
た
額
以
上
八
十

三
万
円
を
同
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で
除
し
て
得
た
額
」
を
「
以
上
八
十
三
万
円
」
に
改
め
、
同

項
第
四
号
中
「
給
料
の
額
」
を
「
標
準
報
酬
の
月
額
」
に
改
め
、「
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で

定
め
る
数
値
で
除
し
て
得
た
額
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項
第
二
号
中
「
給
料
の
額
」
を
「
標
準
報
酬
の
月
額
」
に
改
め
、「
を
第
二
十
三
条
第

一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
（
特
別
職
の
職
員
等
で
あ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
一
。
次
号
及
び
第

四
号
に
お
い
て
同
じ
。）で
除
し
て
得
た
額
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
給
料
の
額
」
を
「
標
準
報
酬
の
月
額
」に
、

「
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で
除
し
て
得
た
額
以
上
八
十
三
万
円
を
同
項
に
規

定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で
除
し
て
得
た
額
」
を
「
以
上
八
十
三
万
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
給
料

の
額
」
を
「
標
準
報
酬
の
月
額
」
に
改
め
、「
を
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
で
除
し

て
得
た
額
」
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
五
の
二
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
第
一
号
中「（
以
下
「
旧
国
民
年
金
法
」
と
い
う
。）」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中「（
昭
和

二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）」を
削
り
、
同
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

四
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
」
と
い
う
。）附
則
第
三
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す

る
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
う
ち
退
職
を
給
付
事
由
と
す
る
も
の
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化

法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
を
給
付
事
由
と
す
る
も
の

第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
二

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金

第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
う

ち
退
職
を
給
付
事
由
と
す
る
も
の
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付

の
う
ち
退
職
を
給
付
事
由
と
す
る
も
の

第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金

第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
を
給
付
事
由
と
す
る
も

の
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
を
給
付
事
由
と
す
る
も
の

第
二
十
三
条
の
六
第
二
項
第
七
号
中
「
管
掌
者
」
を
「
実
施
者
」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
六
の
二
か
ら
第
二
十
三
条
の
八
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
四
条
の
見
出
し
中
「
給
料
」
を
「
報
酬
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
各
号
中
「
給
料
の
全
部
又
は
一
部
の
金

額
に
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値（
特
別
職
の
職
員
等
で
あ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、

一
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
休
業
手
当
金
の
給
付
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
給
料
の
全
部
又
は
一
部
の
金
額
）」を

「
報
酬
の
額
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
当
該
傷
病
手
当
金
」
を
「
前
項
の
規
定
の
適
用
」
に
、「
前
項
」
を
「
同

項
各
号
」
に
、「（
休
業
手
当
金
の
給
付
を
受
け
る
者
に
あ
つ
て
は
、
給
料
の
全
部
又
は
一
部
の
金
額
）」を
「
報
酬
の

額
」
に
改
め
、「
と
あ
る
の
は
、「
」
の
下
に
「
報
酬
の
額
」
を
加
え
、「
乗
じ
て
得
た
金
額
」
を
「
報
酬
の
額
」
に
、「
と

し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
」
を
「
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
の
次
に
次
の
節
名
を
付
す
る
。

第
三
節

長
期
給
付

第
二
十
五
条
か
ら
第
二
十
五
条
の
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
付
与
率
を
定
め
る
際
に
勘
案
す
る
事
情
）

第
二
十
五
条

法
第
七
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
情
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
に
よ
る
退

職
等
年
金
給
付
が
国
の
組
合
の
組
合
員
で
あ
つ
た
者
及
び
そ
の
遺
族
の
適
当
な
生
活
の
維
持
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
年
金
制
度
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
法
第
百
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
退
職
等

年
金
給
付
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
地
方
の
積
立
基
準
額
（
同
号
に
規
定
す
る
地
方
の
積
立
基
準
額
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）と
国
の
積
立
基
準
額
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
九
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
国
の
積





第
八
十
九
条
第
二
項

給
付
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら

第
九
十
四
条
第
一
項
の
申
出
を
し
た
日

（
以
下
「
繰
下
げ
申
出
日
」
と
い
う
。）

か
ら

給
付
事
由
が
生
じ
た
日
が

繰
下
げ
申
出
日
が

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

立
基
準
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）と
の
合
計
額
と
、
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
調
整

積
立
金
の
合
計
額
と
国
の
退
職
等
年
金
給
付
積
立
金
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
二
十
一
条
第
二
項
第
二
号
ハ

に
規
定
す
る
退
職
等
年
金
給
付
積
立
金
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
額
と
の
合
計
額
と
が
、
将
来
に
わ
た
つ
て
均
衡

を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
総
務
大
臣
が
定
め
る
事
情
と
す
る
。

（
基
準
利
率
を
定
め
る
際
に
勘
案
す
る
事
情
）

第
二
十
五
条
の
二

法
第
七
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
情
は
、
国
の
退
職
等
年
金
給
付
積
立
金

の
運
用
の
状
況
及
び
そ
の
見
通
し
そ
の
他
総
務
大
臣
が
定
め
る
事
情
と
す
る
。

（
受
給
権
者
の
申
出
に
よ
る
支
給
停
止
を
撤
回
し
た
場
合
に
お
け
る
終
身
退
職
年
金
算
定
基
礎
額
及
び
有
期
退
職

年
金
算
定
基
礎
額
の
計
算
）

第
二
十
五
条
の
三

法
第
八
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
退
職
年
金
（
法
第
七
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
退

職
年
金
を
い
う
。
第
二
十
五
条
の
十
一
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）の
受
給
権
者
が
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
申
出
を

撤
回
し
た
場
合
に
は
、
当
該
申
出
を
撤
回
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
に
お
け
る
当
該
受
給
権
者
の
法
第

八
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
終
身
退
職
年
金
算
定
基
礎
額
は
、
当
該
申
出
に
よ
る
終
身
退
職
年
金
（
法
第
八
十

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
終
身
退
職
年
金
を
い
う
。
第
二
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
支
給
の
停
止
が
な

か
つ
た
も
の
と
し
て
法
第
八
十
九
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
額
と
し
、
当
該
申

出
を
撤
回
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日
に
お
け
る
当
該
受
給
権
者
の
法
第
九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有

期
退
職
年
金
算
定
基
礎
額
は
、
当
該
申
出
に
よ
る
有
期
退
職
年
金
（
法
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
有
期
退

職
年
金
を
い
う
。
第
二
十
五
条
の
五
及
び
第
二
十
五
条
の
九
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
支
給
の
停
止
が
な
か
つ

た
も
の
と
し
て
法
第
九
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
額
と
す
る
。

（
整
理
退
職
の
場
合
の
一
時
金
に
相
当
す
る
一
時
金
等
）

第
二
十
五
条
の
八

法
第
九
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
他
の
法
令
の
規
定
で
同
条
第
一
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も

の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
七
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
と
す
る
。

２

法
第
九
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
他
の
法
令
の
規
定
で
同
条
第
二
項
の
規
定
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令

で
定
め
る
も
の
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
七
十
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
と
す
る
。

３

法
第
九
十
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
同
項
に
規
定
す
る
他

の
退
職
に
関
し
同
条
第
二
項
又
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
七
十
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
べ

き
一
時
金
の
額
に
、
当
該
他
の
退
職
を
し
た
日
の
前
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
法
第
九
十
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
退
職
を
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
応
じ
、当
該
期
間
の
各
月
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
基
準
利
率（
法

第
七
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
準
利
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
用
い
て
複
利
の
方
法
に
よ
り
計
算
さ
れ
た

利
子
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

（
遺
族
に
対
す
る
一
時
金
に
係
る
給
付
算
定
基
礎
額
か
ら
控
除
す
べ
き
金
額
等
）

第
二
十
五
条
の
九

法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

は
、
同
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
者
が
法
第
九
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
受
け
た

一
時
金
の
額
に
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
を
し
た
日
の
前
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
そ
の
者
の
死
亡
し

た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
応
じ
、
当
該
期
間
の
各
月
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
基
準
利
率
を
用
い
て
複
利
の

方
法
に
よ
り
計
算
さ
れ
た
利
子
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

２

法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
同
号
に
掲
げ

る
場
合
に
該
当
す
る
者
が
最
後
に
組
合
員
と
な
つ
た
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て「
最
終
資
格
取
得
日
」と
い
う
。）

の
前
日
に
お
け
る
有
期
退
職
年
金
の
額
に
二
百
四
十
月（
法
第
八
十
七
条
第
二
項
の
申
出
を
し
て
い
た
場
合
に
は
、

百
二
十
月
）
か
ら
当
該
有
期
退
職
年
金
の
給
付
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
最
終
資
格
取
得
日
の

属
す
る
月
ま
で
の
月
数
を
控
除
し
た
月
数
に
応
じ
た
有
期
年
金
現
価
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
最
終
資
格
取
得
日
の

属
す
る
月
か
ら
そ
の
者
の
死
亡
し
た
日
の
前
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
応
じ
、
当
該
期
間
の
各
月
に
お
い
て

適
用
さ
れ
る
基
準
利
率
を
用
い
て
複
利
の
方
法
に
よ
り
計
算
さ
れ
た
利
子
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
及
び
死
亡

し
た
日
を
給
付
事
由
が
生
じ
た
日
と
、
組
合
員
期
間
か
ら
最
終
資
格
取
得
日
前
の
組
合
員
期
間
を
除
い
た
期
間
を

組
合
員
期
間
と
み
な
し
て
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

（
支
給
の
繰
下
げ
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
法
第
八
十
九
条
等
の
規
定
の
適
用
）

第
二
十
五
条
の
十

法
第
九
十
四
条
第
一
項
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
法
第
八
十
九
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
、
第
九
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
九
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
十
三
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
長
の
退
職
の
取
扱
い
に
関
す
る
特
例
）

第
二
十
五
条
の
四

地
方
公
共
団
体
の
長
が
退
職
し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き

は
、
当
該
退
職
の
前
後
の
地
方
公
共
団
体
の
長
で
あ
つ
た
期
間
は
、
引
き
続
い
た
も
の
と
み
な
し
、
当
該
退
職
に

係
る
退
職
等
年
金
給
付
は
、
支
給
し
な
い
。

一

任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
の
期
日
の
告
示
が
な
さ
れ
た
後
、
そ
の
任
期
の
満
了
す
べ
き
日
前
に
退
職
し
た
場
合

に
お
い
て
、
当
該
任
期
満
了
に
よ
る
選
挙
に
お
い
て
当
選
人
と
な
り
、
再
び
地
方
公
共
団
体
の
長
と
な
つ
た
と

き
。

二

退
職
の
申
立
て
を
行
つ
た
こ
と
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
選
挙
に
お
い
て
当
選
人
と
な
り
、
再
び
地
方
公
共
団
体

の
長
と
な
つ
た
と
き
。

第
二
十
五
条
の
四
の
二
及
び
第
二
十
五
条
の
四
の
三
を
削
る
。

第
二
十
五
条
の
五
か
ら
第
二
十
五
条
の
十
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
有
期
退
職
年
金
の
受
給
権
が
消
滅
し
た
後
に
再
び
就
職
し
た
者
に
係
る
有
期
退
職
年
金
）

第
二
十
五
条
の
五

法
第
九
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
有
期
退
職
年
金
を
受
け
る
権
利
を
失
つ
た
者
に
法
第
八

十
八
条
第
二
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
有
期
退
職
年
金
を
支
給
す
る
場
合
に
お
け
る
法
第
七
十
七
条
第
一
項
及
び
第

九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
第
七
十
七
条
第
一
項
中
「
組
合
員
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
組

合
員
期
間
（
第
八
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
員
期
間
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
組
合
員
期
間
を
除

く
。
第
九
十
条
第
二
項
及
び
第
九
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
、
法
第
九
十
三
条
第
一
項
第
一

号
中
「
金
額
（
当
該
死
亡
し
た
者
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
金
の
請
求
を
し
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
か
ら
当
該
請
求
に
基
づ
き
支
払
わ
れ
る
べ
き
一
時
金
の
額
に
相
当
す
る
も
の
と
し

て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）」と
あ
る
の
は
「
金
額
」
と
す
る
。

（
終
身
年
金
現
価
率
を
定
め
る
際
に
勘
案
す
る
事
情
）

第
二
十
五
条
の
六

法
第
八
十
九
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
情
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
七

十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
基
準
利
率（
次
条
及
び
第
四
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て「
国
の
基
準
利
率
」と
い
う
。）、

同
法
第
七
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
死
亡
率
の
状
況
及
び
そ
の
見
通
し
、
法
第
百
十
三
条
第
一
項
第
三
号
の
規

定
に
よ
り
、
退
職
等
年
金
給
付
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
地
方
の
積
立
基
準
額
と
国
の
積
立
基
準
額
と
の
合
計

額
と
、
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
調
整
積
立
金
の
合
計
額
と
国
の
退
職
等
年
金
給
付

積
立
金
の
額
と
の
合
計
額
と
が
、
将
来
に
わ
た
つ
て
均
衡
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
そ
の
他
総
務
大
臣
が
定
め
る
事
情
と
す
る
。

（
有
期
年
金
現
価
率
を
定
め
る
際
に
勘
案
す
る
事
情
）

第
二
十
五
条
の
七

法
第
九
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
情
は
、
国
の
基
準
利
率
、
法
第
百
十
三
条

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
退
職
等
年
金
給
付
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
地
方
の
積
立
基
準
額
と
国
の
積

立
基
準
額
と
の
合
計
額
と
、
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
調
整
積
立
金
の
合
計
額
と
国

の
退
職
等
年
金
給
付
積
立
金
の
額
と
の
合
計
額
と
が
、
将
来
に
わ
た
つ
て
均
衡
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
定

め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
総
務
大
臣
が
定
め
る
事
情
と
す
る
。





第
八
十
九
条
第
三
項
及

び
第
四
項
並
び
に
第
九

十
条
第
二
項
か
ら
第
四

項
ま
で

給
付
事
由
が
生
じ
た
日

繰
下
げ
申
出
日

第
九
十
一
条
第
二
項

支
給
の
請
求

第
九
十
四
条
第
一
項
の
申
出

第
九
十
一
条
第
三
項
及

び
第
九
十
三
条
第
一
項

第
二
号

給
付
事
由
が
生
じ
た
日

繰
下
げ
申
出
日

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
に
相
当
す
る
給
付
）

第
二
十
五
条
の
十
一

法
第
九
十
八
条
第
七
項
及
び
第
百
四
条
第
七
項
に
規
定
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金

た
る
保
険
給
付
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
給
付
と
す
る
。

一

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
以
下
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済

法
」
と
い
う
。）に
よ
る
退
職
共
済
年
金
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成

二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元

化
法
改
正
前
国
共
済
法
」
と
い
う
。）第
七
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
共
済
年
金
の
職
域
加
算
額
、
な
お

効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
、

な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
加

算
さ
れ
る
額
、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
四
の
二
第

二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
金
額
並
び
に
な
お
効
力
を
有
す
る

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
六
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
繰
上
げ
調
整
額
及

び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
繰
上
げ
調
整
追
加
額
並
び
に
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
九
十
八
条
の
規
定

（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務

員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
な

お
効
力
を
有
す
る
昭
和
六
十
年
国
の
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
七

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
金
額
を
当
該
退
職
共
済
年
金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に

限
る
。）、
障
害
共
済
年
金
（
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
四
条
第

二
項
に
規
定
す
る
障
害
共
済
年
金
の
職
域
加
算
額
及
び
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前

国
共
済
法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
を
当
該
障
害
共
済
年
金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当

す
る
部
分
に
限
る
。）又
は
遺
族
共
済
年
金
（
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法

第
七
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
遺
族
共
済
年
金
の
職
域
加
算
額
及
び
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一

元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
金
額
並
び
に
な
お
効
力
を
有
す
る
昭
和
六
十

年
国
の
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ

る
金
額
を
当
該
遺
族
共
済
年
金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）

二

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
国
の
改
正
法
」
と
い
う
。）

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
以
下
「
旧
国
共
済
法
」
と
い
う
。）に
よ
る
退

職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
若
し
く
は
通
算
退
職
年
金
（
当
該
こ
れ
ら
の
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
の
百
十
分
の
十

に
相
当
す
る
額
及
び
国
民
年
金
法
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
の
額
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
老
齢
基
礎
年
金
相
当
額
」
と
い
う
。）を
当
該
こ
れ
ら

の
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）、
障
害
年
金（
当
該
障
害
年
金
の
額（
な

お
効
力
を
有
す
る
昭
和
六
十
年
国
の
改
正
法
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き

は
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ

れ
た
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十

四
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に

伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
な
お
効
力
を

有
す
る
昭
和
六
十
一
年
国
の
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。）第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と

し
た
場
合
の
同
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
金
額
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
百
十
分
の
十
に
相
当
す
る

額
及
び
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
の
額
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
計
算
し
た
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
障
害
基
礎
年
金
相
当
額
」
と
い
う
。）を
当
該
障
害
年
金
の
額
か
ら

除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）又
は
遺
族
年
金
若
し
く
は
通
算
遺
族
年
金
（
当
該
こ
れ
ら
の
年
金
で
あ

る
給
付
の
額
（
遺
族
年
金
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
が
な
お
効
力
を
有
す
る
昭
和
六
十
一
年
国
の
経
過
措
置
政
令

第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の

同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
）
の
百
十
分
の
十
に
相
当
す
る
額
及
び
国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族

基
礎
年
金
の
額
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
遺
族
基
礎
年
金
相
当
額
」
と
い
う
。）を
当
該
こ
れ
ら
の
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相

当
す
る
部
分
に
限
る
。）

三

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
（
厚
生
年
金
保
険
法
の

規
定
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

額
、
同
法
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
、
同
法
附
則
第
九
条
の
二
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
の
う
ち
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
、
同
法
附
則
第
十
三
条
の

五
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
並
び
に
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法

附
則
第
五
十
九
条
第
二
項
及
び
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
に
相
当
す
る
額

を
当
該
退
職
共
済
年
金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）、
障
害
共
済
年
金
（
厚
生
年
金
保
険

法
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
同
法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
額
に
相
当
す
る
額
を
当
該
障
害
共
済
年
金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）又
は
遺
族
共

済
年
金
（
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
並
び
に
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第

七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
に
相
当
す
る
額
を
当
該
遺
族
共
済

年
金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）

四

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第

三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
」
と
い
う
。）に
よ
る
退
職

共
済
年
金（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
旧
職
域
加
算
額（
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧
職
域
加
算
額
」
と
い
う
。）の
う
ち
退
職
共
済
年
金
に
係
る
も
の
に
相
当
す
る
金
額
、

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元

化
法
改
正
前
の
法
」
と
い
う
。）第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十

四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
八
十
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
額
、
な
お
効
力
を
有
す
る
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
附
則
第
二
十
条
の
二
第
二
項
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
金
額
並
び
に

な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
附
則
第
二
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
繰
上

げ
調
整
額
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
繰
上
げ
調
整
追
加
額
並
び
に
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
百
二

条
の
規
定
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。）に
よ
る
改
正
前
の

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
な
お
効
力
を
有
す
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
額
を
当
該
退
職
共
済
年
金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分

に
限
る
。）、
障
害
共
済
年
金
（
旧
職
域
加
算
額
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
に
係
る
も
の
に
相
当
す
る
金
額
及
び
な

お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
を
当

該
障
害
共
済
年
金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）又
は
遺
族
共
済
年
金
（
旧
職
域
加
算
額
の

う
ち
遺
族
共
済
年
金
に
係
る
も
の
に
相
当
す
る
金
額
及
び
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正

前
の
法
第
九
十
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
金
額
並
び
に
な
お
効
力
を
有
す
る
昭
和
六
十
年
改
正
法

附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
額
を
当
該
遺
族

共
済
年
金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）
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五

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
改
正
法
」
と
い
う
。）第
一

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
以
下
「
旧
地
共
済
法
」
と
い
う
。）に
よ
る
退
職
年

金
、
減
額
退
職
年
金
若
し
く
は
通
算
退
職
年
金
（
当
該
こ
れ
ら
の
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
の
百
十
分
の
十
に
相

当
す
る
額
及
び
老
齢
基
礎
年
金
相
当
額
を
当
該
こ
れ
ら
の
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る

部
分
に
限
る
。）、
障
害
年
金
（
当
該
障
害
年
金
の
額
（
な
お
効
力
を
有
す
る
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
四
十

八
条
第
三
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
（
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
障
害
年
金
の
額
に
つ
い
て
適

用
す
る
場
合
に
限
る
。）は
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
成
二

十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令
第
五
十
八
号
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
な
お
効
力
を
有
す
る
昭
和
六
十
一
年
経
過
措
置
政
令
」
と
い
う
。）第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
の

適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
同
条
第
二
項
各
号
に
定
め
る
金
額
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
百
十

分
の
十
に
相
当
す
る
額
及
び
障
害
基
礎
年
金
相
当
額
を
当
該
障
害
年
金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分

に
限
る
。）又
は
遺
族
年
金
若
し
く
は
通
算
遺
族
年
金
（
当
該
こ
れ
ら
の
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
（
遺
族
年
金
に

あ
つ
て
は
、
そ
の
額
が
な
お
効
力
を
有
す
る
昭
和
六
十
一
年
経
過
措
置
政
令
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
額
）
の
百
十
分
の
十
に
相
当
す
る
額
及
び
遺
族
基
礎
年
金
相
当
額
を
当
該
こ
れ
ら
の
年
金
で
あ
る
給
付

の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）

六

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
（
厚
生
年
金
保
険
法
の

規
定
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
同
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

額
、
同
法
第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
、
同
法
附
則
第
九
条
の
二
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
の
う
ち
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
、
同
法
附
則
第
十
三
条
の

五
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
並
び
に
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法

附
則
第
五
十
九
条
第
二
項
及
び
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
に
相
当
す
る
額

を
当
該
退
職
共
済
年
金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）、
障
害
共
済
年
金
（
厚
生
年
金
保
険

法
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
同
法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
額
に
相
当
す
る
額
を
当
該
障
害
共
済
年
金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）又
は
遺
族
共

済
年
金
（
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
な
ら
ば
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
並
び
に
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第

七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
に
相
当
す
る
額
を
当
該
遺
族
共
済

年
金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）

七

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第
四
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
（
以
下
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
」

と
い
う
。）に
よ
る
退
職
共
済
年
金
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効

力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
私
学
共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る

な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
な
お
効
力
を
有

す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
準
用
国
共
済
法
」
と
い
う
。）第
七
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
共

済
年
金
の
職
域
加
算
額
、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
準
用
国
共
済
法
第
七
十
八
条

第
一
項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
準
用
国
共
済
法
第

七
十
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
額
、
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正

前
準
用
国
共
済
法
附
則
第
十
二
条
の
四
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

加
算
さ
れ
る
金
額
並
び
に
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
準
用
国
共
済
法
附
則
第
十
二

条
の
六
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
繰
上
げ
調
整
額
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
繰
上
げ
調
整
追
加
額
並
び
に

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
な
お
効
力
を
有
す

る
昭
和
六
十
年
国
の
改
正
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加

算
さ
れ
る
金
額
を
当
該
退
職
共
済
年
金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）、障
害
共
済
年
金（
な

お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
準
用
国
共
済
法
第
七
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
共

済
年
金
の
職
域
加
算
額
及
び
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
準
用
国
共
済
法
第
八
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
を
当
該
障
害
共
済
年
金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）

又
は
遺
族
共
済
年
金
（
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
準
用
国
共
済
法
第
七
十
四
条
第

二
項
に
規
定
す
る
遺
族
共
済
年
金
の
職
域
加
算
額
及
び
な
お
効
力
を
有
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前

準
用
国
共
済
法
第
九
十
条
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
金
額
並
び
に
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
八
条
の

二
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
な
お
効
力
を
有
す
る
昭
和
六
十
年
国
の
改
正
法
附
則
第
二
十

八
条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
金
額
を
当
該
遺
族
共
済
年

金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）

八

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
私
立
学
校
教
職
員

共
済
組
合
法
（
以
下
「
旧
私
学
共
済
法
」
と
い
う
。）に
よ
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
若
し
く
は
通
算
退
職

年
金
（
当
該
こ
れ
ら
の
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
の
百
十
分
の
十
に
相
当
す
る
額
及
び
老
齢
基
礎
年
金
相
当
額
を

当
該
こ
れ
ら
の
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）、
障
害
年
金
（
当
該
障
害

年
金
の
額
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
な
お

効
力
を
有
す
る
昭
和
六
十
年
国
の
改
正
法
附
則
第
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
き

は
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
な
お
効
力
を

有
す
る
昭
和
六
十
一
年
国
の
経
過
措
置
政
令
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の

同
条
第
一
項
各
号
に
定
め
る
金
額
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
百
十
分
の
十
に
相
当
す
る
額
及
び
障
害

基
礎
年
金
相
当
額
を
当
該
障
害
年
金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）又
は
遺
族
年
金
若
し
く

は
通
算
遺
族
年
金
（
当
該
こ
れ
ら
の
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
（
遺
族
年
金
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
額
が
私
立
学
校

教
職
員
共
済
法
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
な
お
効
力
を
有
す
る
昭
和
六

十
一
年
国
の
経
過
措
置
政
令
第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
同
項
の
規
定
の
適
用

が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
の
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
額
）
の
百
十
分
の
十
に
相
当
す
る
額
及

び
遺
族
基
礎
年
金
相
当
額
を
当
該
こ
れ
ら
の
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限

る
。）

九

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
若
し
く
は
特
例
老
齢
年
金
（
昭
和
六
十
年
国
民
年

金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
厚
生
年
金

保
険
法
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
な
お
効
力
を
有
す
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
」
と
い
う
。）第
四
十
三
条
第
一

項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
及
び
老
齢
基
礎
年
金
相
当
額
を
当
該
こ
れ
ら
の
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
か
ら
除
い

た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）、
障
害
年
金
（
な
お
効
力
を
有
す
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
条
第
一
項

第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
並
び
に
障
害
基
礎
年
金
相
当
額
を
当
該
障
害
年
金
の
額
か
ら
除

い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）又
は
遺
族
年
金
、
通
算
遺
族
年
金
若
し
く
は
特
例
遺
族
年
金
（
な
お
効
力

を
有
す
る
旧
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
及
び
遺
族
基
礎
年
金
相
当
額
を
当

該
こ
れ
ら
の
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）

十

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
老
齢
年
金
、
通
算
老
齢
年
金
若
し
く
は
特
例
老
齢
年
金
（
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等

改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
旧
船
員
保
険
法

（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
な
お
効
力
を
有
す
る
旧
船
員
保
険
法
」
と
い
う
。）第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
加
給
さ
れ
る
金
額
及
び
老
齢
基
礎
年
金
相
当
額
を
当
該
こ
れ
ら
の
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
か
ら
除
い
た
額

に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）、
障
害
年
金
（
な
お
効
力
を
有
す
る
旧
船
員
保
険
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
加
給
さ
れ
る
金
額
及
び
障
害
基
礎
年
金
相
当
額
を
当
該
障
害
年
金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す

る
部
分
に
限
る
。）又
は
遺
族
年
金
、
通
算
遺
族
年
金
若
し
く
は
特
例
遺
族
年
金
（
な
お
効
力
を
有
す
る
旧
船
員

保
険
法
第
五
十
条
の
三
及
び
第
五
十
条
の
三
の
二
の
規
定
に
よ
り
加
給
さ
れ
る
金
額
並
び
に
遺
族
基
礎
年
金
相

当
額
を
当
該
こ
れ
ら
の
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）
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第
二
十
六
条
の
前
に
次
の
節
名
を
付
す
る
。

第
四
節

給
付
の
制
限

第
二
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
掛
金
等
を
納
付
し
な
い
場
合
の
給
付
の
制
限
）

第
二
十
六
条

組
合
が
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者
に
対
し
同
項
の
通
知
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同

条
第
一
項
に
定
め
る
日
ま
で
に
払
込
み
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
掛
金
等
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
未
納
掛
金
等
」

と
い
う
。）の
金
額
が
、
当
該
未
納
掛
金
等
に
つ
い
て
法
第
百
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
（
第
一
号
に
お

い
て
「
控
除
」
と
い
う
。）が
行
わ
れ
な
か
つ
た
月
の
翌
月
の
末
日
（
当
該
通
知
に
係
る
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定

す
る
組
合
の
指
定
し
た
日
が
当
該
末
日
後
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
し
た
日
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に

お
い
て
「
納
付
期
限
」
と
い
う
。）ま
で
に
完
納
さ
れ
な
い
と
き
は
、
納
付
期
限
後
に
支
給
す
べ
き
そ
の
者
に
係
る

給
付
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
組
合
は
、
そ
の
額
（
法
第
四
十
八
条
又
は
第
百
十
一
条
の
規
定
の
適
用
後
の
額
を
い

う
。）か
ら
主
務
省
令
で
定
め
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
の
う
ち
、
納
付
期
限
の
翌
日
か
ら
未
納
掛
金
等
を
完
納
し

た
日
の
前
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
未
納
掛
金
等
に
つ
い
て
年
十
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
金
額

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
付
制
限
額
」
と
い
う
。）に
達
す
る
ま
で
の
金
額
は
、
支
給
し
な
い
。
た
だ
し
、
次

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
又
は
納
付
期
限
ま
で
に
完
納
し
な
か
つ
た
こ
と
に
つ
き
や
む
を
得
な
い
事

情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

未
納
掛
金
等
に
つ
い
て
控
除
が
行
わ
れ
な
か
つ
た
月
分
の
そ
の
者
の
掛
金
等
の
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と

き
。

二

そ
の
者
の
住
所
若
し
く
は
居
所
が
国
内
に
な
い
た
め
、
又
は
そ
の
者
の
住
所
及
び
居
所
が
と
も
に
明
ら
か
で

な
い
た
め
、
公
示
送
達
の
方
法
に
よ
つ
て
当
該
通
知
を
し
た
と
き
。

三

給
付
制
限
額
が
十
円
未
満
で
あ
る
と
き
。

２

前
項
本
文
の
場
合
に
お
い
て
、
未
納
掛
金
等
の
一
部
に
つ
い
て
納
付
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
納
付
の
日
以
後

の
期
間
に
係
る
給
付
制
限
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
未
納
掛
金
等
は
、
そ
の
納
付
の
あ
つ
た
金
額
を
控
除
し
た
金

額
と
す
る
。

３

第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
支
給
し
な
い
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
時
ま
で
に
組
合
が
納
付
期
限
後

に
支
給
す
べ
き
そ
の
者
に
係
る
給
付
金
に
つ
い
て
同
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
支
給
し
な
か
つ
た
金
額
が
あ
る
と
き

は
、
当
該
金
額
に
相
当
す
る
部
分
の
給
付
制
限
額
は
、
な
い
も
の
と
み
な
す
。

４

給
付
制
限
額
を
計
算
す
る
に
当
た
り
未
納
掛
金
等
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
給
付
制
限
額
に
一

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。

５

前
各
項
の
規
定
は
、
市
町
村
連
合
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
組
合
は
」
と

あ
る
の
は
「
組
合
又
は
市
町
村
連
合
会
は
」
と
、
第
三
項
中
「
組
合
」
と
あ
る
の
は「
組
合
又
は
市
町
村
連
合
会
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
六
条
の
二
か
ら
第
二
十
六
条
の
三
十
三
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
七
条
の
見
出
し
を「（
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
等
の
給
付
の
制
限
）」に
改
め
、
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外

の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
た
場
合
に
は
、
当
該
事
由
に
該
当
し

た
と
き
以
後
、
そ
の
組
合
員
期
間
に
係
る
退
職
年
金
（
終
身
退
職
年
金
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

又
は
公
務
障
害
年
金
の
額
の
う
ち
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
支
給
し
な
い
。

十
一

平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
四
項
に
規
定
す
る
移
行
農
林
共
済
年
金
の
う
ち
退
職
共
済
年
金

（
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
十
三
年
統
合
法
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
廃
止
前
の
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
な
お
効
力
を
有
す
る
廃
止
前
農
林
共
済
法
」と
い
う
。）第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
、

な
お
効
力
を
有
す
る
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
九
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
並
び
に
な
お
効
力
を
有
す

る
廃
止
前
農
林
共
済
法
附
則
第
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
繰
上
げ
調
整
額
及
び
同
条
第
三
項
に
規
定
す

る
年
齢
到
達
時
繰
上
げ
調
整
追
加
額
並
び
に
平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十

年
法
律
第
百
七
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
な
お
効
力
を
有
す
る
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
」

と
い
う
。）附
則
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
額
を
当

該
退
職
共
済
年
金
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）、
障
害
共
済
年
金
（
な
お
効
力
を
有
す
る

廃
止
前
農
林
共
済
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
を
当
該
障
害
共
済
年
金
の
額
か
ら
除
い
た

額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）又
は
遺
族
共
済
年
金
（
な
お
効
力
を
有
す
る
廃
止
前
農
林
共
済
法
第
四
十
八
条

の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
額
及
び
な
お
効
力
を
有
す
る
廃
止
前
昭
和
六
十
年
農
林
共
済
改
正
法
附
則
第
二
十

六
条
並
び
に
第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
額
を
当
該
遺
族
共
済
年
金
の
額
か

ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）

十
二

平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
六
項
に
規
定
す
る
移
行
農
林
年
金
の
う
ち
退
職
年
金
、
減
額
退
職

年
金
若
し
く
は
通
算
退
職
年
金
（
老
齢
基
礎
年
金
相
当
額
を
当
該
こ
れ
ら
の
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
か
ら
除
い

た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）、
障
害
年
金
（
障
害
基
礎
年
金
相
当
額
を
当
該
障
害
年
金
の
額
か
ら
除
い
た

額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）又
は
遺
族
年
金
若
し
く
は
通
算
遺
族
年
金
（
遺
族
基
礎
年
金
相
当
額
を
当
該
こ

れ
ら
の
年
金
で
あ
る
給
付
の
額
か
ら
除
い
た
額
に
相
当
す
る
部
分
に
限
る
。）

（
公
務
障
害
年
金
の
併
給
の
調
整
）

第
二
十
五
条
の
十
二

公
務
障
害
年
金（
法
第
七
十
六
条
第
二
号
に
規
定
す
る
公
務
障
害
年
金
を
い
う
。以
下
同
じ
。）

の
受
給
権
者
に
対
し
て
更
に
公
務
障
害
年
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
と
き
（
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）は
、
法
第
八
十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
二

号
中
「
退
職
年
金
」
と
あ
る
の
は
、「
退
職
年
金
、
公
務
障
害
年
金
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

公
務
障
害
年
金
の
受
給
権
者
が
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
に
よ
る
公
務
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

き
は
、
法
第
八
十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
又
は
公
務
遺
族
年

金
」
と
あ
る
の
は
、「
、
公
務
遺
族
年
金
又
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
に
よ
る
公
務
遺
族
年
金
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条
の
十
三
か
ら
第
二
十
五
条
の
十
五
ま
で
を
削
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合

次
に
掲
げ
る
給
付
の
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額

イ

退
職
年
金

そ
の
組
合
員
期
間
に
係
る
退
職
年
金
の
額

ロ

公
務
障
害
年
金

そ
の
組
合
員
期
間
に
係
る
公
務
障
害
年
金
の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
金
額

第
二
十
七
条
第
一
項
第
二
号
中
「
懲
戒
処
分
に
よ
つ
て
退
職
し
た
場
合

そ
の
」
を
「
組
合
員
が
法
第
百
十
一
条

第
一
項
（
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
懲
戒
処

分
（
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
懲
戒
処
分
」
と
い
う
。）に
よ
つ
て
退
職
し
た
場
合

次
に
掲
げ
る
給
付

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額
に
、
そ
の
」
に
改
め
、「
当
該
退
職
共
済
年
金
又
は
障
害
共
済
年
金
の

額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
」
及
び
「
に
百
分
の
五
十
」
を
削
り
、「
得
た
割
合
」
を
「
得
た
金
額
」
に
改
め
、
同
号

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

退
職
年
金

そ
の
組
合
員
期
間
に
係
る
退
職
年
金
の
額

ロ

公
務
障
害
年
金

そ
の
組
合
員
期
間
に
係
る
公
務
障
害
年
金
の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
金
額

第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
中
「
地
方
公
務
員
法
」
を
「
組
合
員
が
地
方
公
務
員
法
」
に
、「
当
該
停
職
」
を
「
次

に
掲
げ
る
給
付
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額
に
、
当
該
停
職
」
に
、「
月
数
が
当
該
退
職
共
済
年
金

又
は
障
害
共
済
年
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
組
合
員
期
間
の
月
数
」
を
「
日
数
（
当
該
日
数
が
三
百
六
十
五

日
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
百
六
十
五
日
）
が
三
百
六
十
五
日
」に
改
め
、「
に
百
分
の
二
十
五
」を
削
り
、「
得

た
割
合
」
を
「
得
た
金
額
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

退
職
年
金

そ
の
組
合
員
期
間
に
係
る
退
職
年
金
の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
金
額

ロ

公
務
障
害
年
金

そ
の
組
合
員
期
間
に
係
る
公
務
障
害
年
金
の
額
に
百
分
の
二
十
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額
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第
二
十
七
条
第
一
項
第
四
号
中
「
退
職
手
当
支
給
制
限
等
処
分
に
相
当
す
る
処
分
を
」
を
「
組
合
員
（
退
職
し
た

後
に
再
び
組
合
員
と
な
つ
た
者
に
限
る
。）又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
法
第
百
十
一
条
第
一
項
（
法
第
百
四
十
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
九
十
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
支
給
制
限
等
処
分
に
相
当
す
る
処
分
（
以
下
「
退
職
手
当
支
給
制
限
等
処
分
に
相

当
す
る
処
分
」
と
い
う
。）を
」
に
、「
当
該
退
職
手
当
支
給
制
限
等
処
分
に
相
当
す
る
処
分
」
を
「
次
に
掲
げ
る
給
付

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
金
額
に
、
当
該
退
職
手
当
支
給
制
限
等
処
分
に
相
当
す
る
処
分
」に
改
め
、

「
当
該
退
職
共
済
年
金
又
は
障
害
共
済
年
金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
」
及
び「
に
百
分
の
五
十
」を
削
り
、「
得

た
割
合
」
を
「
得
た
金
額
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ

退
職
年
金

そ
の
組
合
員
期
間
に
係
る
退
職
年
金
の
額

ロ

公
務
障
害
年
金

そ
の
組
合
員
期
間
に
係
る
公
務
障
害
年
金
の
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
金
額

第
二
十
七
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

公
務
遺
族
年
金
の
受
給
権
者
が
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
は
、
そ
の
刑
に
処
せ
ら

れ
た
と
き
以
後
、
当
該
公
務
遺
族
年
金
の
額
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
金
額
を
支
給
し
な
い
。

３

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
給
付
の
制
限
は
、
当
該
給
付
の
制
限
を
開
始
す
べ
き
月
か

ら
、
法
第
八
十
条
第
一
項
、
第
九
十
五
条
第
一
項
、
第
百
一
条
、
第
百
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
百

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
年
金
、
公
務
障
害
年
金
又
は
公
務
遺
族
年
金
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
月
を

除
き
通
算
し
て
六
十
月
に
達
す
る
ま
で
の
間
に
限
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。

４

前
項
に
規
定
す
る
給
付
の
制
限
を
開
始
す
べ
き
月
と
は
、
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
若
し
く
は
懲
戒
処
分
若

し
く
は
退
職
手
当
支
給
制
限
等
処
分
に
相
当
す
る
処
分
を
受
け
た
日
又
は
退
職
年
金
、
公
務
障
害
年
金
若
し
く
は

公
務
遺
族
年
金
の
給
付
事
由
の
生
じ
た
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
を
い
い
、
同
日
に
お
い
て
法

第
八
十
条
第
一
項
、
第
九
十
五
条
第
一
項
、
第
百
一
条
、
第
百
五
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
第
百
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
年
金
、
公
務
障
害
年
金
又
は
公
務
遺
族
年
金
に
相
当
す
る
金
額
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て

い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
停
止
す
べ
き
事
由
が
な
く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
を
い
う
。

第
二
十
七
条
第
五
項
中
「
又
は
こ
れ
に
」
を
「
若
し
く
は
こ
れ
に
」
に
、「
月
数
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
」を「
日

数
は
、
法
第
百
十
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
職
員
団
体
（
同
項
に
規
定
す
る
職
員
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
事

務
に
専
ら
従
事
す
る
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
専
従
職
員
」
と
い
う
。）で
あ
る
」に
、「
当
該
各
号
に
掲
げ
る
」

を
「
そ
の
専
従
職
員
で
あ
つ
た
」
に
、「
を
控
除
し
た
月
数
」
を
「
又
は
日
数
を
控
除
し
た
月
数
又
は
日
数
」に
改
め
、

同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
七
項
中
「
組
合
（
」
の
下
に
「
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、」を
加
え
、
同
条
第
八
項
中

「
長
期
給
付
」
を
「
退
職
年
金
、
公
務
障
害
年
金
又
は
公
務
遺
族
年
金
」
に
改
め
る
。

第
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
四
章

実
施
機
関
積
立
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
積
立
金
等
の
管
理
及
び
運
用

（
基
本
指
針
）

第
二
十
七
条
の
二

総
務
大
臣
は
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
が
行
う
退
職
等
年
金
給
付
調
整
積
立
金
の
管
理

及
び
運
用
（
組
合
（
構
成
組
合
を
除
く
。）及
び
市
町
村
連
合
会
の
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
の
運
用
状
況
の

管
理
を
含
む
。）が
長
期
的
な
観
点
か
ら
安
全
か
つ
効
率
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
法
第
百
十
二
条
の
十

第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
基
本
的
な
指
針
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
本
指
針
」
と
い
う
。）を
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

総
務
大
臣
は
、
基
本
指
針
を
定
め
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
基
本
指
針
の
案
又
は

そ
の
変
更
の
案
を
作
成
し
、
財
務
大
臣
並
び
に
内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

３

内
閣
総
理
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
総
務
大
臣
に
対
し
、
基
本
指
針
の

案
又
は
そ
の
変
更
の
案
の
作
成
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

総
務
大
臣
は
、
基
本
指
針
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

５

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
は
、
総
務
大
臣
が
基
本
指
針
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
基
本
指
針
に

適
合
す
る
よ
う
、
法
第
百
十
二
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
管
理
運
用
の
方
針
を
定
め
、
又
は
変
更
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
運
用
職
員
の
範
囲
）

第
二
十
七
条
の
三

法
第
百
十
二
条
の
九
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
行
政
機
関
ご
と

に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

文
部
科
学
省

事
務
次
官
、
官
房
長
、
大
臣
官
房
総
務
課
長
、
初
等
中
等
教
育
局
長
、
初
等
中
等
教
育
局
初

等
中
等
教
育
企
画
課
長
及
び
財
務
課
長
そ
の
他
法
第
百
十
二
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
実
施
機
関
積
立
金

（
次
号
に
お
い
て
「
実
施
機
関
積
立
金
」
と
い
う
。）の
運
用
に
係
る
行
政
事
務
に
従
事
す
る
職
員
で
あ
つ
て
文

部
科
学
大
臣
が
指
定
す
る
も
の

二

警
察
庁

警
察
庁
長
官
、
次
長
、
官
房
長
、
長
官
官
房
総
務
課
長
及
び
給
与
厚
生
課
長
そ
の
他
実
施
機
関
積

立
金
の
運
用
に
係
る
行
政
事
務
に
従
事
す
る
職
員
で
あ
つ
て
警
察
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
以
下
」
を
「
次
条
第
一
項
及
び
附
則
第
三
十
条
の
二
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
三

項
中
「
長
期
給
付
に
要
す
る
費
用
（
法
第
百
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
給
付
に
要
す
る
費
用
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
」
を
「
退
職
等
年
金
給
付
に
要
す
る
費
用
（
退
職
等
年
金
給
付
に
係
る
組
合
の
事
務
に
要
す
る
費
用
（
法
第

百
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
の
負
担
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
退
職
等

年
金
給
付
事
務
に
要
す
る
費
用
」
と
い
う
。）を
含
む
。
第
五
項
及
び
次
条
第
三
項
」
に
、「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」に
、

「
及
び
基
礎
年
金
拠
出
金
に
係
る
負
担
に
要
す
る
費
用
の
予
想
額
」
を
「
、
基
準
利
率
の
状
況
及
び
そ
の
見
通
し
並

び
に
退
職
等
年
金
給
付
事
務
に
要
す
る
費
用
の
額
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中「
、
障
害
の
状
態
と
な
つ
た
者
及
び
」

を
「
及
び
公
務
以
外
の
理
由
に
よ
り
」
に
改
め
、「
組
合
員
期
間
別
及
び
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
年
金
で
あ
る

給
付
」
を
「
退
職
等
年
金
給
付
」
に
、「
年
金
の
」
を
「
退
職
等
年
金
給
付
の
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
組
合
員

期
間
別
及
び
」
を
削
り
、「
平
均
給
料
及
び
平
均
期
末
手
当
等
」
を
「
標
準
報
酬
の
月
額
及
び
標
準
期
末
手
当
等
の
額

の
平
均
額
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
を
削
り
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

４

総
務
大
臣
は
、
前
三
項
の
費
用
の
算
定
方
法
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
財
務
大
臣
の
意
見

を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

退
職
等
年
金
給
付
に
係
る
地
方
の
積
立
基
準
額
は
、
将
来
に
わ
た
る
退
職
等
年
金
給
付
に
要
す
る
費
用
の
予
想

額
の
現
価
に
相
当
す
る
額
か
ら
将
来
に
わ
た
る
法
第
百
十
三
条
第
二
項
第
三
号
の
掛
金
及
び
負
担
金
の
予
想
額
の

現
価
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
額
を
基
準
と
し
て
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し

た
額
と
し
、
当
該
算
定
を
行
う
場
合
の
予
想
額
の
現
価
の
計
算
に
用
い
る
予
定
利
率
は
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合

連
合
会
が
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
調
整
積
立
金
の
運
用
収
益
の
予
測
を
勘
案
し
て

総
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
合
理
的
に
定
め
た
率
と
す
る
。

第
二
十
八
条
第
六
項
及
び
第
七
項
を
削
る
。

第
二
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
標
準
報
酬
の
月
額
及
び
標
準
期
末
手
当
等
の
額
と
掛
金
と
の
割
合
の
算
定
方
法
）

第
二
十
八
条
の
二

短
期
給
付
（
前
期
高
齢
者
納
付
金
等
及
び
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
の
納
付
を
含
む
。）に
係
る
法

第
百
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
の
月
額
及
び
標
準
期
末
手
当
等
の
額
と
掛
金
と
の
割
合
は
、
当
該
事

業
年
度
に
お
け
る
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
を
、
当
該
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け

る
組
合
員
の
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
で
除
し
、
こ
れ
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

介
護
納
付
金
の
納
付
に
係
る
法
第
百
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
の
月
額
及
び
標
準
期
末
手
当
等
の

額
と
掛
金
と
の
割
合
は
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
費
用
の
額
を
、
当
該

事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
介
護
保
険
第
二
号
被
保
険
者
（
介
護
保
険
法
第
九
条
第
二
号
に
規
定
す
る
第

二
号
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
資
格
を
有
す
る
組
合
員
の
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
で
除
し
、
こ
れ

に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
百
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
事
情
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
付
与
率
、
同
法
に
お
け
る
公
務
障
害
年
金
及
び
公
務
遺
族
年
金
の
支
給
状
況
、
法
第
百
十
三
条
第
一

項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
退
職
等
年
金
給
付
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
地
方
の
積
立
基
準
額
と
国
の
積
立
基

準
額
と
の
合
計
額
と
、
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
調
整
積
立
金
の
合
計
額
と
国
の
退

職
等
年
金
給
付
積
立
金
の
額
と
の
合
計
額
と
が
、
将
来
に
わ
た
つ
て
均
衡
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
算
定
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
総
務
大
臣
が
定
め
る
事
情
と
す
る
。





平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
第
百
十
三
条
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
百
十
三
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
、「
同
項
の

規
定
に
よ
り
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
の
」
を
加
え
、「
毎
年
度
」
を
「
組
合
の
毎
事
業
年
度
」
に
、「
金
額
」
を
「
額
」

に
、「
標
準
給
与（
掛
金
の
標
準
と
な
る
給
料
の
額
に
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値（
特

別
職
の
職
員
等
で
あ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
掛
金
の
標
準
と
な
る
期
末
手
当
等
（
法
第

百
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
掛
金
の
標
準
と
な
る
期
末
手
当
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
額
と
の

合
計
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
」
及
び
「
標
準
給
与
の
」
を
「
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
」
に
、「
算
定
す
る
も
の
と

す
る
」
を
「
得
た
額
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
百
十
三
条
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
百
十
三
条
第
四

項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
に
よ
り
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
の
」
を
加
え
、「
金
額
」
を
「
額
」
に
改
め

る
。

二

指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合
又
は
都
市
職
員
共
済
組
合

国
民
年
金
法
第
九
十
四
条

の
四
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
連
合
会
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
基
礎
年
金
拠
出
金
に
係
る
負
担
に
要
す
る
費
用

の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
市
町
村
連
合
会
を
組
織
す
る
全
て
の
構
成
組

合
の
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
対
す
る
前
号
イ
か
ら
ヘ
ま

で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

第
二
十
九
条
の
二
第
二
項
中
「
に
よ
り
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
の
」
を
加
え
、「
金
額
」
を
「
額
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
の
三
を
削
る
。

第
二
十
九
条
の
二
の
二
中
「
第
百
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
五
項
」
に
、「
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
定
し
た
」
を
「
費
用
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
公
共
団
体
が
組
合
の
毎
事
業
年
度
に
お

い
て
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
」
に
、「
国
の
新
法
第
九
十
九
条
第
四
項
」
を
「
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
九
十
九

条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
の
三
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
五
を
削
る
。

第
三
十
条
の
見
出
し
中
「
掛
金
」
を
「
掛
金
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
掛
金
」
を
「
掛
金
等
」に
、「
給
料
」

を
「
報
酬
」
に
改
め
、「
同
条
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、「
行
な
わ
れ
な
い
」
を
「
行
わ
れ
な
い
」

に
、「
行
な
わ
れ
な
か
つ
た
」
を
「
行
わ
れ
な
か
つ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
掛
金
」
を
「
掛
金
等
」
に
、「
納

付
し
な
い
」
を
「
払
い
込
ま
な
か
つ
た
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
第
百
十
六
条
第
四
項
」
を
「
第
百
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、「（
法
第
二
十
七

条
第
二
項
に
規
定
す
る
構
成
組
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」を
削
り
、
同
項
第
一
号
を
削
り
、
同

項
第
二
号
中
「
公
庫
等
」
を
「
職
員
団
体
、
公
庫
等
（
法
第
百
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）」に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

法
第
百
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
年
金
保
険
給
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
地
方
公
共
団
体
、

特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
、
職
員
団
体
、
公
庫
等
、
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
、
定
款
変
更
一
般
地

方
独
立
行
政
法
人
又
は
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
が
負
担
す
る
金
額

第
三
十
条
の
二
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
第
百
十
三
条
第
四
項
」
を
「
第
百
十
三
条
第
五
項
」
に
、「
長
期
給
付
」

を
「
厚
生
年
金
保
険
給
付
及
び
退
職
等
年
金
給
付
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

三

法
第
百
十
三
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
費
用
に
充
て
る
た
め
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
る
金
額

第
三
十
条
の
二
の
二
第
三
項
中
「
第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
を
「
第
百
十
三
条
第
二
項
第
三
号

の
規
定
及
び
法
第
百
十
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
七
章
の
章
名
を
削
る
。

第
六
章
を
第
七
章
と
す
る
。

第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
中
「
第
百
十
三
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
第
百
十
三
条
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
、「
同

項
の
規
定
に
よ
り
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
の
」
を
加
え
、「
毎
年
度
」
を
「
組
合
の
毎
事
業
年
度
」
に
改
め
、
同
項
各

号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都
市
職
員
共
済
組
合
を
除
く
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。）
国
民
年
金
法
第
九
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
組
合
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
基
礎
年

金
拠
出
金
に
係
る
負
担
に
要
す
る
費
用
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
当
該

組
合
の
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
（
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
条
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
三
号
厚

生
年
金
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
（
標
準
報
酬
月
額
（
厚
生
年

金
保
険
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
を
い
う
。
第
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）及

び
標
準
賞
与
額
（
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
賞
与
額
を
い
う
。
第
四
十
五

条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
合
計
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
総
額
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
の

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

イ

当
該
地
方
公
共
団
体
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額

の
総
額

ロ

当
該
地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者

の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
（
当
該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
設
立
団
体
が
二
以
上
で

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚

生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当
該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
に
出
資

し
た
額
等
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
）

ハ

当
該
地
方
公
共
団
体
を
公
庫
等
職
員
（
法
第
百
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
職
員
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）と
な
る
た
め
退
職
し
た
継
続
長
期
組
合
員
の
う
ち
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
で
あ
る
も
の
の
厚
生

年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額

ニ

当
該
地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
（
法
第
百
四
十
一
条
の
二
に
規
定

す
る
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険

者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
（
当
該
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
設
立
団
体

が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚

生
年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当
該
職
員
引
継

一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
に
出
資
し
た
額
等
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額
）

ホ

当
該
地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
定
款
変
更
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金

被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
（
当
該
定
款
変
更
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
設

立
団
体
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
定
款
変
更
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
第

三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当
該
定

款
変
更
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
に
出
資
し
た
額
等
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
）

ヘ

当
該
地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
（
法
第
百
四
十
一
条
の
四

に
規
定
す
る
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚

生
年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
（
当
該
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立

行
政
法
人
の
設
立
団
体
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政

法
人
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
当
該
地

方
公
共
団
体
が
当
該
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
に
出
資
し
た
額
等
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
）

第
三
十
条
の
三
の
見
出
し
を「（
地
方
の
調
整
対
象
費
用
の
額
）」に
改
め
、
同
条
中
「
政
令
で
定
め
る
費
用
」を「
厚

生
年
金
保
険
給
付
費
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
の
額
」
に
、「
組
合
の
長
期
給
付
に
要
す
る
費
用
か
ら
法
第
百
十
三

条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
費
用
を
控
除
し
た
も
の
」
を
「
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
係
る
厚
生
年
金
保
険

法
第
八
十
四
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
拠
出
金
算
定
対
象
額
に
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
係
る
同
項
第
一

号
に
掲
げ
る
標
準
報
酬
按あ

ん

分
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
費
用
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
四
の
見
出
し
中
「
長
期
給
付
」
を
「
厚
生
年
金
保
険
給
付
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
長
期
給
付
に
係

る
掛
金
及
び
地
方
公
共
団
体
の
負
担
金
そ
の
他
」
を
「
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
料

そ
の
他
の
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
五
の
見
出
し
中
「
長
期
給
付
」
を
「
厚
生
年
金
保
険
給
付
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
退
職
共
済
年
金

に
係
る
支
出
そ
の
他
」
を
「
厚
生
年
金
拠
出
金
及
び
基
礎
年
金
拠
出
金
の
納
付
そ
の
他
の
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
六
第
一
項
中
「
各
事
業
年
度
」
を
「
毎
事
業
年
度
、
当
該
事
業
年
度
」
に
改
め
、「
規
定
す
る
財
政
調

整
拠
出
金
」
の
下
に「（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
財
政
調
整
拠
出
金
」
と
い
う
。）」を
、「
第
百
十
六
条
の
三
第
一
項
」

の
下
に「（
第
四
号
を
除
く
。）」
を
加
え
、「
地
方
の
概
算
財
政
調
整
拠
出
金
の
額
」
を
「
地
方
の
厚
生
年
金
保
険
給
付

概
算
財
政
調
整
拠
出
金
の
額
」
に
、「
当
該
事
業
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
」
を
「
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ





第
一
項

を
除
く

に
係
る
部
分
に
限
る

地
方
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
概
算
財
政
調
整
拠

出
金
の
額

地
方
の
退
職
等
年
金
給
付
概
算
財
政
調
整
拠
出

金
の
額

第
二
項

地
方
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
概
算
財
政
調
整
拠

出
金
の
額

地
方
の
退
職
等
年
金
給
付
概
算
財
政
調
整
拠
出

金
の
額

を
除
く

に
係
る
部
分
に
限
る

国
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
概
算
財
政
調
整
拠
出

金
の
額

国
の
退
職
等
年
金
給
付
概
算
財
政
調
整
拠
出
金

の
額

前
項

国
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
概
算
財
政
調
整
拠
出

金
の
額

国
の
退
職
等
年
金
給
付
概
算
財
政
調
整
拠
出
金

の
額

を
除
く

に
係
る
部
分
に
限
る

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

に
よ
り
、」に
、「
国
の
新
法
」
を
「
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
」
に
改
め
、「
こ
の
条
」
の
下
に
「
及
び
第
四
十
四
条
の

三
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
各
事
業
年
度
」
を
「
毎
事
業
年
度
」
に
、「
地
方
の
概
算
財
政
調
整
拠
出
金
の
額
」

を
「
地
方
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
概
算
財
政
調
整
拠
出
金
の
額
」に
改
め
、「
第
百
十
六
条
の
三
第
一
項
」の
下
に「（
第

四
号
を
除
く
。）」
を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
一
項
」
に
、「
こ
の
条
」

を
「
こ
の
項
及
び
次
項
」
に
、「
国
の
概
算
財
政
調
整
拠
出
金
の
額
」
を
「
国
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
概
算
財
政
調
整

拠
出
金
の
額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
各
事
業
年
度
」
を
「
毎
事
業
年
度
」
に
、「
国
の
概
算
財
政
調
整
拠
出
金

の
額
」
を
「
国
の
厚
生
年
金
保
険
給
付
概
算
財
政
調
整
拠
出
金
の
額
」
に
、「
国
の
新
法
」
を
「
国
家
公
務
員
共
済
組

合
法
」
に
改
め
、「
第
百
二
条
の
三
第
一
項
」
の
下
に「（
第
四
号
を
除
く
。）」
を
加
え
、同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

４

前
三
項
の
規
定
は
、
法
第
百
十
六
条
の
三
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
対

す
る
退
職
等
年
金
給
付
に
係
る
財
政
調
整
拠
出
金
の
拠
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

５

前
三
条
及
び
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
財
政
調
整
拠
出
金
の
拠
出
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
大

臣
が
定
め
る
。

第
五
章
の
二
を
第
六
章
と
す
る
。

第
三
十
九
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

日
本
消
防
検
定
協
会

二

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
（
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
附

則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
民
生
活
金
融
公
庫
、
同
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
解
散
し
た
旧
農
林
漁
業
金
融
公
庫
、
同
法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
中
小
企

業
金
融
公
庫
及
び
同
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
際
協
力
銀
行
、
国
民
金
融
公
庫

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
六
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
国
民
生
活
金
融

公
庫
と
な
つ
た
旧
国
民
金
融
公
庫
及
び
同
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
環
境
衛
生
金
融

公
庫
並
び
に
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
附
則
第
四
十
二
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
国
際
協
力

銀
行
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
三
十
五
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
輸
出
入
銀

行
及
び
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
海
外
経
済
協
力
基
金
を
含
む
。）

三

株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
（
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）
附

則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
政
策
投
資
銀
行
、
同
法
附
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
三
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

解
散
し
た
旧
日
本
開
発
銀
行
及
び
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
北
海
道
東
北
開
発
公

庫
を
含
む
。）

四

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
（
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
号
）
附
則
第

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
都
市
基
盤
整
備
公
団
、
同
法
附
則
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前

の
都
市
基
盤
整
備
公
団
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た

旧
住
宅
・
都
市
整
備
公
団
並
び
に
同
法
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
住
宅
・
都
市
整
備
公
団
法

（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
四
十
八
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
住
宅
公
団
及
び

同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
宅
地
開
発
公
団
を
含
む
。）

五

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
（
日
本
道
路
公
団
等
民
営
化
関
係
法
施
行
法
（
平
成

十
六
年
法
律
第
百
二
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
道
路
公
団
、
旧
首
都
高
速
道
路

公
団
、
旧
阪
神
高
速
道
路
公
団
及
び
旧
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
を
含
む
。）

六

独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
（
同
法
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
緑
資
源
機
構
法

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
緑
資
源
公
団
、
森
林
開

発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
緑
資
源
公

団
と
な
つ
た
旧
森
林
開
発
公
団
及
び
同
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
農
用
地
整
備
公
団

並
び
に
農
用
地
開
発
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
四
十
四
号
）
附
則
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
農
用
地
整
備
公
団
と
な
つ
た
旧
農
用
地
開
発
公
団
を
含
む
。）

七

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
七
号
。
以
下
「
平
成
二
十
六
年
独

法
整
備
法
」
と
い
う
。）第
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法

（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
第
三
条
の
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
、
同
法
附
則
第

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
原
子
力
研
究
所
及
び
同
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

解
散
し
た
旧
核
燃
料
サ
イ
ク
ル
開
発
機
構
並
び
に
日
本
原
子
力
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五

十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
原
子
力
船
研
究
開
発
事
業

団
を
含
む
。）

八

国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
（
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
三
条
の
独
立
行
政
法
人

科
学
技
術
振
興
機
構
、
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
科
学
技
術
振
興
事
業
団
並
び
に

同
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
科
学
技
術
振
興
事
業
団
法
（
平
成
八
年
法
律
第
二
十
七
号
）
附
則

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
科
学
技
術
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
同
法
附
則
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
新
技
術
事
業
団
を
含
む
。）

九

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
（
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第

百
七
十
一
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
労
働
福
祉
事
業
団
を
含
む
。）

十

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
（
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成

十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン

タ
ー
、
同
法
附
則
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
法
（
昭
和
六
十
年
法
律

第
九
十
二
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
立
競
技
場
及
び
旧
日
本
学
校
健
康
会
並
び

に
同
法
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
学
校
健
康
会
法
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
六
十
三
号
）

附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
学
校
安
全
会
を
含
む
。）

十
一

国
立
研
究
開
発
法
人
理
化
学
研
究
所
（
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
八
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研

究
所
及
び
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
理
化
学
研
究
所
を
含
む
。）

十
二

独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
（
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

七
十
二
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
貿
易
振
興
会
を
含
む
。）

十
三

独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構
（
独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百

八
十
一
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
際
観
光
振
興
会
を
含
む
。）
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十
四

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
（
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支

援
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
鉄
道
建

設
公
団
及
び
同
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
運
輸
施
設
整
備
事
業
団
、
日
本
国
有
鉄
道

清
算
事
業
団
の
債
務
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ

り
解
散
し
た
旧
日
本
国
有
鉄
道
清
算
事
業
団
並
び
に
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
法

附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
運
輸
施
設
整
備
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
船
舶
整
備
公
団
及
び
同
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散

し
た
旧
鉄
道
整
備
基
金
を
含
む
。）

十
五

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
六
号
）
附
則

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
（
同
法
に
よ
る
廃
止
前
の

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
七
十
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
解
散
し
た
旧
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
及
び
同
法
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
雇
用
・
能
力
開
発

機
構
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
十
号
）
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
雇
用
促
進
事
業
団

を
含
む
。）

十
六

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
附
則
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
年
金
資
金
運
用
基
金
及
び
同
法
附
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
年
金
福

祉
事
業
団
の
解
散
及
び
業
務
の
承
継
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
二
十
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
年
金
福
祉
事
業
団
を
含
む
。）

十
七

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
（
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
附

則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
水
資
源
開
発
公
団
を
含
む
。）

十
八

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
（
中
小
企
業
金
融
公
庫
法
及
び
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤

整
備
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
解
散
し
た
旧
地
域
振
興
整
備
公
団
、
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
及
び
機
械
類
信
用
保
険
法
の
廃
止
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
中
小
企
業
総

合
事
業
団
、
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
九
号
）

附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
中
小
企
業
事
業
団
及
び
同
法
附
則
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
中
小
企
業
事
業
団
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

解
散
し
た
旧
中
小
企
業
振
興
事
業
団
を
含
む
。）

十
九

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構
（
石
油
公
団
法
及
び
金
属
鉱
業
事
業
団
法
の
廃
止

等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
石
油

公
団
及
び
同
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
金
属
鉱
業
事
業
団
を
含
む
。）

二
十

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
（
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
百
七

十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四

年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
三
条
の
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
並
び
に
同
法

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
及
び
石
炭
鉱
害

賠
償
等
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
二
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
解
散
し
た
旧
石
炭
鉱
害
事
業
団
を
含
む
。）

三
十

独
立
行
政
法
人
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
十
九
号
）
附

則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
機
構
（
同
法
に
よ
る
廃

止
前
の
独
立
行
政
法
人
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
万
国
博
覧
会
記
念
協
会
を
含
む
。）

三
十
一

日
本
下
水
道
事
業
団

三
十
二

独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
（
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
七

号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
際
交
流
基
金
を
含
む
。）

三
十
三

独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
（
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
四
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
空
港
周
辺
整
備
機
構
を
含
む
。）

三
十
四

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
六

号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
際
協
力
事
業
団
を
含
む
。）

三
十
五

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー

三
十
六

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

九
十
四
号
）
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
育
英
会
を
含
む
。）

三
十
七

放
送
大
学
学
園
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
（
同
法

附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
放
送
大
学
学
園
を
含
む
。）

三
十
八

広
域
臨
海
環
境
整
備
セ
ン
タ
ー

三
十
九

関
西
国
際
空
港
及
び
大
阪
国
際
空
港
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成

二
十
三
年
法
律
第
五
十
四
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
設
置
管
理
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
九
条
の
規
定
に

よ
る
廃
止
前
の
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
関
西

国
際
空
港
株
式
会
社
（
設
置
管
理
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。）

四
十

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金

四
十
一

地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金

二
十
一

国
立
教
育
会
館
の
解
散
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解

散
し
た
旧
国
立
教
育
会
館

二
十
二

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
（
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第

四
十
三
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
公
害
健
康
被
害
補
償
予
防
協
会
及
び
同
法
附
則

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
環
境
事
業
団
、公
害
防
止
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
平

成
四
年
法
律
第
三
十
九
号
）
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
環
境
事
業
団
と
な
つ
た
旧
公
害
防
止
事
業
団
並
び
に

公
害
健
康
被
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
九
十
七
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
公

害
健
康
被
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
一
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
公
害
健
康
被
害
補
償
協
会
を

含
む
。）

二
十
三

成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
（
成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
附
則

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
新
東
京
国
際
空
港
公
団
を
含
む
。）

二
十
四

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五

十
九
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
学
術
振
興
会
を
含
む
。）

二
十
五

海
上
物
流
の
基
盤
強
化
の
た
め
の
港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
三
十
八

号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
外
貿
埠
頭
公
団
の
解
散
及
び
業
務
の
承
継
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十

六
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
京
浜
外
貿
埠
頭
公
団
及
び
旧
阪
神
外
貿
埠
頭
公

団
二
十
六

国
立
研
究
開
発
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
（
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
八
十
八
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
三
条
の

独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
及
び
同
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
宇
宙
開

発
事
業
団
を
含
む
。）

二
十
七

独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
（
独
立
行
政
法
人
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。）

二
十
八

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十

一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
海
洋
水
産
資
源
開
発
セ
ン
タ
ー

二
十
九

国
立
研
究
開
発
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
（
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
三
条
の
独
立
行
政
法

人
海
洋
研
究
開
発
機
構
及
び
同
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
海
洋
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー

を
含
む
。）

四
十
二

総
合
研
究
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
廃

止
法
」
と
い
う
。）に
よ
る
廃
止
前
の
総
合
研
究
開
発
機
構
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号
）
に
よ
り
設

立
さ
れ
た
総
合
研
究
開
発
機
構
（
廃
止
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
旧
法
適
用
期
間
が
経
過
す
る
時
ま
で
の
間

に
お
け
る
も
の
に
限
る
。）





平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

四
十
三

危
険
物
保
安
技
術
協
会

四
十
四

独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
（
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
法
（
平
成
十
四
年
法

律
第
百
六
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
を
含
む
。）

四
十
五

独
立
行
政
法
人
通
信
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）

附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
通
信
・
放
送
機
構

四
十
六

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
（
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二

十
七
号
）
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
農
業
者
年
金
基
金
を
含
む
。）

四
十
七

預
金
保
険
機
構

四
十
八

日
本
た
ば
こ
産
業
株
式
会
社

四
十
九

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

五
十

北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

五
十
一

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

十
三
年
法
律
第
六
十
一
号
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旅
客
会
社
法
改
正
法
」
と
い
う
。）に
よ
る
改
正
前
の
旅

客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
に
よ

り
設
立
さ
れ
た
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
（
旅
客
会
社
法
改
正
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

も
の
に
限
る
。）

五
十
二

四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

五
十
三

九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

五
十
四

日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社

五
十
五

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団

五
十
六

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

五
十
七

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

五
十
八

株
式
会
社
産
業
再
生
機
構

五
十
九

独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構

六
十

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構

六
十
一

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
（
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を

廃
止
す
る
法
律
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法

（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
を
含
む
。）

六
十
二

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構

六
十
三

独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園

六
十
四

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構

六
十
五

中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
（
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
（
平
成
十
五
年
法

律
第
四
十
四
号
）
第
一
条
第
一
項
の
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
を
含
む
。）

六
十
六

独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金

六
十
七

沖
縄
科
学
技
術
大
学
院
大
学
学
園
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
六
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
独
立
行
政
法
人
沖
縄
科
学
技
術
研
究
基
盤
整
備
機
構

六
十
八

東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社

六
十
九

首
都
高
速
道
路
株
式
会
社

七
十

中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社

七
十
一

西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社

七
十
二

阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社

七
十
三

本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社

七
十
四

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー

七
十
五

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
（
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

八
十
二
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
住
宅
金
融
公
庫
を
含
む
。）

七
十
七

地
方
競
馬
全
国
協
会

七
十
八

全
国
健
康
保
険
協
会

七
十
九

株
式
会
社
産
業
革
新
機
構

八
十

株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構（
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
二
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六

十
三
号
）
第
一
条
の
株
式
会
社
企
業
再
生
支
援
機
構
を
含
む
。）

八
十
一

日
本
年
金
機
構

八
十
二

漁
船
保
険
中
央
会

八
十
三

日
本
商
工
会
議
所

八
十
四

全
国
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会

八
十
五

全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会

八
十
六

全
国
商
工
会
連
合
会

八
十
七

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

八
十
八

漁
業
共
済
組
合
連
合
会

八
十
九

軽
自
動
車
検
査
協
会

九
十

小
型
船
舶
検
査
機
構

九
十
一

日
本
銀
行

九
十
二

日
本
弁
理
士
会

九
十
三

原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構

九
十
四

東
京
地
下
鉄
株
式
会
社

九
十
五

日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産
業
株
式
会
社

九
十
六

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

九
十
七

輸
出
入
・
港
湾
関
連
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社

九
十
八

原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構（
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
平

成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九

十
四
号
）
第
一
条
の
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
を
含
む
。）

九
十
九

株
式
会
社
東
日
本
大
震
災
事
業
者
再
生
支
援
機
構

百

株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行

百
一

新
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社

百
二

株
式
会
社
農
林
漁
業
成
長
産
業
化
支
援
機
構

百
三

株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構

百
四

株
式
会
社
海
外
需
要
開
拓
支
援
機
構

百
五

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構

百
六

株
式
会
社
海
外
交
通
・
都
市
開
発
事
業
支
援
機
構

百
七

広
域
的
運
営
推
進
機
関

百
八

株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支
援
機
構

第
四
十
条
第
一
項
中「（
同
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
及
び「（
同
項
に
規
定
す
る
公
庫

等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）」
を
削
り
、「
長
期
組
合
員
」
の
下
に「（
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
組
合

員
を
い
う
。
第
四
十
三
条
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、「
同
項
の
」
を
「
法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
百
四
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
継
続
長
期
組
合
員
が
同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
」を「
継

続
長
期
組
合
員
が
法
第
百
四
十
条
第
二
項
（
第
一
号
又
は
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）」
に
改
め
、
同
条
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

七
十
六

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
（
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
十

号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
営
企
業
等
金
融
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第

一
条
の
地
方
公
営
企
業
等
金
融
機
構
及
び
同
法
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
公
営
企
業
金

融
公
庫
を
含
む
。）





平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

３

継
続
長
期
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
勤
務
の
対
償
と
し
て
受
け
る
給
与
の
う
ち
、
地
方
自
治
法
第
二
百

四
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
給
料
及
び
報
酬
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
組
合
の

運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
を
報
酬
と
し
、
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
期
末
手
当
等
に
含
ま
れ
る

手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
を
期
末
手
当
等
と
す
る
。

第
四
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
組
合
役
職
員
等
の
報
酬
等
）

第
四
十
条
の
二

組
合
役
職
員
（
法
第
百
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
役
職
員
を
い
う
。
次
条
第
一
項
及
び

第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
勤
務
の
対
償
と
し
て
受
け
る
給
与
の
う
ち
、
地
方
自
治
法
第

二
百
四
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
給
料
及
び
報
酬
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
組

合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
を
報
酬
と
し
、
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
期
末
手
当
等
に
含
ま

れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
を
期
末
手
当
等
と
す
る
。

２

連
合
会
役
職
員
（
法
第
百
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
連
合
会
役
職
員
を
い
う
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
。）に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
勤
務
の
対
償
と
し
て
受
け
る
給
与
の
う
ち
、
地
方
自
治
法
第
二
百
四
条
の
規
定
の

適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
給
料
及
び
報
酬
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
法
第
百
四
十
一
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
を
報
酬
と
し
、
地
方
自
治
法
第
二
百

四
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
期
末
手
当
等
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
当
該
組
合

の
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
を
期
末
手
当
等
と
す
る
。

第
四
十
一
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
組
合
の
組
合
役
職
員
に
」
を
「
組
合
役
職
員
に
」
に
、「
費
用
と

し
て
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
法
第
百
十
三
条
第
四
項
第
二
号
」
に
改
め
、「
同
項
の
規
定
に
よ
り
」
の

下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
の
」
を
加
え
、「
毎
年
度
」
を
「
組
合
の
毎
事
業
年
度
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
組
合
（
」
の

下
に
「
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、」を
加
え
、「
額
に
当
該
」
を
「
額
に
、
当
該
」
に
、「
組
合
員
」
を
「
第
三
号
厚
生

年
金
被
保
険
者
」
に
、「
標
準
給
与
」
を
「
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
市
町

村
職
員
共
済
組
合
又
は
」
を
「
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合
又
は
」
に
、「
額
に
当
該
」を「
額

に
、
当
該
」
に
、「
市
町
村
連
合
会
を
組
織
す
る
す
べ
て
の
市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都
市
職
員
共
済
組
合
」を「
全

て
の
構
成
組
合
」
に
、「
組
合
員
」
を
「
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
」
に
、「
標
準
給
与
」
を
「
厚
生
年
金
保
険
標
準

報
酬
等
合
計
額
」
に
改
め
、「
組
合
役
職
員
」
の
下
に
「
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
」
を
加
え
、
同
項
を
同

条
第
一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
市
町
村
連
合
会
又
は
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い

う
。）の
」
及
び「（
法
第
百
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
連
合
会
役
職
員
を
い
う
。）」
を
削
り
、「
費
用
と
し
て
法
第

百
十
三
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
法
第
百
十
三
条
第
四
項
第
二
号
」
に
、「
毎
年
度
」
を
「
連
合
会
（
法
第
百
四
十
一

条
第
二
項
に
規
定
す
る
連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
毎
事
業
年
度
」
に
、「
金
額
」
を
「
額
」に
改
め
、「
組
合
が
」

の
下
に
「
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、」を
加
え
、「
額
に
当
該
」
を
「
額
に
、
当
該
」
に
、「
組
合
員
の
」
を
「
第
三
号

厚
生
年
金
被
保
険
者
の
」
に
、「
標
準
給
与
」
を
「
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
」
に
、「
す
べ
て
の
組
合
の
」

を
「
全
て
の
構
成
組
合
の
」
に
改
め
、「
で
あ
る
連
合
会
役
職
員
」
の
下
に
「
の
う
ち
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
」

を
加
え
、「
す
べ
て
の
組
合
を
」
を
「
全
て
の
組
合
を
」
に
、「
算
定
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
得
た
額
と
す
る
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

警
察
共
済
組
合
の
組
合
役
職
員
に
係
る
法
第
百
十
三
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
法
第
百
四
十
一

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
警
察
共
済
組
合
の
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
額
は
、
国
民

年
金
法
第
九
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
警
察
共
済
組
合
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
基
礎
年
金
拠
出
金
に
係
る
負

担
に
要
す
る
費
用
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
警
察
共
済
組
合
の
第
三
号
厚

生
年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
対
す
る
警
察
共
済
組
合
の
組
合
役
職
員
で
あ

る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
更

に
当
該
事
業
年
度
の
初
日
に
お
け
る
警
察
共
済
組
合
を
組
織
す
る
職
員
（
国
の
職
員
を
含
む
。）で
あ
る
第
三
号
厚

生
年
金
被
保
険
者
の
総
数
に
対
す
る
国
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
数
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
。

第
四
十
一
条
第
四
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
改
め
、「
に
よ
り
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
の
地

方
公
共
団
体
が
」
を
加
え
、「
金
額
」
を
「
額
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
等
の
役
職
員
の
報
酬
等
）

第
四
十
一
条
の
二

法
第
百
四
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
み
な
さ
れ
た
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法

人
の
役
職
員
、
法
第
百
四
十
一
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
み
な
さ
れ
た
定
款
変
更
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人

の
役
職
員
及
び
法
第
百
四
十
一
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
職
員
と
み
な
さ
れ
た
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行

政
法
人
の
役
職
員
に
つ
い
て
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
五
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
報
酬
又
は
同
法
第
五
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与
の
う
ち
、
地
方
自
治
法
第
二
百

四
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
給
料
及
び
報
酬
に
含
ま
れ
る
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
組
合
の

運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
を
報
酬
と
し
、
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
係
る
期
末
手
当
等
に
含
ま
れ
る

手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
を
期
末
手
当
等
と
す
る
。

第
四
十
二
条
第
五
号
中
「
な
つ
た
者
及
び
」
の
下
に
「
法
第
百
四
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
」を
加
え
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
の
職
員
に
係
る
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
の
表
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
一
般
職
の
職

員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
給
与
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
同
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に

基
づ
く
給
与
の
う
ち
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
相
当
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
三
条
第
八
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
七
項
中
「
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
」
を
「
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。）の
」
に
、「
同
項
の
」
を
「
法
第
百
四
十
条
第
一
項
の
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第

六
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
（
日
本
道
路
公
団
等
民
営
化
関
係
法
施
行
法
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
道
路
公
団
、
旧
首
都
高
速
道
路
公
団
、
旧
阪
神
高
速
道
路
公
団
及

び
旧
本
州
四
国
連
絡
橋
公
団
を
含
む
。）

二

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
（
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
労
働
福
祉
事
業
団
を
含
む
。）

三

自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自
動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
二
号
）
附

則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
自
転
車
振
興
会

四

国
立
研
究
開
発
法
人
理
化
学
研
究
所
（
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
八
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の

独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
法
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
理
化
学
研
究
所
及
び
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
理
化
学
研
究
所
を
含
む
。）

五

独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
（
独
立
行
政
法
人
日
本
貿
易
振
興
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
貿
易
振
興
会
を
含
む
。）

六

独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構
（
独
立
行
政
法
人
国
際
観
光
振
興
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
際
観
光
振
興
会
を
含
む
。）

七

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
（
独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し

た
旧
水
資
源
開
発
公
団
を
含
む
。）

八

地
方
競
馬
全
国
協
会

九

自
転
車
競
技
法
及
び
小
型
自
動
車
競
走
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
二
号
）
附

則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
小
型
自
動
車
振
興
会

十

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
（
中
小
企
業
金
融
公
庫
法
及
び
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整

備
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

解
散
し
た
旧
地
域
振
興
整
備
公
団
並
び
に
中
小
企
業
総
合
事
業
団
法
及
び
機
械
類
信
用
保
険
法
の
廃
止
等
に
関

す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
中
小
企
業
総
合
事
業
団
及
び
同
法
附
則
第
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
産
業
基
盤
整
備
基
金
を
含
む
。）

十
一

独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支
援
機
構
（
独
立
行
政
法
人
鉄
道
建
設
・
運
輸
施
設
整
備
支

援
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
鉄
道
建
設
公
団
及
び
同
法
附
則
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
運
輸
施
設
整
備
事
業
団
を
含
む
。）
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十
二

独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
（
独
立
行
政
法
人
環
境
再
生
保
全
機
構
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
公
害
健
康
被
害
補
償
予
防
協
会
及
び
同
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し

た
旧
環
境
事
業
団
を
含
む
。）

十
三

独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
（
独
立
行
政
法
人
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
法
附
則
第
二
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
を
含
む
。）

十
四

地
方
公
務
員
災
害
補
償
基
金

十
五

独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
学
術
振
興
会
を
含
む
。）

十
六

国
立
研
究
開
発
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
（
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
八
十
八
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
法
第
三
条
の
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

及
び
同
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
宇
宙
開
発
事
業
団
を
含
む
。）

十
七

独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
（
独
立
行
政
法
人
農
業
者
年
金
基
金
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
解
散
し
た
旧
農
業
者
年
金
基
金
を
含
む
。）

十
八

独
立
行
政
法
人
情
報
処
理
推
進
機
構
（
情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
情
報
処
理
振
興
事
業
協
会

を
含
む
。）

十
九

預
金
保
険
機
構

二
十

独
立
行
政
法
人
水
産
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
一

号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
海
洋
水
産
資
源
開
発
セ
ン
タ
ー

二
十
一

国
立
研
究
開
発
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
（
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
法
第
三
条
の
独
立
行
政
法
人
海
洋
研
究
開
発
機
構
及
び
同
法
附

則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
海
洋
科
学
技
術
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。）

二
十
二

日
本
下
水
道
事
業
団

二
十
三

独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
（
独
立
行
政
法
人
国
際
交
流
基
金
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
解
散
し
た
旧
国
際
交
流
基
金
を
含
む
。）

二
十
四

総
合
研
究
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
廃
止
法
」
と
い
う
。）に
よ
る
廃

止
前
の
総
合
研
究
開
発
機
構
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
総
合
研
究
開
発
機
構
（
廃
止
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る

旧
法
適
用
期
間
が
経
過
す
る
時
ま
で
の
間
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。）

二
十
五

農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
機
構

二
十
六

独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
（
独
立
行
政
法
人
自
動
車
事
故
対
策
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法

律
第
百
八
十
三
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
自
動
車
事
故
対
策
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。）

二
十
七

独
立
行
政
法
人
空
港
周
辺
整
備
機
構
（
公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防

止
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
四
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
空
港
周
辺
整
備
機
構
を
含
む
。）

二
十
八

独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
（
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
解
散
し
た
旧
国
際
協
力
事
業
団
を
含
む
。）

二
十
九

独
立
行
政
法
人
通
信
総
合
研
究
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）

附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
通
信
・
放
送
機
構

三
十

放
送
大
学
学
園
法
第
三
条
に
規
定
す
る
放
送
大
学
学
園
（
同
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散

し
た
旧
放
送
大
学
学
園
を
含
む
。）

三
十
一

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
附
則
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
育
英
会
を
含
む
。）

三
十
二

独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
（
独
立
行
政
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー
法
附

則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
体
育
・
学
校
健
康
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。）

三
十
三

独
立
行
政
法
人
農
業
技
術
研
究
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）

附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
生
物
系
特
定
産
業
技
術
研
究
推
進
機
構

三
十
四

国
立
研
究
開
発
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
（
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
百

七
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
法
第
三
条
の

独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
及
び
同
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解

散
し
た
旧
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
を
含
む
。）

三
十
五

国
立
研
究
開
発
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
（
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
八
十
五
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
法
第
三
条
の
独
立
行
政
法
人
科
学
技
術
振
興
機
構
及
び
同
法
附

則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
科
学
技
術
振
興
事
業
団
を
含
む
。）

三
十
六

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団

三
十
七

独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を
廃
止
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散

し
た
旧
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
（
同
法
に
よ
る
廃
止
前
の
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機

構
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
を
含
む
。）

三
十
八

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
国
民
生
活
金
融

公
庫
、
同
法
附
則
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
農
林
漁
業
金
融
公
庫
、
同
法
附
則
第
十
七
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
中
小
企
業
金
融
公
庫
及
び
同
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解

散
し
た
旧
国
際
協
力
銀
行

三
十
九

株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
日
本
政
策
投
資

銀
行

四
十

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
（
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

解
散
し
た
旧
都
市
基
盤
整
備
公
団
を
含
む
。）

四
十
一

年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
附
則
第
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
解
散
し
た
旧
年
金
資
金
運
用
基
金
を
含
む
。）

四
十
二

銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構

四
十
三

独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構

四
十
四

独
立
行
政
法
人
農
林
漁
業
信
用
基
金

四
十
五

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構

四
十
六

独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
・
求
職
者
雇
用
支
援
機
構
（
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
法
を

廃
止
す
る
法
律
附
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
法
第

二
条
の
独
立
行
政
法
人
高
齢
・
障
害
者
雇
用
支
援
機
構
を
含
む
。）

四
十
七

独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構

四
十
八

独
立
行
政
法
人
国
立
重
度
知
的
障
害
者
総
合
施
設
の
ぞ
み
の
園

四
十
九

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構

五
十

独
立
行
政
法
人
石
油
天
然
ガ
ス
・
金
属
鉱
物
資
源
機
構

五
十
一

独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構

五
十
二

独
立
行
政
法
人
奄
美
群
島
振
興
開
発
基
金

五
十
三

国
立
研
究
開
発
法
人
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
（
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
三
十
八
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所

法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
第
二
条
の
独
立
行
政
法
人
医
薬
基
盤
研
究
所
を
含
む
。）

五
十
四

国
立
研
究
開
発
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
（
平
成
二
十
六
年
独
法
整
備
法
第
九
十
七
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構
法
第
三
条
の
独
立
行
政
法
人
日
本
原
子
力
研
究

開
発
機
構
を
含
む
。）

五
十
五

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構

五
十
六

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構

五
十
七

全
国
健
康
保
険
協
会

五
十
八

株
式
会
社
産
業
革
新
機
構

五
十
九

株
式
会
社
地
域
経
済
活
性
化
支
援
機
構
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六
十

日
本
年
金
機
構

六
十
一

漁
船
保
険
中
央
会

六
十
二

日
本
商
工
会
議
所

六
十
三

全
国
土
地
改
良
事
業
団
体
連
合
会

六
十
四

全
国
中
小
企
業
団
体
中
央
会

六
十
五

全
国
商
工
会
連
合
会

六
十
六

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

六
十
七

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金

六
十
八

漁
業
共
済
組
合
連
合
会

六
十
九

軽
自
動
車
検
査
協
会

七
十

小
型
船
舶
検
査
機
構

七
十
一

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー

七
十
二

危
険
物
保
安
技
術
協
会

七
十
三

関
西
国
際
空
港
及
び
大
阪
国
際
空
港
の
一
体
的
か
つ
効
率
的
な
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
「
設
置
管
理
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
関
西
国
際
空
港
株
式

会
社
法
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
（
設
置
管
理
法
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け

る
も
の
に
限
る
。）

七
十
四

日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

七
十
五

北
海
道
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

七
十
六

四
国
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

七
十
七

九
州
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

七
十
八

日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社

七
十
九

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

八
十

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

八
十
一

原
子
力
発
電
環
境
整
備
機
構

八
十
二

東
京
地
下
鉄
株
式
会
社

八
十
三

中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
（
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
第
一
条
第
一
項
の

日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
を
含
む
。）

八
十
四

成
田
国
際
空
港
株
式
会
社

八
十
五

東
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社

八
十
六

首
都
高
速
道
路
株
式
会
社

八
十
七

中
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社

八
十
八

西
日
本
高
速
道
路
株
式
会
社

八
十
九

阪
神
高
速
道
路
株
式
会
社

九
十

本
州
四
国
連
絡
高
速
道
路
株
式
会
社

九
十
一

日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産
業
株
式
会
社

九
十
二

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫

九
十
三

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫

九
十
四

株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行

九
十
五

輸
出
入
・
港
湾
関
連
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社

九
十
六

原
子
力
損
害
賠
償
・
廃
炉
等
支
援
機
構（
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（
平

成
二
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
原
子
力
損
害
賠
償
支
援
機
構
法
第
一
条
の
原
子
力
損
害
賠
償

支
援
機
構
を
含
む
。）

九
十
七

株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行

九
十
八

新
関
西
国
際
空
港
株
式
会
社

九
十
九

株
式
会
社
農
林
漁
業
成
長
産
業
化
支
援
機
構

百

株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構

百
一

株
式
会
社
海
外
需
要
開
拓
支
援
機
構

百
二

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構

百
三

株
式
会
社
海
外
交
通
・
都
市
開
発
事
業
支
援
機
構

百
四

広
域
的
運
営
推
進
機
関

百
五

株
式
会
社
海
外
通
信
・
放
送
・
郵
便
事
業
支
援
機
構

第
四
十
三
条
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、同
条
第
二
項
中「
掲

げ
る
」
の
下
に
「
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
給
与
の
う
ち
」
を
加
え
、「
給
与
は
、
一

般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
」
を
「
も
の
は
、
同
法
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

国
の
職
員
に
係
る
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
の
表
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
他
の
法
律
の

規
定
に
基
づ
く
給
与
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
給
与
と
す
る
。

一

国
家
公
務
員
の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
号
）
第
一
条
の
規
定
に
基
づ
く

寒
冷
地
手
当

二

国
際
連
合
平
和
維
持
活
動
等
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
十
六
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
国
際
平
和
協
力
手
当

第
四
十
三
条
の
二
中
「
費
用
と
し
て
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
一
号
」
を
「
法
第
百
十
三
条
第
四
項
第
一
号
」に
、

「
の
う
ち
同
項
」
を
「
と
し
て
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
百
十
三
条
第

四
項
」
に
、「
毎
年
度
」
を
「
警
察
共
済
組
合
の
毎
事
業
年
度
」
に
、「
金
額
」
を
「
額
」
に
、「
当
該
組
合
」
を
「
警
察

共
済
組
合
」
に
、「
標
準
給
与
」
を
「
標
準
報
酬
等
合
計
額
」
に
、「
算
定
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
得
た
額
と
す
る
」

に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
中
「
費
用
と
し
て
法
第
百
十
三
条
第
三
項
第
二
号
」
を
「
法
第
百
十
三
条
第
四
項
第
二
号
」
に
、「
の

う
ち
同
項
」
を「
と
し
て
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
百
十
三
条
第
四
項
」

に
、「
毎
年
度
」
を
「
警
察
共
済
組
合
の
毎
事
業
年
度
」
に
、「
金
額
」
を
「
額
」
に
、「
額
に
当
該
」
を
「
額
に
、当
該
」

に
、「
当
該
組
合
」
を
「
警
察
共
済
組
合
」
に
、「
組
合
員
」
を
「
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
」
に
、「
標
準
給
与
」
を

「
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
」
に
、「
算
定
す
る
も
の
と
す
る
」
を
「
得
た
額
と
す
る
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
二
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
国
が
負
担
す
べ
き
組
合
の
事
務
に
要
す
る
費
用
の
額
）

第
四
十
四
条
の
二

国
の
職
員
に
係
る
法
第
百
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
費
用
と
し
て
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
百
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
額
は
、
国
が
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
九
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
負
担
す
る
金
額
の
算
定
方
法
の

例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。

第
四
十
四
条
の
三
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
組
合
員
が
国
の
組
合
の
組
合
員
と
な
つ
た
場
合
の
取
扱
い
）」を
付

し
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
の
三

組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
国
の
組
合
の
組
合
員
と
な
つ
た
と
き
は
、
組
合
（
指
定
都

市
職
員
共
済
組
合
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都
市
職
員
共
済
組
合
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
連
合
会
）
は
、
総

務
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
期
限
ま
で
に
、
厚
生
年
金
保
険
給
付
に
関
し
、
当
該
国
の
組
合
の
組
合

員
と
な
つ
た
と
き
に
給
付
事
由
が
生
じ
た
も
の
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
者
に
支
払
う
こ
と
と
な
る
べ
き
額
及
び
当
該

国
の
組
合
の
組
合
員
と
な
つ
た
と
き
か
ら
移
換
ま
で
の
利
子
に
相
当
す
る
額
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
財
務
大

臣
と
協
議
し
て
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
並
び
に
退
職
等
年
金
給
付
に
関
し
、
当
該
国
の
組
合
の
組
合

員
と
な
つ
た
と
き
に
給
付
事
由
が
生
じ
た
も
の
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
者
の
当
該
国
の
組
合
の
組
合
員
と
な
つ
た
日

に
お
け
る
給
付
算
定
基
礎
額
（
法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
算
定
基
礎
額
を
い
う
。
第
四
十
五
条
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。）と
な
る
べ
き
額
及
び
当
該
国
の
組
合
の
組
合
員
と
な
つ
た
と
き
か
ら
移
換
ま
で
の
利
子
に

相
当
す
る
額
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
財
務
大
臣
と
協
議
し
て
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
を
、
法
第

百
四
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金
額
と
し
て
、
国
家
公
務
員
共
済
組

合
連
合
会
に
移
換
す
る
も
の
と
す
る
。





第
一
項

各
組
合
ご
と
に
当
該
組

合
を
組
織
す
る
職
員

各
組
合
ご
と
に
当
該
組
合
を
組
織
す
る
職
員
（
第
百
四

十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
任
意
継
続
組
合
員

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
任
意
継
続
組
合

員
」
と
い
う
。）を
含
む
。）

、
当
該
組
合
を
組
織
す

る
職
員

、
当
該
組
合
を
組
織
す
る
職
員
（
任
意
継
続
組
合
員
を

含
む
。）

第
一
項
第
一
号

掛
金

掛
金
（
第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
任
意

継
続
掛
金
（
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
任
意
継
続
掛

金
」
と
い
う
。）を
含
む
。）

第
一
項
第
二
号

掛
金

掛
金
（
任
意
継
続
掛
金
を
含
む
。）

第
二
項

組
合
員
の
掛
金

組
合
員
の
掛
金
（
任
意
継
続
掛
金
を
含
む
。）

第
二
項
第
一
号
、
第
二

号
及
び
第
四
号

負
担
金
百
分
の
五
十

負
担
金
百
分
の
五
十
（
任
意
継
続
組
合
員
に
係
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、
任
意
継
続
掛
金
百
分
の
百
）

第
五
十
四
条
の
二

退
職
後
に
生
じ
た
場
合

に
は
、
退
職
の
日

第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
任
意
継
続
組

合
員
（
以
下
第
六
十
六
条
ま
で
に
お
い
て
「
任
意
継
続

組
合
員
」
と
い
う
。）の
資
格
を
喪
失
し
た
後
に
生
じ
た

場
合
に
は
、
任
意
継
続
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た
日

の
前
日

第
五
十
六
条
第
一
項

負
傷

負
傷
（
任
意
継
続
組
合
員
と
な
つ
た
後
に
お
け
る
病
気

及
び
負
傷
を
含
む
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。）

第
六
十
一
条
第
一
項

退
職
し
た

任
意
継
続
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
四
十
四
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
十
四
条
の
四

組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
、
国
の
組
合
の
組
合
員
と
な
り
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法

第
百
二
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
（
第
三
号
厚
生
年

金
被
保
険
者
期
間
（
同
法
第
二
条
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
を
い
い
、

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
と
み
な
さ
れ
た

期
間
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）を
計
算
の
基
礎
と
す
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
第
三
号
老
齢
厚
生
年
金
」
と
い
う
。）又
は
障
害
厚
生
年
金
（
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間

を
計
算
の
基
礎
と
す
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
三
号
障
害
厚
生
年
金
」
と
い
う
。）が
厚
生
年

金
保
険
法
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
（
第
二
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
（
同
法
第
二
条
の
五
第
一
項
第
二
号
に
規

定
す
る
第
二
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
を
い
い
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
第
二
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
と
み
な
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）を
計
算
の
基
礎
と
す
る
部
分
に

限
る
。）又
は
障
害
厚
生
年
金
（
第
二
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
を
計
算
の
基
礎
と
す
る
部
分
に
限
る
。）と
み
な

さ
れ
た
場
合
に
は
、
厚
生
年
金
保
険
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
み
な
さ
れ
た
第
三
号
老
齢

厚
生
年
金
又
は
第
三
号
障
害
厚
生
年
金
は
、
第
三
号
老
齢
厚
生
年
金
又
は
第
三
号
障
害
厚
生
年
金
に
該
当
し
な
い

も
の
と
み
な
す
。

２

組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
、
国
の
組
合
の
組
合
員
と
な
り
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
百
二
十
六
条

の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
に
係
る
退
職
年
金
又
は
公
務
障
害
年
金
が
同
法
に
よ
る
退
職
年
金
又
は
公
務
障
害
年

金
と
み
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
退
職
等
年
金
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
み
な
さ
れ
た
退
職

年
金
又
は
公
務
障
害
年
金
は
、
退
職
年
金
又
は
公
務
障
害
年
金
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。

第
四
十
八
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

任
意
継
続
掛
金
は
、
任
意
継
続
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
を
標
準
と
し
て
算
定
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
標
準

報
酬
の
月
額
と
任
意
継
続
掛
金
と
の
割
合
は
、
組
合
の
定
款
で
定
め
る
。

第
四
十
八
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

第
五
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
条

任
意
継
続
組
合
員
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
二
、
第
五
十
六
条
第
一
項
、
第
六
十
一
条
第
一
項
、
第
六

十
三
条
第
二
項
、
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
四
十
五
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

国
の
組
合
の
組
合
員
又
は
国
の
組
合
の
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が
組
合
員
と
な
つ
た
と
き
は
、
厚
生
年
金
保
険
給

付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
第
二
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
に
お
け
る
各
月
の
標
準
報

酬
月
額
及
び
標
準
賞
与
額
を
そ
の
者
の
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
に
お
け
る
当
該
各
月
の
標
準
報
酬
月
額

及
び
標
準
賞
与
額
と
み
な
す
。

第
四
十
五
条
第
二
項
中
「
国
の
新
法
」
を
「
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

国
の
組
合
の
組
合
員
又
は
国
の
組
合
の
組
合
員
で
あ
つ
た
者
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
に
よ
る
退
職
等
年
金

給
付
の
受
給
権
者
を
除
く
。）が
組
合
員
と
な
つ
た
と
き
は
、
退
職
等
年
金
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
そ
の
者
の
第
二
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
に
お
け
る
各
月
の
同
法
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
の

月
額
及
び
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
期
末
手
当
等
の
額
並
び
に
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
付
与
率
及
び
国
の
基
準
利
率
を
、
そ
の
者
の
組
合
員
期
間
に
お
け
る
当
該
各
月
の
標
準
報
酬
の
月
額
及
び

標
準
期
末
手
当
等
の
額
並
び
に
法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
付
与
率
及
び
基
準
利
率
と
み
な
す
。

３

国
の
組
合
の
組
合
員
又
は
国
の
組
合
の
組
合
員
で
あ
つ
た
者
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
に
よ
る
退
職
等
年
金

給
付
の
受
給
権
者
に
限
る
。）が
組
合
員
と
な
つ
た
と
き
は
、
退
職
等
年
金
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
そ
の
者
が
組
合
員
と
な
つ
た
日
に
お
け
る
同
法
第
七
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
算
定
基
礎
額
を
そ
の

者
の
同
日
に
お
け
る
給
付
算
定
基
礎
額
と
み
な
す
。

第
四
十
六
条
第
一
項
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

退
職
時
の
標
準
報
酬
の
月
額

第
四
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
任
意
継
続
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
及
び
標
準
報
酬
の
日
額
）

第
四
十
六
条
の
二

任
意
継
続
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い

額
と
し
、
そ
の
額
の
二
十
二
分
の
一
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
に
五
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

を
切
り
捨
て
、
五
円
以
上
十
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
十
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。）を
も

つ
て
そ
の
者
の
標
準
報
酬
の
日
額
と
す
る
。

一

任
意
継
続
組
合
員
の
退
職
時
の
標
準
報
酬
の
月
額
（
組
合
員
期
間
、
退
職
時
の
年
齢
、
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準

ず
る
事
項
に
つ
き
総
務
大
臣
が
定
め
る
要
件
を
備
え
る
任
意
継
続
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
当
該
標
準
報
酬
の
月

額
か
ら
そ
の
額
に
総
務
大
臣
の
定
め
る
割
合
の
範
囲
内
に
お
い
て
組
合
の
定
款
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
を
控
除
し
た
額
を
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
の
基
礎
と
な
る
報
酬
月
額
と
み
な
し
て

同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
標
準
報
酬
の
月
額
）

二

毎
年
一
月
一
日
（
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
標
準
報
酬
の
月
額
に
あ
つ
て
は
、
前
年
の
一
月
一
日
）
に
お
け
る

任
意
継
続
組
合
員
の
属
す
る
組
合
の
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
組
合
員
（
任
意
継
続
組
合
員

を
除
く
。）の
標
準
報
酬
の
月
額
の
合
計
額
を
当
該
組
合
員
の
総
数
で
除
し
て
得
た
額
を
法
第
四
十
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
標
準
報
酬
の
基
礎
と
な
る
報
酬
月
額
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
標
準
報
酬
の
月

額
第
四
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
任
意
継
続
組
合
員
に
係
る
費
用
の
負
担
の
特
例
）

第
四
十
七
条

任
意
継
続
組
合
員
の
存
す
る
組
合
に
係
る
法
第
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
と
す
る
。





第
六
十
三
条
第
二
項

が
退
職
後

が
任
意
継
続
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
か
ら
起
算

し
て

、
退
職
後

、
任
意
継
続
組
合
員
の
資
格
喪
失
後

第
六
十
五
条
第
一
項

公
務
に
よ
ら
な
い
で
死

亡
し
た

公
務
に
よ
ら
な
い
死
亡
（
任
意
継
続
組
合
員
と
な
つ
た

後
に
お
け
る
死
亡
を
含
む
。）を
し
た

第
六
十
六
条

が
退
職
後

が
任
意
継
続
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
か
ら
起
算

し
て

、
退
職
後

、
任
意
継
続
組
合
員
の
資
格
喪
失
後

第
一
条

第
二
条
第
一
項
各
号

第
二
条
第
一
項
各
号
（
法
第
百
四
十
四

条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）

第
十
六
条
第
一
項
第
二

号

地
方
公
共
団
体
の
一
時
借
入
れ

団
体
（
法
第
百
四
十
四
条
の
三
第
一
項

に
規
定
す
る
団
体
を
い
う
。
次
条
第
一

項
第
十
号
に
お
い
て
同
じ
。）

第
十
六
条
の
二
第
一
項

第
十
号

地
方
公
共
団
体
の
一
時
借
入
れ

団
体

第
二
十
七
条
第
一
項
第

二
号

法
第
百
十
一
条
第
一
項
（
法
第
百
四
十

二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定

す
る
懲
戒
処
分
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
懲
戒
処
分
」
と
い
う
。）に
よ
つ
て

退
職
し
た

地
方
公
務
員
の
場
合
に
お
け
る
懲
戒
の

事
由
に
相
当
す
る
事
由
に
よ
り
解
雇
さ

れ
た

懲
戒
処
分
に
よ
つ
て
退
職
し
た

地
方
公
務
員
の
場
合
に
お
け
る
懲
戒
の

事
由
に
相
当
す
る
事
由
に
よ
り
解
雇
さ

れ
た

第
二
十
七
条
第
一
項
第

三
号

又
は
こ
れ
に
相
当
す
る

に
相
当
す
る

第
二
十
七
条
第
一
項
第

四
号

第
百
十
一
条
第
一
項
（
法
第
百
四
十
二

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。）

第
百
四
十
四
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
百

十
一
条
第
一
項

第
二
十
七
条
第
四
項

懲
戒
処
分

地
方
公
務
員
の
場
合
に
お
け
る
懲
戒
の

事
由
に
相
当
す
る
事
由
に
よ
り
地
方
公

務
員
の
停
職
に
相
当
す
る
処
分
を
受
け

若
し
く
は
解
雇
さ
れ

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
六
十
五
条
第
一
項
中
「
費
用
と
し
て
法
第
百
十
三
条
第
二
項
又
は
第
三
項
」
を
「
法
第
百
十
三
条
第
四
項
（
第

二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
五
項
」
に
、「
負
担
す
べ
き
金
額
」
を
「
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
額
」
に
、「
金

額
を
」
を
「
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
」
に
改
め
、「
、
そ
れ
ぞ
れ
」
を
削
り
、
同
項
の
表
法
第
百
四
十
四
条
の
三
第
一
項
第

一
号
に
掲
げ
る
団
体
の
項
中
「
市
長
若
し
く
は
市
」
を
「
市
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。）若
し
く
は
市
（
特
別
区

を
含
む
。）」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
団
体
の
職
員
に
係
る
額
と
し
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
方

公
共
団
体
が
地
方
職
員
共
済
組
合
の
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
額
は
、
法
第
百
十
三
条
第

四
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
に
よ
り
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
額
に
あ
つ
て
は
、
国
民
年
金
法

第
九
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
地
方
職
員
共
済
組
合
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
基
礎
年
金
拠
出
金
に
係
る
負
担

に
要
す
る
費
用
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
地
方
職
員
共
済
組
合
の
第
三
号

厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
対
す
る
当
該
団
体
の
職
員
で
あ
る
第
三
号

厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
法
第
百
十

三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
額
に
あ
つ
て
は
、
同
項
に
規
定
す
る
費
用
の
額
（
団
体
組

合
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
、
当
該
事
業
年
度
の
初
日
に
お
け
る
団
体
組
合
員
（
地
方
職
員
共
済
組
合
に
使
用

さ
れ
る
者
で
あ
る
団
体
組
合
員
を
除
く
。）の
総
数
に
対
す
る
当
該
団
体
の
職
員
で
あ
る
団
体
組
合
員
の
数
の
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

第
六
十
五
条
第
三
項
中
「
負
担
す
べ
き
金
額
」
を
「
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
額
」
に
改
め
、同
条
第
四
項
中「
に

よ
り
」
の
下
に
「
そ
れ
ぞ
れ
の
」
を
加
え
、「
金
額
」
を
「
額
」
に
改
め
る
。

第
十
章
の
章
名
を
削
る
。

第
六
十
五
条
の
次
に
次
の
章
名
を
付
す
る
。

第
十
章

雑
則

第
六
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
資
料
の
提
供
）

第
六
十
六
条

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
五
の
二
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
給
付
は
、次
に
掲
げ
る
給
付
と
す
る
。

一

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付

二

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
給
付

三

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
八
十
二
号
）
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す
る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
で
あ
る
給
付

四

平
成
十
三
年
統
合
法
附
則
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
実
施
者
た
る
政
府
が
支
給
す

る
も
の
と
さ
れ
た
年
金
で
あ
る
給
付

第
六
十
六
条
の
二
を
削
る
。

第
六
十
七
条
第
五
項
第
七
号
中
「
第
十
六
条
第
六
項
」
を
「
第
十
六
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
第
三
号
及
び
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

組
合
員
の
報
酬
及
び
期
末
手
当
等
並
び
に
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
報
酬
及
び

同
項
第
四
号
に
規
定
す
る
賞
与
に
関
す
る
事
項
を
組
合
に
報
告
す
る
こ
と
。

四

組
合
員
の
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
及
び
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
並
び
に
掛
金
等
に

関
す
る
事
項
を
組
合
に
報
告
す
る
こ
と
。

第
六
十
八
条
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、

第
九
号
を
削
り
、
同
条
第
十
号
中
「
退
職
共
済
年
金
又
は
障
害
共
済
年
金
」
を
「
退
職
年
金
又
は
公
務
障
害
年
金
」

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

国
の
職
員
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
地
方
公
共
団
体
」と
あ
る
の
は
、

「
国
」
と
す
る
。

附
則
第
三
条
中
「
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都
市
職
員
共
済
組
合
」
を
「
構
成
組

合
」
に
改
め
、「
当
分
の
間
」
の
下
に
「
、
構
成
組
合
が
」
を
加
え
、「
こ
れ
ら
の
組
合
が
」
を
「
災
害
給
付
積
立
金
に

充
て
る
た
め
、」に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
中
「
又
は
」
を
「
及
び
」
に
、「
掛
金
」
と
あ
り
」
を
「
掛
金
等
」
と
あ
る
の
は「
任
意
継
続
掛
金（
第

百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
任
意
継
続
掛
金
を
い
う
。
第
百
四
十
四
条
の
二
十
三
第
二
項
及
び
第
百
四
十

四
条
の
二
十
六
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
と
」
に
改
め
、「
。
第
百
四
十
四
条
の
二
十
六
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
」

を
削
り
、「
掛
金
」
と
あ
る
の
は
、「
第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
掛
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
」
に

改
め
る
。

第
五
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
団
体
組
合
員
に
係
る
長
期
給
付
等
の
取
扱
い
）

第
五
十
三
条

地
方
職
員
共
済
組
合
の
業
務
上
の
余
裕
金
で
団
体
組
合
員
（
法
第
百
四
十
四
条
の
三
第
三
項
に
規
定

す
る
団
体
組
合
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
五
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
も
の
の
管
理
及
び
運
用
又

は
団
体
組
合
員
に
係
る
長
期
給
付
に
つ
い
て
の
第
一
条
、
第
十
六
条
第
一
項
、
第
十
六
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第

二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。





第
一
項

各
組
合
ご
と
に
当
該
組

合
を
組
織
す
る
職
員

各
組
合
ご
と
に
当
該
組
合
を
組
織
す
る
職
員
（
附
則
第

十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
例
退
職
組
合
員
（
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
例
退
職
組
合
員
」
と

い
う
。）
を
含
む
。）

、
当
該
組
合
を
組
織
す

る
職
員

、
当
該
組
合
を
組
織
す
る
職
員
（
特
例
退
職
組
合
員
を

含
む
。）

第
一
項
第
一
号

掛
金

掛
金
（
附
則
第
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
例
退
職

掛
金
（
次
号
及
び
次
項
に
お
い
て
「
特
例
退
職
掛
金
」

と
い
う
。）を
含
む
。）

第
一
項
第
二
号

掛
金

掛
金
（
特
例
退
職
掛
金
を
含
む
。）

第
二
項

組
合
員
の
掛
金

組
合
員
の
掛
金
（
特
例
退
職
掛
金
を
含
む
。）

第
二
項
第
一
号
及
び
第

二
号

負
担
金
百
分
の
五
十

負
担
金
百
分
の
五
十
（
特
例
退
職
組
合
員
に
係
る
も
の

に
あ
つ
て
は
、
特
例
退
職
掛
金
百
分
の
百
）

第
五
十
四
条
の
二

退
職
後
に
生
じ
た
場
合

に
は
、
退
職
の
日

附
則
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
例
退
職
組
合
員

（
以
下
第
六
十
九
条
第
二
項
ま
で
に
お
い
て
「
特
例
退

職
組
合
員
」
と
い
う
。）の
資
格
を
喪
失
し
た
後
に
生
じ

た
場
合
に
は
、
特
例
退
職
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た

日
の
前
日

第
五
十
六
条
第
一
項

負
傷

負
傷
（
特
例
退
職
組
合
員
と
な
つ
た
後
に
お
け
る
病
気

及
び
負
傷
を
含
む
。
以
下
こ
の
款
に
お
い
て
同
じ
。）

第
六
十
一
条
第
一
項

退
職
し
た

特
例
退
職
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た

第
六
十
三
条
第
二
項

が
退
職
後

が
特
例
退
職
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
か
ら
起
算

し
て

、
退
職
後

、
特
例
退
職
組
合
員
の
資
格
喪
失
後

第
六
十
五
条
第
一
項

公
務
に
よ
ら
な
い
で
死

亡
し
た

公
務
に
よ
ら
な
い
死
亡
（
特
例
退
職
組
合
員
と
な
つ
た

後
に
お
け
る
死
亡
を
含
む
。）を
し
た

第
六
十
六
条

が
退
職
後

が
特
例
退
職
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た
日
か
ら
起
算

し
て

、
退
職
後

、
特
例
退
職
組
合
員
の
資
格
喪
失
後

第
六
十
九
条
第
一
項

勤
務

労
務

第
六
十
九
条
第
二
項

退
職
し
た

特
例
退
職
組
合
員
の
資
格
を
喪
失
し
た

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

附
則
第
三
十
条
の
二
の
五
第
一
項
中「（
法
第
百
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
職
員
団
体
を
い
う
。）」
を
削
り
、

「
、
特
例
退
職
組
合
員
及
び
特
例
継
続
組
合
員
」
を
「
及
び
特
例
退
職
組
合
員
」
に
、「
第
一
号
の
二
」
を「
第
二
号
」

に
、「
同
条
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
が
」
を
「
同
条
第
六
項
（
」
に
、「
給
料
（
法
第
百
十
四
条
第

三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
月
の
掛
金
の
標
準
と
な
つ
た
給
料
を
い
う
。）の
額
に
第
二
十
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
（
特
別
職
の
職
員
等
で
あ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の

総
額
と
そ
の
月
の
期
末
手
当
等
（
法
第
百
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
月
の
掛
金
の
標
準
と
な

つ
た
期
末
手
当
等
を
い
う
。）の
総
額
と
の
合
計
額
」
を
「
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
」
に
、「
金
額
を
、」を
「
金
額

を
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
附
則
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
業
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
連
合
会
が
行
う
事

業
に
要
す
る
費
用

そ
れ
ぞ
れ
の
月
以
前
三
月
の
組
合
員
の
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
こ
れ
ら
の
事
業
に

要
す
る
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
市
町
村
連
合
会
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
の
拠
出
金

二

法
附
則
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用

そ
れ
ぞ
れ
の
月
以
前
三
月
の
組
合

員
（
継
続
長
期
組
合
員
、
任
意
継
続
組
合
員
及
び
特
例
退
職
組
合
員
を
除
く
。）の
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額

に
当
該
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額

の
拠
出
金

三

法
附
則
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
に
要
す
る
費
用

そ
れ
ぞ
れ
の
月
以
前
三
月
の
組
合

員
の
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
当
該
事
業
に
要
す
る
費
用
の
額
を
勘
案
し
て
市
町
村
連
合
会
が
定
め
る
率

を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
相
当
す
る
金
額
の
拠
出
金

附
則
第
三
十
条
の
二
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
例
退
職
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
日
額
）

第
三
十
条
の
二
の
六
の
二

特
例
退
職
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
日
額
は
、
そ
の
者
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
二
十
二
分

の
一
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
に
五
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
円
以
上
十
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
十
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。）と
す
る
。

附
則
第
三
十
条
の
二
の
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
条
の
二
の
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
条
の
二
の
十
一

特
例
退
職
組
合
員
に
係
る
法
第
五
十
四
条
の
二
、
第
五
十
六
条
第
一
項
、
第
六
十
一
条
第

一
項
、
第
六
十
三
条
第
二
項
、
第
六
十
五
条
第
一
項
、
第
六
十
六
条
及
び
第
六
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

字
句
と
す
る
。

（
特
例
退
職
組
合
員
に
係
る
費
用
の
負
担
の
特
例
）

第
三
十
条
の
二
の
七

特
定
共
済
組
合
に
係
る
法
第
百
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。

附
則
第
四
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条
か
ら
第
十
条
ま
で

削
除

附
則
第
三
十
条
の
二
中
「
同
項
第
一
号
」
を
「
第
一
号
」
に
、「
そ
の
給
料
に
係
る
所
要
掛
金
の
率
（
第
二
十
八
条

第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
そ
の
所
要
掛
金
の
率
（
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
に
、「
給
料
と
」を「
標

準
報
酬
の
月
額
及
び
標
準
期
末
手
当
等
の
額
と
」
に
改
め
、「（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合

及
び
都
市
職
員
共
済
組
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
三
十
条
の
二
の
五
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）」及
び「
給

料
に
係
る
所
要
掛
金
の
率
の
平
均
値
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
期
末
手
当
等
に
係
る
所
要
掛
金
の
率
（
第
二
十
八

条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
短
期
給
付
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
係
る
期
末
手
当
等
と

掛
金
と
の
割
合
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）が
全
て
の
構
成
組
合
に
係
る
期
末
手
当
等
に
係

る
」
を
削
り
、「
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
算
額
」
を
「
当
該
調
整
組
合
の
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
組
合
員
の
標
準
報

酬
等
合
計
額
の
総
額
に
当
該
調
整
組
合
の
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
所
要
掛
金
の
率
（
当
該
所
要
掛
金
の
率
が
法
附

則
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
率
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
率
）
か
ら
当
該
事
業
年

度
の
調
整
基
準
率
（
全
て
の
構
成
組
合
に
係
る
所
要
掛
金
の
率
の
平
均
値
を
勘
案
し
て
市
町
村
連
合
会
が
総
務
大
臣

の
承
認
を
受
け
て
定
め
る
率
を
い
う
。）を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
金
額
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

附
則
第
三
十
条
の
二
の
二
中
「
同
項
第
二
号
」
を
「
第
二
号
」
に
、「
給
料
に
係
る
所
要
掛
金
の
率
が
」
を
「
所
要

掛
金
の
率
が
」
に
改
め
、「
給
料
に
係
る
率
を
超
え
、
か
つ
、
そ
の
期
末
手
当
等
に
係
る
所
要
掛
金
の
率
が
同
号
の
基

準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
期
末
手
当
等
に
係
る
」
を
削
り
、「
次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
算
額
」
を
「
当
該
特
別
調
整
組
合

の
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
組
合
員
（
継
続
長
期
組
合
員
、
任
意
継
続
組
合
員
及
び
特
例
退
職
組
合
員
を
除
く
。）の

標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
当
該
特
別
調
整
組
合
の
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
所
要
掛
金
の
率
か
ら
当
該
事
業
年

度
に
お
け
る
法
附
則
第
十
四
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
基
準
と
し
て
定
め
ら
れ
た
率
を
控
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て

得
た
金
額
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。





第
八
十
九
条
第
二
項

給
付
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら

附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
請
求
を
し
た

日
（
以
下「
繰
上
げ
請
求
日
」と
い
う
。）

か
ら

給
付
事
由
が
生
じ
た
日
が

繰
上
げ
請
求
日
が

第
八
十
九
条
第
三
項
及

び
第
四
項
並
び
に
第
九

十
条
第
二
項
か
ら
第
四

項
ま
で

給
付
事
由
が
生
じ
た
日

繰
上
げ
請
求
日

第
九
十
一
条
第
一
項

受
給
権
者
は
、
給
付
事
由
が
生
じ
た
日

か
ら
六
月
以
内

請
求
を
す
る
者
は
、
附
則
第
十
九
条
第

一
項
の
請
求
と
同
時

第
九
十
一
条
第
三
項
及

び
第
九
十
三
条
第
一
項

第
二
号

給
付
事
由
が
生
じ
た
日

繰
上
げ
請
求
日

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

附
則
第
三
十
条
の
二
の
十
三
中
「
又
は
」
を
「
及
び
」
に
、「
掛
金
」
と
あ
り
」
を
「
掛
金
等
」
と
あ
る
の
は
「
特

例
退
職
掛
金
（
附
則
第
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
例
退
職
掛
金
を
い
う
。
第
百
四
十
四
条
の
二
十
三
第
二
項
及

び
第
百
四
十
四
条
の
二
十
六
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）」と
」
に
改
め
、「
。
第
百
四
十
四
条
の
二
十
六
第
二
項
に
お

い
て
同
じ
」
を
削
り
、「
掛
金
」
と
あ
る
の
は
、「
附
則
第
十
八
条
第
五
項
に
規
定
す
る
」
を
「
掛
金
等
」
と
あ
る
の
は

「
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
条
の
二
の
十
四
中
「
附
則
第
三
十
条
の
二
の
七
」
を
「
附
則
第
三
十
条
の
二
の
六
の
二
」に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
条
の
二
の
十
五
か
ら
第
三
十
条
の
二
の
二
十
二
ま
で
を
削
る
。

附
則
第
三
十
条
の
三
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
及
び
附
則
第
三
十
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
支
給
の
繰
上
げ
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
法
第
八
十
九
条
等
の
規
定
の
適
用
）

第
三
十
条
の
三

法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
法
第
八
十
九
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
、
第
九
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
九
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
十
三
条
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

（
公
務
障
害
年
金
又
は
公
務
遺
族
年
金
の
額
の
基
礎
と
な
る
終
身
年
金
現
価
率
の
年
齢
の
特
例
）

第
三
十
条
の
四

法
第
九
十
八
条
第
一
項
又
は
第
百
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
員
又
は
組
合
員
で
あ
つ
た
者
が

厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
法
附
則
第
二

十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
五
十
九
歳
」
と
あ
る
の
は
、「
五
十
九
歳
（
そ
の
者
が
厚
生
年
金
保

険
法
附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
と
き
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
年
齢
か

ら
一
年
を
控
除
し
た
年
齢
）」と
す
る
。

附
則
第
三
十
条
の
四
の
二
か
ら
第
三
十
条
の
十
四
ま
で
を
削
る
。

附
則
第
三
十
五
条
の
二
第
二
項
中
「
第
二
十
八
条
、
第
四
十
八
条
及
び
附
則
第
三
十
条
の
二
の
八
」
を
「
第
二
十

八
条
の
二
第
二
項
、
第
四
十
八
条
第
四
項
及
び
附
則
第
三
十
条
の
二
の
八
第
四
項
」
に
、「
第
二
十
八
条
第
五
項
」
を

「
第
二
十
八
条
の
二
第
二
項
」
に
、「
第
四
十
八
条
第
五
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
七
条
の
二
中
「
第
百
十
三
条
第
三
項
第
一
号
」
を
「
第
百
十
三
条
第
四
項
第
一
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
三
十
七
条
の
三
を
削
る
。

附
則
第
三
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
支
出
費
按あ
ん

分
率
が
適
用
さ
れ
る
間
の
財
政
調
整
拠
出
金
の
額
の
特
例
）

第
三
十
八
条

厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
二
十
三
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
間
に
お
け
る
第
三
十
条
の
三
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
掲
げ
る
標
準
報
酬
按あ
ん

分
率
を
乗
じ
て
」
と
あ
る
の
は
、「
掲
げ
る
標
準
報
酬
按あ
ん

分
率

に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
拠
出
金
算
定
対
象
額
に
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連

合
会
に
係
る
同
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
八
十
四
条
の
六
第
一

項
に
規
定
す
る
支
出
費
按あ
ん

分
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
て
」
と
す
る
。

附
則
第
五
十
二
条
の
三
及
び
第
五
十
二
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
二
条
の
三
及
び
第
五
十
二
条
の
四

削
除

附
則
第
五
十
二
条
の
六
及
び
第
五
十
二
条
の
七
中
「
同
条
第
五
項
」
を
「
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
」に
改
め
る
。

附
則
第
五
十
三
条
の
十
二
の
三
を
削
る
。

附
則
第
五
十
三
条
の
十
六
か
ら
第
五
十
三
条
の
十
九
の
十
一
ま
で
を
削
る
。

附
則
第
五
十
四
条
か
ら
第
六
十
三
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
十
四
条
か
ら
第
六
十
三
条
ま
で

削
除

附
則
第
六
十
四
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
国
の
長
期
組
合
員
で
あ
つ
た
者
の
取
扱
い
）」を
付
す
る
。

附
則
第
七
十
二
条
の
三
第
二
項
を
削
る
。

附
則
第
七
十
二
条
の
三
の
二
を
削
る
。

附
則
第
七
十
二
条
の
五
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
前
各
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同

項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

附
則
第
七
十
二
条
の
六
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
六

削
除

附
則
第
七
十
二
条
の
七
中
「
第
七
十
二
条
の
二
」
を
「
附
則
第
七
十
二
条
の
二
」
に
、「
前
条
」
を
「
第
七
十
二
条

の
五
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
十
二
条
の
八
の
二
を
削
る
。

附
則
第
七
十
三
条
第
一
項
中
「
毎
年
度
」
を
「
警
察
共
済
組
合
の
毎
事
業
年
度
」
に
改
め
、「
の
当
該
年
度
」
を
削

り
、
同
条
第
二
項
中
「
地
方
公
共
団
体
」
を
「
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
公
共
団
体
」
に
、「
毎
年
度
」
を
「
組
合
の
毎
事
業

年
度
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
十
四
条
第
一
項
中
「
毎
年
度
」
を
「
組
合
の
毎
事
業
年
度
」
に
改
め
、「
組
合
（
」
の
下
に
「
指
定
都
市

職
員
共
済
組
合
、」を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
毎
年
度
」
を
「
当
該
組
合
の
毎
事
業
年
度
」
に
改
め
、「
、
当
該
機
構

等
を
監
督
す
る
大
臣
を
経
由
し
て
」
を
削
る
。

附
則
第
七
十
四
条
の
三
を
削
る
。

附
則
第
七
十
四
条
の
二
中
「
各
事
業
年
度
」
を
「
毎
事
業
年
度
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
七
十
五
条
と
す
る
。

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
削
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改

正
）

第
二
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和

六
十
一
年
政
令
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
九
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て「（
共
済
法
に
よ
る
長
期
給
付
に
要
す
る
費
用
の
う

ち
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
前
の
期
間
に
係
る
部
分
等
）」を
付
し
、
同
条
第
一
項
中
「
掲
げ
る
給
付
」
の
下
に「（
組

合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合
又
は
都
市
職
員
共
済
組
合
に
あ
つ
て
は
、
市
町
村
連
合
会

（
共
済
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
連
合
会
を
い
う
。
第
八
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。）。
次

条
に
お
い
て
同
じ
。）が
支
給
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
各
号
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
（
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。）
当
該

老
齢
厚
生
年
金
（
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
（
同
法
第
二
条
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
三
号
厚
生

年
金
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）で
あ
る
間
に
支
給
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ

て
い
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
（
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）を
基
礎
と
し
て
同
法
附
則
第
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
当
該
老

齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
配
偶
者
で
あ
つ
て
、
六
十
五
歳
以
上
で
あ
る
者
を
計
算
の
基
礎
と
す
る
加
給
年
金

額
が
加
算
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
加
給
年
金
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
に
公
的
負
担
対

象
期
間
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
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二

厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金

当
該
老
齢
厚
生
年
金
（
第
三
号
厚
生
年
金

被
保
険
者
で
あ
る
間
に
支
給
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）の
額
（
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
配
偶
者
で
あ

つ
て
、
六
十
五
歳
以
上
で
あ
る
者
を
計
算
の
基
礎
と
す
る
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該

加
給
年
金
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
に
公
的
負
担
対
象
期
間
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る

額
三

被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
五
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
（
当
該

老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
が
六
十
五
歳
に
達
し
た
と
き
以
後
に
支
給
す
る
老
齢
厚
生
年
金
を
含
む
。）
当
該

老
齢
厚
生
年
金
（
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
で
あ
る
間
に
支
給
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）の
額
（
六
十
五
歳
に

達
し
た
と
き
以
後
に
支
給
す
る
老
齢
厚
生
年
金
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
す
る
も

の
と
し
た
場
合
の
額
）（
当
該
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
の
配
偶
者
で
あ
つ
て
、
六
十
五
歳
以
上
で
あ
る
者
を

計
算
の
基
礎
と
す
る
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
加
給
年
金
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除

し
て
得
た
額
）
に
公
的
負
担
対
象
期
間
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額

四

厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金

当
該
障
害
厚
生
年
金
の
額
（
当
該
障
害
厚
生
年
金
の
受
給
権
者

の
配
偶
者
で
あ
つ
て
、
六
十
五
歳
以
上
で
あ
る
者
を
計
算
の
基
礎
と
す
る
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
当
該
加
給
年
金
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
に
公
的
負
担
対
象
期
間
率
を
乗
じ
て
得
た

額
に
相
当
す
る
額

五

厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
手
当
金

当
該
障
害
手
当
金
の
額
に
公
的
負
担
対
象
期
間
率
を
乗
じ
て
得
た

額
に
相
当
す
る
額

六

厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金

当
該
遺
族
厚
生
年
金
の
額
（
当
該
遺
族
厚
生
年
金
が
国
民
年
金

等
経
過
措
置
政
令
第
五
十
八
条
第
三
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
遺
族
厚
生
年
金
で
あ
つ
て
、
同
号
に
規
定
す
る

配
偶
者
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
国
民
年
金
等
経
過
措
置
政
令
第
五
十
六
条
第
三
項
第
四
号
ニ

に
規
定
す
る
老
齢
基
礎
年
金
の
加
算
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
）
に
公
的
負
担
対
象
期
間
率
を
乗

じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額

第
七
十
九
条
第
四
項
中
「
組
合
員
期
間
の
月
数
か
ら
追
加
費
用
対
象
期
間
の
月
数
を
控
除
し
て
得
た
」
を
「
第
三

号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
の
」
に
改
め
る
。

第
三
条
に
見
出
し
と
し
て「（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
特
例
）」を
付
し
、
同
条
第
一
項

中
「
法
第
五
十
八
条
第
一
項
」
を
「
社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
四
十
九
条
」
に
、「
合
衆
国
協
定
」
を
「
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
と
の
間
の
協
定
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
五
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
九
条
」
に
改
め
、「
。
以
下
同

じ
」
を
削
り
、「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
合
衆
国
実
施
機
関
」
を
「
社
会
保
障
に
関
す
る
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
と
の
間
の
協
定
第
一
条
１
⒡
に
規
定
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
実
施
機
関
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
五

十
八
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
第
四
十
九
条
」
に
改
め
、「（
地
共
済
法
の
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を

受
け
る
者
に
あ
っ
て
は
、
地
共
済
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
削

り
、
同
条
を
第
二
条
と
す
る
。

第
三
章
及
び
第
四
章
並
び
に
第
五
章
の
章
名
を
削
る
。

第
三
十
九
条
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
一
項
」
に
、「
次
に
」
を
「
社
会
保
障
協
定
の
実
施

に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
四
十
七
号
）
第
九
十
四
条
各
号

に
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同
条
を
第
三
条
と
す
る
。

第
四
十
条
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
」
を
「
第
五
十
一
条
第
一
項
」
に
、「
次
に
」
を
「
社
会
保
障
協
定
の
実
施
に

伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
政
令
第
九
十
五
条
各
号
に
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同
条
を

第
四
条
と
す
る
。

第
六
章
を
削
る
。

（
社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一

部
改
正
）

第
四
条

社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
政
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条

削
除

（
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
の
四
第
三
号
中
「
第
百
四
十
二
条
第
五
項
」
を
「
第
百
四
十
二
条
第
四
項
」
に
、「
第
三
条
第
一
項
の
」
を

「
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
七
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
七
十
九
条
の
二

組
合
が
支
給
す
る
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
保
険
給
付
の
う
ち
二
以
上
の
種
別
の
被
保
険
者
で

あ
つ
た
期
間
を
有
す
る
者
に
係
る
障
害
厚
生
年
金
若
し
く
は
障
害
手
当
金
又
は
遺
族
厚
生
年
金
（
同
法
第
五
十
八

条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）の
支
給
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
昭
和

六
十
年
改
正
法
附
則
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
昭
和
三
十
六
年
四
月
一
日
前
の
期
間
（
国
家
公
務

員
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
つ
た
期
間
に
限
る
。）に
係
る
長
期
給
付

（
共
済
法
第
七
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
保
険
給
付
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
要
す
る
費

用
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
部
分
に
相
当
す
る
額
を
計
算
す
る
場
合
に
は
、
当
該
長
期
給
付
の
額

の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
（
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
条
の
五
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
第
一
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
を
い
う
。）及
び
第
四
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
（
厚
生
年
金
保
険

法
第
二
条
の
五
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
第
四
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
を
い
う
。）を
、
当
該
長
期
給
付
の

額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
と
み
な
し
て
、
昭
和
六
十
年
改
正
法
附
則
第
三
十

三
条
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
前
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
を
適
用
す
る
。

第
八
十
一
条
第
一
項
中
「
新
共
済
法
」
を
「
共
済
法
」
に
、「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
組
合
員
」
を
「
第
三
号

厚
生
年
金
被
保
険
者
」
に
、「
標
準
給
与
」
を
「
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
」
に
、「
新
施
行
令
第
二
十
九
条

第
一
項
」
を
「
施
行
令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
組
合
員
」
を
「
第
三
号
厚

生
年
金
被
保
険
者
」
に
、「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
標
準
給
与
」
を
「
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
新
共
済
法
」
を
「
共
済
法
」
に
、「
こ
の
条
」
を
「
こ
の
項
及
び
次
項
」
に
、「
す
べ
て
」
を

「
全
て
」
に
、「
組
合
員
」
を
「
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
」
に
、「
標
準
給
与
」
を
「
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等

合
計
額
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
組
合
員
」
を
「
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
」

に
、「
標
準
給
与
」
を
「
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中「（
新
共
済
法
第
二
十
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
市
町
村
連
合
会
を
い
う
。）」
を
削
り
、「
連
合
会
役
職
員
（
新
共
済
法
」
を「
連
合
会
役
職
員（
共

済
法
」
に
、「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
組
合
員
」
を
「
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
」
に
、「
標
準
給
与
」
を
「
厚

生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
」
に
改
め
る
。

第
八
十
二
条
第
一
項
中
「
新
施
行
令
」
を
「
施
行
令
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
新
施
行
令
」
を
「
施
行
令
」

に
、「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
、「
の
組
合
員
」
を
「
の
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
」
に
、「
標
準
給
与
」
を
「
厚
生

年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
新
施
行
令
」
を
「
施
行
令
」
に
改
め
る
。

（
社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
特
例
に
関
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の
特
例
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令

第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
及
び
第
一
章
の
章
名
を
削
る
。

第
一
条
中
「
）
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
長
期
給
付
等
に
関
す
る
施
行
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百

五
十
三
号
」
を
「
。
以
下
「
地
共
済
法
」
と
い
う
。」に
改
め
る
。

第
二
条
及
び
第
二
章
の
章
名
を
削
る
。





一

傷
病
補
償

年
金
（
第
十

一
条
の
二
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

に
係
る
も
の

を
除
く
。）

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
に
よ
る
障

害
厚
生
年
金
又
は
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚

生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律

第
六
十
三
号
。
以
下
こ
の
表
及
び
次
項
の
表
に
お
い
て
「
平
成
二
十

四
年
一
元
化
法
」
と
い
う
。）附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
障
害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
（
以
下
「
障
害
厚
生
年

金
等
」
と
い
う
。）及
び
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四

十
一
号
）
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
（
同
法
第
三
十
条
の
四
の
規
定
に

よ
る
障
害
基
礎
年
金
を
除
く
。
以
下
こ
の
表
、
次
項
の
表
及
び
第
五

項
の
表
に
お
い
て
「
障
害
基
礎
年
金
」
と
い
う
。）

〇
・
七
三

二

傷
病
補
償

年
金
（
第
十

一
条
の
二
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

に
係
る
も
の

に
限
る
。）

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障
害
基
礎
年
金

〇
・
八
二
（
第
一

級
又
は
第
二
級
の

傷
病
等
級
に
該
当

す
る
障
害
に
係
る

傷
病
補
償
年
金
に

あ
つ
て
は
、
〇
・

八
一
）

三

障
害
補
償

年
金
（
第
十

一
条
の
二
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

に
係
る
も
の

を
除
く
。）

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障
害
基
礎
年
金

〇
・
七
三

四

障
害
補
償

年
金
（
第
十

一
条
の
二
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

に
係
る
も
の

に
限
る
。）

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障
害
基
礎
年
金

〇
・
八
二
（
第
一

級
又
は
第
二
級
の

障
害
等
級
に
該
当

す
る
障
害
に
係
る

障
害
補
償
年
金
に

あ
つ
て
は
、
〇
・

八
一
）

五

遺
族
補
償

年
金
（
第
十

一
条
の
二
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

に
係
る
も
の

を
除
く
。）

厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元

化
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
若
し

く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
遺
族
共
済
年
金
（
以
下
こ
の
表
及
び
次
項
の
表
に
お
い
て
「
遺

族
厚
生
年
金
等
」
と
い
う
。）及
び
国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年

金
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律

第
三
十
四
号
。
以
下
「
国
民
年
金
等
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
二

十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
を
除
く
。
以
下
こ
の

表
及
び
次
項
の
表
に
お
い
て
「
遺
族
基
礎
年
金
」
と
い
う
。）

〇
・
八
〇

六

遺
族
補
償

年
金
（
第
十

一
条
の
二
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

に
係
る
も
の

に
限
る
。）

遺
族
厚
生
年
金
等
及
び
遺
族
基
礎
年
金

〇
・
八
七

附
則
第
三
条
第
二
項
中
「
、
当
該
損
害
補
償
」
を
「
、
当
該
年
金
た
る
損
害
補
償
」
に
、「
か
ら
当
該
損
害
補
償
」

を
「
か
ら
当
該
年
金
た
る
損
害
補
償
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

傷
病
補
償

年
金
（
第
十

一
条
の
二
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

に
係
る
も
の

を
除
く
。）

一

障
害
厚
生
年
金
等

〇
・
八
六

二

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
損
害
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ

い
て
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附

則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年

金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
給

付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
又
は
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び
農
林
漁

業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁
業
団

体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年
法

律
第
百
一
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
旧
農
林

共
済
法
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
旧
農
林
共
済
法
」
と
い
う
。）

に
よ
る
障
害
共
済
年
金
（
以
下
こ
の
表
及
び
第
五
項
の
表
に
お
い

て
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
等
に
よ
る
障
害

共
済
年
金
」
と
い
う
。）が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

〇
・
八
八

二

傷
病
補
償

年
金
（
第
十

一
条
の
二
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

に
係
る
も
の

に
限
る
。）

一

障
害
厚
生
年
金
等

〇
・
九
一
（
第
一

級
又
は
第
二
級
の

傷
病
等
級
に
該
当

す
る
障
害
に
係
る

傷
病
補
償
年
金
に

あ
つ
て
は
、
〇
・

九
〇
）

二

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
損
害
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ

い
て
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
等
に
よ
る
障
害

共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

〇
・
九
二
（
第
一

級
の
傷
病
等
級
に

該
当
す
る
障
害
に

係
る
傷
病
補
償
年

金
に
あ
つ
て
は
、

〇
・
九
一
）

三

障
害
補
償

年
金
（
第
十

一
条
の
二
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

に
係
る
も
の

を
除
く
。）

一

障
害
厚
生
年
金
等

〇
・
八
三

二

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
損
害
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ

い
て
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
等
に
よ
る
障
害

共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

〇
・
八
八

四

障
害
補
償

年
金
（
第
十

一
条
の
二
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

に
係
る
も
の

に
限
る
。）

一

障
害
厚
生
年
金
等

〇
・
八
九
（
第
一

級
又
は
第
二
級
の

障
害
等
級
に
該
当

す
る
障
害
に
係
る

障
害
補
償
年
金
に

あ
つ
て
は
、
〇
・

八
八
）

二

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
損
害
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ

い
て
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
等
に
よ
る
障
害

共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

〇
・
九
二
（
第
一

級
の
障
害
等
級
に

該
当
す
る
障
害
に

係
る
障
害
補
償
年

金
に
あ
つ
て
は
、

〇
・
九
一
）
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（
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
当
該
損
害
補
償
」
を
「
当
該
年
金
た
る
損
害
補
償
」
に
、「
掲
げ
る
年
金
た
る
給
付
」
を

「
掲
げ
る
当
該
法
律
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。





五

遺
族
補
償

年
金
（
第
十

一
条
の
二
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

に
係
る
も
の

を
除
く
。）

一

遺
族
厚
生
年
金
等

〇
・
八
四

二

遺
族
基
礎
年
金
（
当
該
損
害
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
死
亡
に
つ

い
て
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附

則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年

金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
給

付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
又
は
旧
農
林
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済

年
金
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正

前
国
共
済
法
等
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
」
と
い
う
。）が
支
給
さ
れ

る
場
合
を
除
く
。）又
は
国
民
年
金
法
に
よ
る
寡
婦
年
金

〇
・
八
八

六

遺
族
補
償

年
金
（
第
十

一
条
の
二
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

に
係
る
も
の

に
限
る
。）

一

遺
族
厚
生
年
金
等

〇
・
八
九

二

遺
族
基
礎
年
金
（
当
該
損
害
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
死
亡
に
つ

い
て
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
等
に
よ
る
遺
族

共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）又
は
国
民
年
金
法
に
よ

る
寡
婦
年
金

〇
・
九
二

附
則
第
三
条
第
三
項
中
「
当
該
損
害
補
償
」
を
「
当
該
年
金
た
る
損
害
補
償
」
に
、「
年
金
た
る
給
付
の
二
が
支
給

さ
れ
る
」
を
「
法
律
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
の
数
が
二
で
あ
る
」
に
、「
、
当
該
年
金
た
る
給
付
」
を
「
、
当
該
法
律

に
よ
る
年
金
た
る
給
付
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

傷
病
補
償

年
金
（
第
十

一
条
の
二
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

に
係
る
も
の

を
除
く
。）

一

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
障
害
年
金
（
以
下
こ
の
表
及
び
第
六
項

の
表
に
お
い
て
「
旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
」
と
い
う
。）
〇
・
七
五

二

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
障
害
年
金
（
以
下
こ
の
表
及
び
第
六
項

の
表
に
お
い
て
「
旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金
」
と
い

う
。）

〇
・
七
五

三

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
給
付
の
う
ち
障
害
年
金
（
以
下
こ
の
表
及
び
第
六
項
の
表

に
お
い
て
「
旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金
」
と
い
う
。）

〇
・
八
九

二

傷
病
補
償

年
金
（
第
十

一
条
の
二
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

に
係
る
も
の

に
限
る
。）

一

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
八
三
（
第
一

級
の
傷
病
等
級
に

該
当
す
る
障
害
に

係
る
傷
病
補
償
年

金
に
あ
つ
て
は
、

〇
・
八
二
）

二

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
八
三
（
第
一

級
の
傷
病
等
級
に

該
当
す
る
障
害
に

係
る
傷
病
補
償
年

金
に
あ
つ
て
は
、

〇
・
八
二
）

三

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
九
三
（
第
一

級
又
は
第
二
級
の

傷
病
等
級
に
該
当

す
る
障
害
に
係
る

傷
病
補
償
年
金
に

あ
つ
て
は
、
〇
・

九
二
）

三

障
害
補
償

年
金
（
第
十

一
条
の
二
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

に
係
る
も
の

を
除
く
。）

一

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
七
四

二

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
七
四

三

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
八
九

四

障
害
補
償

年
金
（
第
十

一
条
の
二
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

に
係
る
も
の

に
限
る
。）

一

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
八
三
（
第
一

級
の
障
害
等
級
に

該
当
す
る
障
害
に

係
る
障
害
補
償
年

金
に
あ
つ
て
は

〇
・
八
一
、
第
二

級
の
障
害
等
級
に

該
当
す
る
障
害
に

係
る
障
害
補
償
年

金
に
あ
つ
て
は

〇
・
八
二
）

二

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
八
三
（
第
一

級
の
障
害
等
級
に

該
当
す
る
障
害
に

係
る
障
害
補
償
年

金
に
あ
つ
て
は

〇
・
八
一
、
第
二

級
の
障
害
等
級
に

該
当
す
る
障
害
に

係
る
障
害
補
償
年

金
に
あ
つ
て
は

〇
・
八
二
）

三

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
九
三
（
第
一

級
又
は
第
二
級
の

障
害
等
級
に
該
当

す
る
障
害
に
係
る

障
害
補
償
年
金
に

あ
つ
て
は
、
〇
・

九
二
）

五

遺
族
補
償

年
金
（
第
十

一
条
の
二
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

に
係
る
も
の

を
除
く
。）

一

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
遺
族
年
金

〇
・
八
〇

二

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
遺
族
年
金

〇
・
八
〇

三

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
給
付
の
う
ち
母
子
年
金
、
準
母
子
年
金
、
遺
児
年
金
又
は

寡
婦
年
金

〇
・
九
〇

六

遺
族
補
償

年
金
（
第
十

一
条
の
二
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

に
係
る
も
の

に
限
る
。）

一

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
遺
族
年
金

〇
・
八
七

二

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
遺
族
年
金

〇
・
八
七

三

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
給
付
の
う
ち
母
子
年
金
、
準
母
子
年
金
、
遺
児
年
金
又
は

寡
婦
年
金

〇
・
九
三
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障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障
害
基
礎
年
金

〇
・
七
三

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該
損
害
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金

が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

〇
・
八
六

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
損
害
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て
障
害
厚
生
年
金
等

又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
等
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
が
支
給
さ

れ
る
場
合
を
除
く
。）

〇
・
八
八

傷
病
補
償
年
金

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
に
よ
る
障

害
厚
生
年
金
又
は
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚

生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律

第
六
十
三
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
」

と
い
う
。）附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金

若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
障
害
厚
生
年

金
等
」
と
い
う
。）

〇
・
八
六

国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
（
同
法
第
三
十
条
の
四
の
規
定

に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十

七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
、
平
成
二
十

四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち

障
害
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
に
規

定
す
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
又
は
厚
生
年
金
保
険
制
度
及
び

農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
制
度
の
統
合
を
図
る
た
め
の
農
林
漁

業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
を
廃
止
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
三
年

法
律
第
百
一
号
）
附
則
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
旧
農
林

共
済
法
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
旧
農
林
共
済
法
」
と
い
う
。）に

よ
る
障
害
共
済
年
金
の
事
由
と
同
一
の
事
由
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
障

害
基
礎
年
金
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

〇
・
八
八

昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
船

員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
旧
船
員
保
険
法
」
と
い
う
。）に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
七
五

障
害
補
償
年
金

障
害
厚
生
年
金
等

〇
・
八
三

国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金

〇
・
八
八

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
七
四

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
七
四

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
八
九

遺
族
補
償
年
金

厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元

化
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
若
し

く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
遺
族
共
済
年
金
（
次
項
に
お
い
て
「
遺
族
厚
生
年
金
等
」
と
い

う
。）

〇
・
八
四

国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四

号
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金
及
び
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付

の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四

年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済

年
金
又
は
旧
農
林
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
の
事
由
と
同
一
の

事
由
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
遺
族
基
礎
年
金
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。）又
は
国
民
年
金
法
に
よ
る
寡
婦
年
金

〇
・
八
八

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
遺
族
年
金

〇
・
八
〇

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
遺
族
年
金

〇
・
八
〇

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
母
子
年
金
、
準
母
子
年
金
、
遺
児
年
金
又
は

寡
婦
年
金

〇
・
九
〇

障
害
厚
生
年
金
等

〇
・
八
六

国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金

〇
・
八
八

旧
船
員
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
七
五

旧
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
七
五

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
八
九

昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚

生
年
金
保
険
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
厚
生
年
金
保
険
法
」

と
い
う
。）に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
七
五

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
八
九

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

附
則
第
三
条
第
四
項
中
「
当
該
損
害
補
償
」
を
「
当
該
年
金
た
る
損
害
補
償
」
に
改
め
、「
当
該
各
号
に
掲
げ
る
」

の
下
に
「
法
律
に
よ
る
」
を
加
え
、
同
条
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５

休
業
補
償
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
、
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
律
に
よ
る
年

金
た
る
給
付
の
支
給
を
受
け
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
の
規
定
に
よ
る

休
業
補
償
の
額
に
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
法
律
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
の
種
類
に
応
じ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
当
該
休
業
補
償
の
額
か
ら
同
一
の
事
由
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
当
該
法
律

に
よ
る
年
金
た
る
給
付
の
額
（
当
該
法
律
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
の
数
が
二
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
合

計
額
）
を
三
百
六
十
五
で
除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
た
残
額
を
下
回
る
場
合
に
は
、
当
該
残
額
）
を
支
給
す
る
も

の
と
す
る
。

附
則
第
三
条
第
六
項
中
「
こ
の
政
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
政
令
」
を「
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

同
条
」
に
改
め
、「
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
」
の
下
に
「
当
該
」
を
加
え
、「
が
こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
が
当

該
」
に
、「
当
該
年
金
た
る
給
付
」
を
「
当
該
法
律
に
よ
る
年
金
た
る
給
付
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
の
規
定
」
を

削
る
。

（
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三

十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
第
一
項
中
「
二
が
支
給
さ
れ
る
」
を
「
数
が
二
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

附
則
第
三
条
第
二
項
中
「
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
」
を
「
障
害
厚
生
年
金
等
」
に
、「
国

民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
国
民
年
金
法
に
よ
る
」
に
、「
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
」

を
「
遺
族
厚
生
年
金
等
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
二
が
支
給
さ
れ
る
」
を
「
数
が
二
で
あ
る
」
に
改
め
、
同
項

の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附
則
第
三
条
第
四
項
中
「
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
」
を
「
障
害
厚
生
年
金
等
」
に
、「
国

民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
」
を
「
国
民
年
金
法
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

附
則
第
三
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。





一

傷
病
補
償

年
金
（
法
第

四
十
六
条
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

又
は
第
十
条

に
規
定
す
る

公
務
上
の
災

害
に
係
る
も

の
を
除
く
。）

一

厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
に
よ

る
障
害
厚
生
年
金
又
は
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た

め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

四
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四

年
一
元
化
法
」
と
い
う
。）附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
障
害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
（
以
下
こ
の
条
及

び
次
条
に
お
い
て
「
障
害
厚
生
年
金
等
」
と
い
う
。）及
び
国
民
年

金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
よ
る
障
害
基
礎

年
金
（
同
法
第
三
十
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
障
害
基
礎
年
金
」
と
い

う
。）

〇
・
七
三

二

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い

て
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

〇
・
八
六

三

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て

障
害
厚
生
年
金
等
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
（
以
下
こ
の

表
及
び
次
条
第
一
項
の
表
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
」
と
い
う
。）若
し
く
は

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

給
付
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
（
以
下
こ
の
表
及
び
次
条
第
一
項
の

表
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
に
よ

る
障
害
共
済
年
金
」
と
い
う
。）が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

〇
・
八
八

四

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律

第
三
十
四
号
。
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
国
民
年
金
等
改
正
法
」

と
い
う
。）附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
給
付

の
う
ち
障
害
年
金
（
以
下
こ
の
表
及
び
次
条
第
一
項
の
表
に
お
い

て
「
旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金
」
と
い
う
。）

〇
・
八
九

二

傷
病
補
償

年
金
（
法
第

四
十
六
条
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

又
は
第
十
条

に
規
定
す
る

公
務
上
の
災

害
に
係
る
も

の
に
限
る
。）

一

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障
害
基
礎
年
金

〇
・
八
二
（
第
一

級
又
は
第
二
級
の

傷
病
等
級
に
該
当

す
る
障
害
に
係
る

傷
病
補
償
年
金
に

あ
つ
て
は
、
〇
・

八
一
）

二

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い

て
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

〇
・
九
一
（
第
一

級
又
は
第
二
級
の

傷
病
等
級
に
該
当

す
る
障
害
に
係
る

傷
病
補
償
年
金
に

あ
つ
て
は
、
〇
・

九
〇
）

三

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て

障
害
厚
生
年
金
等
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済

法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改

正
前
地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除

く
。）

〇
・
九
二
（
第
一

級
の
傷
病
等
級
に

該
当
す
る
障
害
に

係
る
傷
病
補
償
年

金
に
あ
つ
て
は
、

〇
・
九
一
）

四

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
九
三
（
第
一

級
又
は
第
二
級
の

傷
病
等
級
に
該
当

す
る
障
害
に
係
る

傷
病
補
償
年
金
に

あ
つ
て
は
、
〇
・

九
二
）

四

障
害
補
償

年
金
（
法
第

四
十
六
条
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

又
は
第
十
条

に
規
定
す
る

公
務
上
の
災

害
に
係
る
も

の
に
限
る
。）

一

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障
害
基
礎
年
金

〇
・
八
二
（
第
一

級
又
は
第
二
級
の

障
害
等
級
に
該
当

す
る
障
害
に
係
る

障
害
補
償
年
金
に

あ
つ
て
は
、
〇
・

八
一
）

二

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い

て
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

〇
・
八
九
（
第
一

級
又
は
第
二
級
の

障
害
等
級
に
該
当

す
る
障
害
に
係
る

障
害
補
償
年
金
に

あ
つ
て
は
、
〇
・

八
八
）

三

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て

障
害
厚
生
年
金
等
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済

法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改

正
前
地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除

く
。）

〇
・
九
二
（
第
一

級
の
障
害
等
級
に

該
当
す
る
障
害
に

係
る
障
害
補
償
年

金
に
あ
つ
て
は
、

〇
・
九
一
）

四

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
九
三
（
第
一

級
又
は
第
二
級
の

障
害
等
級
に
該
当

す
る
障
害
に
係
る

障
害
補
償
年
金
に

あ
つ
て
は
、
〇
・

九
二
）

五

遺
族
補
償

年
金
（
法
第

四
十
六
条
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

又
は
第
十
条

に
規
定
す
る

公
務
上
の
災

害
に
係
る
も

の
を
除
く
。）

一

厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
又
は
平
成
二
十
四
年

一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済
年

金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
遺
族

厚
生
年
金
等
」
と
い
う
。）及
び
国
民
年
金
法
に
よ
る
遺
族
基
礎
年

金
（
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
遺
族
基
礎
年
金
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
遺
族
基
礎

年
金
」
と
い
う
。）

〇
・
八
〇

二

遺
族
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
死
亡
に
つ
い

て
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

〇
・
八
四

三

遺
族
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
死
亡
に
つ
い
て

遺
族
厚
生
年
金
等
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七

条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
（
以
下
こ
の

表
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
に
よ

〇
・
八
八

三

障
害
補
償

年
金
（
法
第

四
十
六
条
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

又
は
第
十
条

に
規
定
す
る

公
務
上
の
災

害
に
係
る
も

の
を
除
く
。）

一

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障
害
基
礎
年
金

〇
・
七
三

二

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い

て
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

〇
・
八
三

三

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て

障
害
厚
生
年
金
等
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済

法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改

正
前
地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除

く
。）

〇
・
八
八

四

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
八
九
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る
遺
族
共
済
年
金
」
と
い
う
。）若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化

法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済

年
金
（
以
下
こ
の
表
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正

前
地
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
」
と
い
う
。）が
支
給
さ
れ
る

場
合
を
除
く
。）
又
は
国
民
年
金
法
に
よ
る
寡
婦
年
金

四

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
遺
族
年
金

〇
・
八
〇

五

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
遺
族
年
金

〇
・
八
〇

六

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
給
付
の
う
ち
母
子
年
金
、
準
母
子
年
金
、
遺
児
年
金
又
は

寡
婦
年
金

〇
・
九
〇

六

遺
族
補
償

年
金
（
法
第

四
十
六
条
に

規
定
す
る
公

務
上
の
災
害

又
は
第
十
条

に
規
定
す
る

公
務
上
の
災

害
に
係
る
も

の
に
限
る
。）

一

遺
族
厚
生
年
金
等
及
び
遺
族
基
礎
年
金

〇
・
八
七

二

遺
族
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
死
亡
に
つ
い

て
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

〇
・
八
九

三

遺
族
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
死
亡
に
つ
い
て

遺
族
厚
生
年
金
等
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済

法
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改

正
前
地
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除

く
。）又
は
国
民
年
金
法
に
よ
る
寡
婦
年
金

〇
・
九
二

四

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
八
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
遺
族
年
金

〇
・
八
七

五

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
保
険
給
付
の
う
ち
遺
族
年
金

〇
・
八
七

六

国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
年

金
た
る
給
付
の
う
ち
母
子
年
金
、
準
母
子
年
金
、
遺
児
年
金
又
は

寡
婦
年
金

〇
・
九
三

障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障
害
基
礎
年
金

〇
・
七
三

障
害
厚
生
年
金
等
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て
障
害
基
礎
年
金
が
支

給
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

〇
・
八
六

障
害
基
礎
年
金
（
当
該
補
償
の
事
由
と
な
つ
た
障
害
に
つ
い
て
障
害
厚
生
年
金
等
又
は

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二

十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
障
害
共
済
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
を
除

く
。）

〇
・
八
八

旧
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
年
金

〇
・
八
九
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附
則
第
三
条
第
二
項
中
「
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
厚
生
年
金
」
を
「
障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障
害

基
礎
年
金
が
併
給
さ
れ
る
場
合
又
は
遺
族
厚
生
年
金
等
」
に
改
め
、「
国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
」
を
削
る
。

附
則
第
三
条
の
二
第
一
項
中
「
旧
国
民
年
金
法
の
障
害
年
金
」
を
「
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
給
付
」
に
、「
〇
・

八
九
」
を
「
同
欄
に
掲
げ
る
給
付
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
表
を
加
え

る
。附

則
第
三
条
の
二
第
二
項
中
「
旧
国
民
年
金
法
の
障
害
年
金
の
額
」
を
「
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
給
付
の
額

（
障
害
厚
生
年
金
等
及
び
障
害
基
礎
年
金
が
併
給
さ
れ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
合
計
額
）」に
改
め
る
。

（
消
費
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条

消
費
税
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
第
四
号
中
「
第
二
十
五
条
」
を
「
第
二
十
五
条
前
段
」
に
、「
同
法
第
三
十
八
条
」
を
「
同
法
第
三

十
八
条
第
一
項
」
に
、「
第
三
十
八
条
の
九
」
を
「
第
三
十
八
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
、「
余
裕
金
」
の
下
に
「
、
同

法
第
三
十
八
条
の
八
第
一
項
（
厚
生
年
金
保
険
給
付
調
整
積
立
金
）
に
規
定
す
る
厚
生
年
金
保
険
給
付
調
整
積
立
金

及
び
同
法
第
三
十
八
条
の
八
の
二
第
一
項
（
退
職
等
年
金
給
付
調
整
積
立
金
）
に
規
定
す
る
退
職
等
年
金
給
付
調
整

積
立
金
並
び
に
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平

成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
（
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
組
合
積
立
金

等
の
積
立
て
）
に
規
定
す
る
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
組
合
積
立
金
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
の

組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
調
整
積
立
金
」
を
加
え
、「
資
金
の
運
用
）（
同
令
」
を
「
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金

等
資
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
以
外
の
資
金
の
運
用
）（
同
令
」
に
、「
第
二
十
一
条
の
四
（
準
用

規
定
）」を
「
第
二
十
一
条
の
三
（
準
用
規
定
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第

四
号
（
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
の
管
理
及
び
運
用
）

（
同
令
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
の
三
並
び
に
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
及
び
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

法
に
よ
る
長
期
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
七
号
）
第
百
四
十

七
条
（
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
組
合
積
立
金
等
の
管
理
及
び
運
用
）」に
改
め
る
。

（
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部

改
正
）

第
十
条

法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
の
特
例
に
係
る
負
担
金
の
金
額
」
を
「
等
の
特
例
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同

条
第
一
項
中
「
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
。」を
「
地
共
済
法
（
」に
改
め
、

同
項
第
一
号
中
「
地
方
公
共
団
体
支
給
給
与
月
額
（
そ
の
月
に
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当
該
検
察
官
等
に
支
給
し
た

給
料
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
以
下
「
地
共
済
法
」
と
い
う
。）」
を
「
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当
該
検
察
官

等
に
支
給
し
た
報
酬
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
共
済
法
」
に
、「
給
料
を
い
う
。）の
額
に
地
方
公
務

員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
。
以
下
「
地
共
済
令
」
と
い
う
。）第
二
十
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
」
を
「
報
酬
を
い
う
。）の
額
を
基
礎
と
し
て
報
酬
月

額
の
算
定
に
係
る
地
共
済
法
第
四
十
三
条
第
五
項
、
第
八
項
、
第
十
項
、
第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
四
項
又
は
同
条

第
十
六
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
」
に
改
め
、「
期
末
手
当
等
（
」
の
下
に
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

ら
れ
た
」
を
、「
期
末
手
当
等
を
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、「
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。）を
合
計
給
与
月
額（
地
方
公
共
団
体
支
給
給
与
月
額
と
国
支
給
給
与
月
額
と
の
合
計
額
を
い
う
。）」

を
「
当
該
検
察
官
等
の
標
準
報
酬
の
月
額
（
地
共
済
法
第
五
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
の
月
額
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬
月
額
と
そ
の
月
に
当
該
検
察
官
等
が
受
け
た
期
末
手
当
等
の
額
と
の
合
計
額
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
科
大
学
院
を
置
く
公
立
大
学
に
派
遣
さ
れ
た
検
察
官
等
の
う
ち
法
第
十

三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
支
給
を
受
け
る
者
に
関
す
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和

三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
。
以
下
「
地
共
済
法
」
と
い
う
。）第
二
条
第
一
項
及
び
第
百
十
六
条
第
一
項
並
び

に
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
。
以
下「
地
共
済
令
」と
い
う
。）

第
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
地
共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
と
し
、
そ
の
他
の
職

員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
給
料
及
び
手
当
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
並
び

に
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五

年
法
律
第
四
十
号
）
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
給
与
で
あ
つ
て
、
一
般
職
の
職
員

の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
又
は
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
給
与
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
公
立
学
校
共
済
組

合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
手
当

に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の

他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
給

与
で
あ
つ
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
又
は
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く

給
与
（
報
酬
に
該
当
し
な
い
給
与
に
限
る
。）の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
公
立
学
校
共
済
組
合
の
運

営
規
則
で
定
め
る
も
の
」
と
、
地
共
済
法
第
百
十
六
条
第
一
項
中
「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八

十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
」
と
、
地
共
済
令
第
六
十
八
条
第
二
項
中
「
国
の

職
員
」
と
あ
る
の
は
「
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す

る
法
律
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者
」
と
、「
地
方
公
共
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
公
共
団

体
又
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
」
と
、「「
国
」
と
あ
る
の
は「「
地
方
公
共
団
体
及
び
国
」
と
す
る
。





平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
四
条
の
二
第
四
項
第
六
号
イ
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
及
び
国
が
負
担
す
べ

き
保
険
料
の
額
は
、
各
月
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額

と
す
る
。

一

地
方
公
共
団
体

当
該
検
察
官
等
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
（
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
条
の
五
第

一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
同
法
第
八
十
二
条
第
五

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
月
に
地
方
公
共
団
体
及
び
国
が
負

担
す
べ
き
保
険
料
の
額
の
合
計
額
に
、
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当
該
検
察
官
等
に
支
給
し
た
報
酬
（
同
法
第
三

条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
報
酬
を
い
う
。）の
額
を
基
礎
と
し
て
報
酬
月
額
の
算
定
に
係
る
同
法
第
二
十
一

条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条

の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
そ
の
月
に
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当
該
検

察
官
等
に
支
給
し
た
賞
与
（
同
法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
賞
与
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。）の
額
と
の
合
計
額
を
当
該
検
察
官
等
の
標
準
報
酬
月
額
（
同
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
報

酬
月
額
を
い
う
。）の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬
月
額
と
そ
の
月
に
当
該
検
察
官
等
が
受
け
た
賞
与
の
額
と
の
合
計
額

で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二

国

当
該
検
察
官
等
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
当
該
地
方
公
共
団
体
及
び
国
が
負
担
す
べ

き
保
険
料
の
額
の
合
計
額
か
ら
前
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額

３

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
四
条
の
二
第
四
項
第
六
号
ロ
の
規
定
に
よ
り
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人

及
び
国
が
負
担
す
べ
き
保
険
料
の
額
は
、
各
月
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人

当
該
検
察
官
等
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
厚
生
年

金
保
険
法
第
八
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
月
に

職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
保
険
料
の
額
の
合
計
額
に
、
当
該
職
員
引
継
一
般

地
方
独
立
行
政
法
人
が
当
該
検
察
官
等
に
支
給
し
た
報
酬
（
同
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
報
酬
を

い
う
。
次
条
第
三
項
第
一
号
、
第
七
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
十
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
額
を

基
礎
と
し
て
報
酬
月
額
の
算
定
に
係
る
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一

項
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
算

定
し
た
額
と
そ
の
月
に
当
該
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
が
当
該
検
察
官
等
に
支
給
し
た
賞
与
（
同
法

第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
賞
与
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
額
と
の
合
計
額
を
当
該
検
察
官
等
の
標
準

報
酬
月
額
（
同
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
基
礎
と
な
っ
た
報

酬
月
額
と
そ
の
月
に
当
該
検
察
官
等
が
受
け
た
賞
与
の
額
と
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二

国

当
該
検
察
官
等
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
当
該
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人

及
び
国
が
負
担
す
べ
き
保
険
料
の
額
の
合
計
額
か
ら
前
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額

第
六
条
の
二
の
見
出
し
中
「
の
特
例
」
を
「
等
の
特
例
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に

お
い
て
」
を
「
以
下
」
に
、「
地
共
済
法
の
」
を
「
地
共
済
法
第
二
条
第
一
項
及
び
第
百
四
十
一
条
の
四
並
び
に
地
共

済
令
第
六
十
八
条
第
二
項
の
」
に
改
め
、「
か
か
わ
ら
ず
」
の
下
に
「
、
地
共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
中「
と
し
、

そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
給
料
及
び
手
当
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の

は
「
並
び
に
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
五
年
法
律
第
四
十
号
）
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
給
与
で
あ
つ
て
、
一
般
職
の

職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
又
は
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
給
与
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
公
立
学
校
共
済
組

合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
手
当
に

準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の

一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
給
与
で
あ

つ
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
又
は
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
給
与
（
報

酬
に
該
当
し
な
い
給
与
に
限
る
。）の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
公
立
学
校
共
済
組
合
の
運
営
規
則
で
定

め
る
も
の
」
と
」
を
加
え
、「
第
六
章
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
章
（
第
百
十
六
条
を
除
く
。）」
と
、「
」
を
「
第
六
章
、」

に
、「
の
負
担
金
」
と
、」と
あ
る
の
は
「
の
負
担
金
及
び
国
の
負
担
金
」
と
、」と
、「
の
負
担
金
」
と
し
て
」
と
あ
る
の

は
「
及
び
国
の
負
担
金
」
と
し
て
」
を
「
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
引
継
等
合
併
一

第
六
条
の
見
出
し
中
「
の
特
例
」
を
「
等
の
特
例
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
次
項
及
び
第
七
条
第
一
項
に
お

い
て
」
を
「
以
下
」
に
、「
地
共
済
法
の
」
を
「
地
共
済
法
第
二
条
第
一
項
及
び
第
百
四
十
一
条
の
二
並
び
に
地
共
済

令
第
六
十
八
条
第
二
項
の
」
に
改
め
、「
か
か
わ
ら
ず
」
の
下
に
「
、
地
共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
中
「
と
し
、

そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
給
料
及
び
手
当
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の

は
「
並
び
に
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
五
年
法
律
第
四
十
号
）
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
給
与
で
あ
つ
て
、
一
般
職
の

職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
又
は
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
給
与
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
公
立
学
校
共
済
組

合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
」
と
、
同
項
第
六
号
中
「
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
手
当
に

準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の

一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
給
与
で
あ

つ
て
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
又
は
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
給
与
（
報

酬
に
該
当
し
な
い
給
与
に
限
る
。）の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
公
立
学
校
共
済
組
合
の
運
営
規
則
で
定

め
る
も
の
」
と
」
を
加
え
、「
第
六
章
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
章
（
第
百
十
六
条
を
除
く
。）」
と
、「
」
を
「
第
六
章
、」

に
、「
の
負
担
金
」
と
、」と
あ
る
の
は
「
の
負
担
金
及
び
国
の
負
担
金
」
と
、」と
、「
の
負
担
金
」
と
し
て
」
と
あ
る
の

は
「
及
び
国
の
負
担
金
」
と
し
て
」
を
「
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
職
員
引
継
一
般
地
方

独
立
行
政
法
人
の
職
員
」
と
、「
第
六
項
に
規
定
す
る
職
員
団
体
又
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
」
と
あ
る
の
は
「
職

員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
負
担
金
及
び
国
」
に
改
め
、「
機
関
」」の
下
に
「
と
、「
第
八
十
二
条
第
一
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
八
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
」」を
加
え
、「
と
す
る
」
を
「
と
、

地
共
済
令
第
六
十
八
条
第
二
項
中
「
国
の
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
そ
の
他
の

一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者
」
と
、「
地
方
公
共

団
体
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
公
共
団
体
又
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
」
と
、「「
国
」
と
あ
る
の
は「「
職
員
引
継
一

般
地
方
独
立
行
政
法
人
及
び
国
」
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法

人
支
給
給
与
月
額
（
そ
の
月
に
当
該
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
が
当
該
検
察
官
等
に
支
給
し
た
給
与
の
う

ち
給
料
（
」
を
「
当
該
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
が
当
該
検
察
官
等
に
支
給
し
た
給
与
の
う
ち
報
酬
（
前

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
」
に
、「
給
料
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
相
当
す
る
も

の
の
額
に
地
共
済
令
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
」
を
「
報
酬
を
い

う
。）に
相
当
す
る
も
の
の
額
を
基
礎
と
し
て
報
酬
月
額
の
算
定
に
係
る
地
共
済
法
第
四
十
三
条
第
五
項
、
第
八
項
、

第
十
項
、
第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
四
項
又
は
同
条
第
十
六
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
」
に
改
め
、「
期
末
手

当
等
（
」
の
下
に
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
」
を
加
え
、「
期
末
手
当
等
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
一

号
に
お
い
て
同
じ
」
を
「
期
末
手
当
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
」
に
、「
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。）を
合
計
給
与
月
額
（
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
支
給
給
与
月
額
と
国
支
給
給
与
月
額
（
第
四
条

第
二
項
に
規
定
す
る
国
支
給
給
与
月
額
を
い
う
。
次
条
第
二
項
第
一
号
、
第
七
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
条
第
三

項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）と
の
合
計
額
を
い
う
。）」を
「
当
該
検
察
官
等
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
基
礎
と
な
っ
た

報
酬
月
額
と
そ
の
月
に
当
該
検
察
官
等
が
受
け
た
期
末
手
当
等
に
相
当
す
る
も
の
の
額
と
の
合
計
額
」
に
改
め
、
同

条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。





第
百
十
四
条
第
三
項

主
務
省
令

総
務
省
令

第
百
十
三
条
第
二
項
第
三
号

及
び
第
四
号

地
方
公
共
団
体

団
体

と
」
を
削
り
、「

を
「

」」

」」に
、 「

第
百
十
四
条
第
三
項

主
務
省
令

総
務
省
令

第
百
十
五
条
第
二
項

相
当
す
る
手
当

相
当
す
る

職
手
当
法

百
八
十
二

は
こ
れ
に

手
当
及
び
国
家
公
務
員
退

（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第

号
）
に
基
づ
く
退
職
手
当
又

相
当
す
る
手
当

」 を 「
第
百
十
三
条
第
二
項
第
三
号

及
び
第
四
号

地
方
公
共
団
体

団
体

第
百
十
五
条
第
二
項

相
当
す
る
手
当

相
当
手
当
十
二
れ
に

及
び
国

す
る
手
当
及
び
国
家
公
務
員
退
職

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八

号
）
に
基
づ
く
退
職
手
当
又
は
こ

相
当
す
る
手
当

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
第
一
号
の
二
」
を
「
第
二
号
」
に
、「
団
体

」

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
」
と
、「
第
六
項
に
規
定
す
る
職
員
団
体
又
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
」
と
あ
る
の

は
「
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
負
担
金
及
び
国
」
に
改
め
、「
機
関
」」の
下
に
「
と
、「
第
八
十
二

条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
八
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
」」を
加
え
、「
と
す

る
」
を
「
と
、
地
共
済
令
第
六
十
八
条
第
二
項
中
「
国
の
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
法
科
大
学
院
へ
の
裁
判
官
及
び
検

察
官
そ
の
他
の
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
派
遣
に
関
す
る
法
律
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
者
」

と
、「
地
方
公
共
団
体
」
と
あ
る
の
は「
地
方
公
共
団
体
又
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
」と
、「「
国
」と
あ
る
の
は「「
職

員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
及
び
国
」
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
職
員
引
継
等
合

併
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
支
給
給
与
月
額
（
そ
の
月
に
」
を
削
り
、「
給
料
に
相
当
す
る
も
の
の
額
に
地
共
済
令
第

二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
」
を
「
報
酬
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
地
共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
報
酬
を
い
う
。）に
相
当
す
る
も
の
の
額
を
基
礎
と
し
て

報
酬
月
額
の
算
定
に
係
る
地
共
済
法
第
四
十
三
条
第
五
項
、
第
八
項
、
第
十
項
、
第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
四
項
又

は
同
条
第
十
六
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
」
に
改
め
、「
期
末
手
当
等
」
の
下
に「（
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
地
共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
期
末
手
当
等
を
い
う
。以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）」

を
加
え
、「
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
合
計
給
与
月
額
（
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人

支
給
給
与
月
額
と
国
支
給
給
与
月
額
と
の
合
計
額
を
い
う
。）」
を
「
当
該
検
察
官
等
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
基
礎
と

な
っ
た
報
酬
月
額
と
そ
の
月
に
当
該
検
察
官
等
が
受
け
た
期
末
手
当
等
に
相
当
す
る
も
の
の
額
と
の
合
計
額
」
に
改

め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
四
条
の
二
第
四
項
第
六
号
ハ
の
規
定
に
よ
り
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行

政
法
人
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
保
険
料
の
額
は
、
各
月
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人

当
該
検
察
官
等
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る

厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
月
に
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
保
険
料
の
額
の
合
計
額
に
、
当
該

職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
が
当
該
検
察
官
等
に
支
給
し
た
報
酬
の
額
を
基
礎
と
し
て
報
酬
月

額
の
算
定
に
係
る
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の

二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
そ
の
月

に
当
該
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
が
当
該
検
察
官
等
に
支
給
し
た
賞
与
の
額
と
の
合
計
額
を

当
該
検
察
官
等
の
標
準
報
酬
月
額
の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬
月
額
と
そ
の
月
に
当
該
検
察
官
等
が
受
け
た
賞
与
の

額
と
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二

国

当
該
検
察
官
等
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
当
該
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行

政
法
人
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
保
険
料
の
額
の
合
計
額
か
ら
前
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額

第
七
条
の
見
出
し
中
「
の
特
例
」
を
「
等
の
特
例
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
地
共
済
法
の
」
を
「
地
共
済
法

第
百
四
十
四
条
の
三
第
二
項
、
第
百
四
十
四
条
の
十
二
及
び
第
百
四
十
四
条
の
三
十
一
の
」
に
、「
地
共
済
法
第
百
四

十
四
条
の
三
第
二
項
の
表
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
項
中
「
相
当
す
る
も
の
」
と
あ
る
の
は「
相
当
す
る
も
の
及
び
」

を
「
地
共
済
法
第
百
四
十
四
条
の
三
第
二
項
の
表
第
二
条
第
一
項
第
五
号
の
項
中
「
相
当
す
る
も
の
」
と
あ
る
の
は

「
相
当
す
る
も
の
並
び
に
」
に
改
め
、「
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
俸
給
」
を
削
り
、「
よ
る
俸
給
に
相
当
す
る
」
を

「
基
づ
く
給
与
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
地
方
職
員
共
済
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
」に
改
め
、「
第

十
九
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
期
末
手
当
」
を
削
り
、「
よ
る
期
末
手
当
に
相
当
す
る
」
を
「
基
づ
く
給
与
（
報
酬

に
該
当
し
な
い
給
与
に
限
る
。）の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
地
方
職
員
共
済
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め

る
」
に
、「
国
の
負
担
金
」
を
「
国
」
に
改
め
、「
、
同
表
第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
の
項
の
下
欄
中
「
団
体
」

と
あ
る
の
は
「
団
体
及
び
国
」
と
、
同
表
第
百
十
三
条
第
二
項
第
三
号
の
項
の
下
欄
中
「
団
体
」
と
あ
る
の
は

「
団
体
及
び
国
」
と
、
同
表
第
百
十
三
条
第
二
項
第
四
号
の
項
の
下
欄
中
「
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
団
体
及
び
国
」

支
給
給
与
月
額
（
そ
の
月
に
当
該
団
体
が
当
該
検
察
官
等
に
支
給
し
た
給
料
」
を
「
当
該
団
体
が
当
該
検
察
官
等
に

支
給
し
た
報
酬
」
に
、「
給
料
を
い
う
。）の
額
に
地
共
済
令
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
数

値
を
乗
じ
て
得
た
」
を
「
報
酬
を
い
う
。）の
額
を
基
礎
と
し
て
報
酬
月
額
の
算
定
に
係
る
地
共
済
法
第
四
十
三
条
第

五
項
、
第
八
項
、
第
十
項
、
第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
四
項
又
は
同
条
第
十
六
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
」

に
改
め
、「
期
末
手
当
等
を
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、「
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。）を
合
計
給
与
月
額
（
団
体
支
給
給
与
月
額
と
国
支
給
給
与
月
額
と
の
合
計
額
を
い
う
。）」を
「
当
該
検

察
官
等
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬
月
額
と
そ
の
月
に
当
該
検
察
官
等
が
受
け
た
期
末
手
当
等
の
額

と
の
合
計
額
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
四
条
の
二
第
四
項
第
六
号
ニ
の
規
定
に
よ
り
団
体
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
保
険
料

の
額
は
、
各
月
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

団
体

当
該
検
察
官
等
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
二
条
第
五
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
月
に
団
体
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
保

険
料
の
額
の
合
計
額
に
、
当
該
団
体
が
当
該
検
察
官
等
に
支
給
し
た
報
酬
の
額
を
基
礎
と
し
て
報
酬
月
額
の
算

定
に
係
る
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一

項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
そ
の
月
に
当
該

団
体
が
当
該
検
察
官
等
に
支
給
し
た
賞
与
の
額
と
の
合
計
額
を
当
該
検
察
官
等
の
標
準
報
酬
月
額
の
基
礎
と

な
っ
た
報
酬
月
額
と
そ
の
月
に
当
該
検
察
官
等
が
受
け
た
賞
与
の
額
と
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て

得
た
額

二

国

当
該
検
察
官
等
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
当
該
団
体
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
保
険
料

の
額
の
合
計
額
か
ら
前
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額

第
十
条
の
見
出
し
中
「
の
特
例
」
を
「
等
の
特
例
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中「「
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
」
の
下

に
「
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
給
与
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
を
加
え
、「
及
び
こ
れ
」
を
「
並
び
に
こ

れ
ら
」
に
、「
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
」
を
「
も
の
」
に
、「
）
と
し
、そ
の
他
の
職
員
」と
あ
る
の
は
「
）
」を「
準

ず
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
、「
と
し
、そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
に
準
ず
る
給
与
」
と
あ
る
の
は
「
」
に
改
め
、「
第
百
十
三
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
の
項
中
」
の
下

に「「
地
方
公
共
団
体
」
と
あ
る
の
は「
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
、
組
合
員

の
掛
金
及
び
地
方
公
共
団
体
」と
、」を
加
え
、「
及
び
国
の
負
担
金
」と
あ
る
の
は「
、
」を「
国
の
」と
あ
る
の
は「
第
三

号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
同
号
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
、
組
合
員
の
掛
金
並
び
に
」に
、「
の
負
担
金
及
び
国
の
負
担
金
」

を
「
及
び
国
の
」
に
、「
及
び
第
四
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、「
第
百
十
三
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま





で
」を「
第
百
十
三
条
第
二
項
各
号
」に
、「
第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体

国

」
を 「

第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体
の
機
関

規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体

職
員
団
体
（
第
三
項
に
お
い
て

方
公
共
団
体
等
」
と
い
う
。）

国
の
機
関

規
定
に
よ
り
国

職
員
団
体

「
地

」
に
、 「

第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体
の
機
関
、

立
行
政
法
人
又
は
職
員
団

地
方
公
共
団
体
、
特
定
地

法
人
又
は
職
員
団
体

特
定
地
方
独

体方
独
立
行
政

法
科
大
学
院
設
置
者
及
び
国
の
機
関

法
科
大
学
院
設
置
者
及
び
国

」
を

「
第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体
の

立
行
政
法
人
又
は

第
八
十
二
条
第
一

地
方
公
共
団
体
、

法
人
又
は
職
員
団

て
「
地
方
公
共
団

機
関
、
特
定
地
方
独

職
員
団
体

項特
定
地
方
独
立
行
政

体
（
第
三
項
に
お
い

体
等
」
と
い
う
。）

法
科
大
学
院
設
置
者
及
び
国
の
機
関

第
八
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項

法
科
大
学
院
設
置
者
及
び
国

」 に
改
め
、「
と
、
同
表
第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項

号
」に
、「
第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体

国

を
」

「
第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体
の
機
関

国
の
機
関

規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体

職
員
団
体
（
第
三
項
に
お
い
て
「
地
方

公
共
団
体
等
」
と
い
う
。）

職
員
団
体

規
定
に
よ
り
国

」
に
、 「

第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
特
定
地
方
独

立
行
政
法
人
又
は
職
員
団
体

法
科
大
学
院
設

地
方
公
共
団
体
、
特
定
地
方
独
立
行
政

法
人
又
は
職
員
団
体

法
科
大
学
院
設

置
者
及
び
国
の
機
関

置
者
及
び
国

」 を 「
第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
特
定
地
方
独

立
行
政
法
人
又
は
職
員
団
体

法
科
大
学

第
八
十
二
条
第
一
項

第
八
十
二

み
替
え
ら

地
方
公
共
団
体
、
特
定
地
方
独
立
行
政

法
人
又
は
職
員
団
体
（
第
三
項
に
お
い

て
「
地
方
公
共
団
体
等
」
と
い
う
。）

法
科
大
学

院
設
置
者
及
び
国
の
機
関

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読

れ
た
同
条
第
一
項

院
設
置
者
及
び
国

」 に
改
め
、「
と
、
同
表
第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
百
四
十
四
条
の
三
十
一

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

及
び
第
百
四
十
四
条
の
三
十
一
（
見
出
し
を
含
む
。）の
項
中
「
第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
百
四
十
四
条
の

三
十
一
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
四
条
の
三
十
一
」
と
、「
地
方
公
共
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
公
共
団
体
又
は

特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
」
と
、「
国
」
と
あ
る
の
は
「
法
科
大
学
院
設
置
者
及
び
国
」」を
削
り
、
同
条
第
三
項
第
一

号
中
「
以
下
こ
の
項
」
を
「
以
下
こ
の
条
」
に
、「
に
す
べ
て
」
を
「
に
全
て
」
に
、「
法
科
大
学
院
設
置
者
支
給
給
与

月
額
（
そ
の
月
に
当
該
法
科
大
学
院
設
置
者
が
当
該
国
の
職
員
に
支
給
し
た
給
料
」
を
「
当
該
法
科
大
学
院
設
置
者

が
当
該
国
の
職
員
に
支
給
し
た
報
酬
」
に
、「
給
料
を
い
う
。）の
額
に
地
共
済
令
第
二
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総

務
省
令
で
定
め
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
」
を
「
報
酬
を
い
う
。）の
額
を
基
礎
と
し
て
報
酬
月
額
の
算
定
に
係
る
地
共

済
法
第
四
十
三
条
第
五
項
、
第
八
項
、
第
十
項
、
第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
四
項
又
は
同
条
第
十
六
項
の
規
定
の
例

に
よ
り
算
定
し
た
」
に
改
め
、「
期
末
手
当
等
を
い
う
」
の
下
に
「
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
」を
加
え
、「
い
う
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）を
合
計
給
与
月
額
（
当
該
国
の
職
員
に
係
る
す
べ
て
の
法
科
大
学
院
設
置
者
支
給
給

与
月
額
の
合
算
額
と
国
支
給
給
与
月
額
と
の
合
計
額
を
い
う
。）」を
「
当
該
国
の
職
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
基
礎

と
な
っ
た
報
酬
月
額
と
そ
の
月
に
当
該
国
の
職
員
が
受
け
た
期
末
手
当
等
の
額
と
の
合
計
額
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
四
条
の
二
第
四
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
法
科
大
学
院
設
置
者
及
び
国
が
負
担
す

べ
き
保
険
料
の
額
は
、
各
月
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。

一

法
科
大
学
院
設
置
者

当
該
国
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
法
第
八

十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
月
に
全
て
の
法
科
大

学
院
設
置
者
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
保
険
料
の
額
の
合
計
額
に
、
当
該
法
科
大
学
院
設
置
者
が
当
該
国
の
職
員

に
支
給
し
た
報
酬
の
額
を
基
礎
と
し
て
報
酬
月
額
の
算
定
に
係
る
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第

一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
四

条
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
そ
の
月
に
当
該
法
科
大
学
院
設
置
者
が
当
該
国
の
職
員
に
支
給
し
た
賞

与
の
額
と
の
合
計
額
を
当
該
国
の
職
員
の
標
準
報
酬
月
額
の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬
月
額
と
そ
の
月
に
当
該
国
の

職
員
が
受
け
た
賞
与
の
額
と
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二

国

当
該
国
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
全
て
の
法
科
大
学
院
設
置
者
及
び
国
が
負

担
す
べ
き
保
険
料
の
額
の
合
計
額
か
ら
全
て
の
法
科
大
学
院
設
置
者
に
係
る
前
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額

第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
長
期
給

付
」
を
「
退
職
等
年
金
給
付
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中「「
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
」
の
下
に
「
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
に
準
ず
る
給
与
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
を
加
え
、「
及
び
こ
れ
」
を
「
並
び
に
こ
れ
ら
」に
、「
も
の
と
し
、

そ
の
他
の
職
員
」
を
「
も
の
」
に
、「
）
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
）
」を
「
準
ず
る
も
の
」
と
あ
る

の
は
「
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
、「
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る

給
与
」
と
あ
る
の
は
「
」
に
、「「
組
合
員
の
掛
金
及
び
地
方
公
共
団
体
」
を「「
地
方
公
共
団
体
」
に
、「
組
合
員

の
掛
金
及
び
国
の
負
担
金
」
と
あ
る
の
は
「
次
の
各
号
（
第
一
号
、
第
一
号
の
二
及
び
第
四
号
を
除
く
。）に

掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
」
を
「
国
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
同
号
」
に
、「
組
合
員

の
掛
金
、」を
「
組
合
員
の
掛
金
並
び
に
」
に
、「
の
負
担
金
及
び
国
の
負
担
金
」
を
「
及
び
国
の
」
に
、「
及
び
第
四

項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、「
第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
を
「
第
百
十
三
条
第
二
項
第
三





号
」に
、「
第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体

国

」
を

「
第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体
の
機
関

規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体

職
員
団
体
（
第
三
項
に
お
い
て
「
地
方

公
共
団
体
等
」
と
い
う
。）

国
の
機
関

規
定
に
よ
り
国

職
員
団
体

」
に
、 「

第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
特
定
地
方
独

立
行
政
法
人
又
は
職
員
団
体

派
遣
先
企
業

地
方
公
共
団
体
、
特
定
地
方
独
立
行
政

法
人
又
は
職
員
団
体

派
遣
先
企
業

」
を

「
第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
特
定
地
方
独

立
行
政
法
人
又
は
職
員
団
体

派
遣
先

第
八
十
二
条
第
一
項

第
八
十

み
替
え

地
方
公
共
団
体
、
特
定
地
方
独
立
行
政

法
人
又
は
職
員
団
体
（
第
三
項
に
お
い

て
「
地
方
公
共
団
体
等
」
と
い
う
。）

派
遣
先

号
」に
、「
第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体

国

を
「
第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体
の
機
関

国
の
機
関

規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体

規
定
に
よ
り
国

職
員
団
体
（
第
三
項
に
お
い
て
「
地
方

公
共
団
体
等
」
と
い
う
。）

職
員
団
体

」

」
に
、 「

第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
特
定
地
方
独

立
行
政
法
人
又
は
職
員
団
体

組
織
委
員
会
及

地
方
公
共
団
体
、
特
定
地
方
独
立
行
政

法
人
又
は
職
員
団
体

組
織
委
員
会
及

び
国
の
機
関

び
国

」
を

「
第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
特
定
地
方
独

立
行
政
法
人
又
は
職
員
団
体

組
織
委

第
八
十
二
条
第
一
項

第
八
十

み
替
え

地
方
公
共
団
体
、
特
定
地
方
独
立
行
政

法
人
又
は
職
員
団
体
（
第
三
項
に
お
い

て
「
地
方
公
共
団
体
等
」
と
い
う
。）

組
織
委

企
業

二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読

ら
れ
た
同
条
第
一
項

企
業

」 に
改
め
、「
と
、
同
表
第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
百
四
十
四
条
の
三
十
一

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
見
出
し
を
含
む
。）の
項
中
「
第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
百
四
十
四
条
の
三
十
一
」
と
あ
る
の
は
「
第
百

四
十
四
条
の
三
十
一
」
と
、「
地
方
公
共
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
公
共
団
体
又
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
」と
、

「
国
」
と
あ
る
の
は
「
法
科
大
学
院
設
置
者
及
び
国
」」を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
号
、
第
一
号
の
二
及
び
第

四
号
を
除
く
」
を
「
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の

次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
共
済
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
地
共
済
法
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
科
大
学
院
設
置
者
及
び
国
が
負
担
す

べ
き
保
険
料
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
及
び
第
三
項
」
を
「
か
ら
第
四
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条

国
と
民
間
企
業
と
の
間
の
人
事
交
流
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
六
年
政
令
第
百
九
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中「
長
期
給
付
」

を
「
退
職
等
年
金
給
付
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中「「
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
」
の
下
に
「
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

に
準
ず
る
給
与
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
を
加
え
、「
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
」
を
「
も
の
」に
、「
）
と
し
、

そ
の
他
の
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
）
」を
「
準
ず
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も

の
」
と
、「
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
給
与
」
と
あ
る
の
は
「
」
に
、「「
組
合
員
の
掛

金
及
び
地
方
公
共
団
体
」
を「「
地
方
公
共
団
体
」
に
、「
組
合
員
の
掛
金
及
び
国
の
負
担
金
」
を
「
国
の
」
に
、「
次
の

各
号
（
第
一
号
、
第
一
号
の
二
及
び
第
四
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
」
を
「
第
三
号
に
掲
げ
る
も

の
は
、
同
号
」
に
、「
掛
金
、」を
「
掛
金
及
び
」
に
、「
）
の
負
担
金
及
び
国
の
負
担
金
」
を
「
）
の
」
に
、「
及
び
第
四

項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、「
第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
を
「
第
百
十
三
条
第
二
項
第
三

（
見
出
し
を
含
む
。）の
項
中
「
第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
及
び
第
百
四
十
四
条
の
三
十
一
」
と
あ
る
の
は
「
第
百

四
十
四
条
の
三
十
一
」
と
、「
地
方
公
共
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
地
方
公
共
団
体
又
は
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
」と
、

「
国
」
と
あ
る
の
は
「
派
遣
先
企
業
」」を
削
る
。

（
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部

改
正
）

第
十
二
条

平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
施
行
令

（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
二
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中「
長
期
給
付
」

を
「
退
職
等
年
金
給
付
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中「「
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
」
の
下
に
「
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

に
準
ず
る
給
与
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
を
加
え
、「
及
び
こ
れ
」
を
「
並
び
に
こ
れ
ら
」
に
、「
も
の
と
し
、
そ

の
他
の
職
員
」
を
「
も
の
」
に
、「
）
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
）
」を
「
準
ず
る
も
の
」
と
あ
る
の

は
「
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
、「
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
給

与
」
と
あ
る
の
は
「
」
に
、「「
組
合
員
の
掛
金
及
び
地
方
公
共
団
体
」
を「「
地
方
公
共
団
体
」
に
、「
組
合
員
の
掛
金

及
び
国
の
負
担
金
」
を
「
国
の
」
に
、「
次
の
各
号
（
第
一
号
、
第
一
号
の
二
及
び
第
四
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
も
の

は
、
当
該
各
号
」
を
「
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
同
号
」
に
、「
）
及
び
国
の
負
担
金
」
を「
）
及
び
国
の
」に
、「
及

び
第
四
項
」を「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、「
第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」を「
第
百
十
三
条
第
二
項
第
三





員
会
及
び
国
の
機
関

二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読

ら
れ
た
同
条
第
一
項

員
会
及
び
国

」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

号
」に
、「
第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体

国

を
「
第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体
の
機
関

国
の
機
関

規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体

規
定
に
よ
り
国

職
員
団
体
（
第
三
項
に
お
い
て
「
地
方

公
共
団
体
等
」
と
い
う
。）

職
員
団
体

」
に
、 「

第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
特
定
地
方
独

立
行
政
法
人
又
は
職
員
団
体

組
織
委
員
会
及

地
方
公
共
団
体
、
特
定
地
方
独
立
行
政

法
人
又
は
職
員
団
体

組
織
委
員
会
及

び
国
の
機
関

び
国

」 を 「
第
百
十
六
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
特
定
地
方
独

立
行
政
法
人
又
は
職
員
団
体

第
八
十
二
条
第
一
項

地
方
公
共
団
体
、
特
定
地
方
独
立
行
政

法
人
又
は
職
員
団
体
（
第
三
項
に
お
い

て
「
地
方
公
共
団
体
等
」
と
い
う
。）

組
織
委
員

第
八
十
二

み
替
え
ら

組
織
委
員

会
及
び
国
の
機
関

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読

れ
た
同
条
第
一
項

会
及
び
国

に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

」

」

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

一

組
織
委
員
会

当
該
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
に
係
る
読
替
え
後
の
地
共
済
法
第
百
十
三
条
第
二
項
第
三
号

の
規
定
に
よ
り
そ
の
月
に
組
織
委
員
会
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
金
額
の
合
計
額
に
、
組
織
委
員
会
が
当
該
派
遣

警
察
庁
所
属
職
員
等
に
支
給
し
た
報
酬
（
読
替
え
後
の
地
共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
報
酬
を

い
う
。）の
額
を
基
礎
と
し
て
報
酬
月
額
の
算
定
に
係
る
地
共
済
法
第
四
十
三
条
第
五
項
、
第
八
項
、
第
十
項
、

第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
四
項
又
は
同
条
第
十
六
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
そ
の
月
に
組
織
委
員

会
が
当
該
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
に
支
給
し
た
期
末
手
当
等
（
読
替
え
後
の
地
共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
六

号
に
規
定
す
る
期
末
手
当
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
額
と
の
合
計
額
を
当
該
派
遣
警
察
庁

所
属
職
員
等
の
標
準
報
酬
の
月
額
（
地
共
済
法
第
五
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
の
月
額
を
い
う
。）の

基
礎
と
な
っ
た
報
酬
月
額
と
そ
の
月
に
当
該
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
が
受
け
た
期
末
手
当
等
の
額
と
の
合
計

額
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

第
四
条
第
六
項
中
「
地
共
済
令
」
を
「
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十

二
号
）」に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
四
条
の
二
第
四
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
組
織
委
員
会
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
保

険
料
の
額
は
、
各
月
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る
。

一

組
織
委
員
会

当
該
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
（
厚
生
年
金
保
険
法
第

二
条
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る

同
法
第
八
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
月
に
組
織

委
員
会
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
保
険
料
の
額
の
合
計
額
に
、
組
織
委
員
会
が
当
該
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
に

支
給
し
た
報
酬
（
同
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
報
酬
を
い
う
。）の
額
を
基
礎
と
し
て
報
酬
月
額
の

算
定
に
係
る
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
第

一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
そ
の

月
に
組
織
委
員
会
が
当
該
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
に
支
給
し
た
賞
与
（
同
法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定

す
る
賞
与
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
額
と
の
合
計
額
を
当
該
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
の
標

準
報
酬
月
額
（
同
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
を
い
う
。）の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬
月
額
と

そ
の
月
に
当
該
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
が
受
け
た
賞
与
の
額
と
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た

額
二

国

当
該
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
組
織
委
員
会
及
び
国
が
負

担
す
べ
き
保
険
料
の
額
の
合
計
額
か
ら
前
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額

（
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
二
百
五

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
四
十
三
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中「
長
期
給
付
」

を
「
退
職
等
年
金
給
付
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中「「
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
」
の
下
に
「
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

に
準
ず
る
給
与
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
を
加
え
、「
及
び
こ
れ
」
を
「
並
び
に
こ
れ
ら
」
に
、「
も
の
と
し
、
そ

の
他
の
職
員
」
を
「
も
の
」
に
、「
）
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
）」を
「
準
ず
る
も
の
」
と
あ
る
の
は

一

組
織
委
員
会

当
該
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
に
係
る
読
替
え
後
の
地
共
済
法
第
百
十
三
条
第
二
項
第
三
号

の
規
定
に
よ
り
そ
の
月
に
組
織
委
員
会
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
金
額
の
合
計
額
に
、
組
織
委
員
会
が
当
該
派
遣

警
察
庁
所
属
職
員
等
に
支
給
し
た
報
酬
（
読
替
え
後
の
地
共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
報
酬
を

い
う
。）の
額
を
基
礎
と
し
て
報
酬
月
額
の
算
定
に
係
る
地
共
済
法
第
四
十
三
条
第
五
項
、
第
八
項
、
第
十
項
、

第
十
二
項
若
し
く
は
第
十
四
項
又
は
同
条
第
十
六
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
そ
の
月
に
組
織
委
員

会
が
当
該
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
に
支
給
し
た
期
末
手
当
等
（
読
替
え
後
の
地
共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
六

号
に
規
定
す
る
期
末
手
当
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
額
と
の
合
計
額
を
当
該
派
遣
警
察
庁

所
属
職
員
等
の
標
準
報
酬
の
月
額
（
地
共
済
法
第
五
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
の
月
額
を
い
う
。）の

基
礎
と
な
っ
た
報
酬
月
額
と
そ
の
月
に
当
該
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
が
受
け
た
期
末
手
当
等
の
額
と
の
合
計

額
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額

「
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
、「
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、こ
れ
ら
に
準
ず
る
給
与
」

と
あ
る
の
は
「
」
に
、「「
組
合
員
の
掛
金
及
び
地
方
公
共
団
体
」
を「「
地
方
公
共
団
体
」
に
、「
組
合
員
の
掛
金
及
び

国
の
負
担
金
」
を
「
国
の
」
に
、「
次
の
各
号
（
第
一
号
、
第
一
号
の
二
及
び
第
四
号
を
除
く
。）に
掲
げ
る
も
の
は
、

当
該
各
号
」
を
「
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
同
号
」
に
、「
）
及
び
国
の
負
担
金
」
を「
）
及
び
国
の
」に
、「
及
び
第

四
項
」
を
「
か
ら
第
五
項
ま
で
」
に
、「
第
百
十
三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
」
を
「
第
百
十
三
条
第
二
項
第
三





平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
三
条
第
六
項
中
「
地
共
済
令
」
を
「
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十

二
号
）」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
令
第
四
条
の
二
第
四
項
第
八
号
の
規
定
に
よ
り
組
織
委
員
会
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
保

険
料
の
額
は
、
各
月
ご
と
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る
。

一

組
織
委
員
会

当
該
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
（
厚
生
年
金
保
険
法
第

二
条
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る

同
法
第
八
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
月
に
組
織

委
員
会
及
び
国
が
負
担
す
べ
き
保
険
料
の
額
の
合
計
額
に
、
組
織
委
員
会
が
当
該
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
に

支
給
し
た
報
酬
（
同
法
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
報
酬
を
い
う
。）の
額
を
基
礎
と
し
て
報
酬
月
額
の

算
定
に
係
る
同
法
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
第

一
項
若
し
く
は
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
そ
の

月
に
組
織
委
員
会
が
当
該
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
に
支
給
し
た
賞
与
（
同
法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定

す
る
賞
与
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
額
と
の
合
計
額
を
当
該
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
の
標

準
報
酬
月
額
（
同
法
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
を
い
う
。）の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬
月
額
と

そ
の
月
に
当
該
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
が
受
け
た
賞
与
の
額
と
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た

額
二

国

当
該
派
遣
警
察
庁
所
属
職
員
等
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
に
係
る
組
織
委
員
会
及
び
国
が
負

担
す
べ
き
保
険
料
の
額
の
合
計
額
か
ら
前
号
に
定
め
る
額
を
控
除
し
た
額

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
よ
る
再
評
価
率
の
改
定
等
に
関
す
る
政
令
の
廃
止
）

第
十
四
条

地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
よ
る
再
評
価
率
の
改
定
等
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
八
十
三

号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
改
正
）

２

健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
二
十
七
条
中
「
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
」
及
び「（
以
下
「
新
地
共
済
令
」
と
い
う
。）」を
削
り
、

「
及
び
第
五
項
並
び
に
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
」
を
「
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
」
に
、「
、
新

地
共
済
令
」
を
「
、
同
令
」
に
、「
以
下
同
じ
」
を「
次
条
第
一
項
及
び
附
則
第
三
十
条
の
二
に
お
い
て
同
じ
」に
、「
同

条
第
五
項
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
」
を
「
同
令
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
十
三
条
第
一
項
中
「
新
地
共
済
令
」
を
「
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

法
施
行
令
（
以
下
「
新
地
共
済
令
」
と
い
う
。）」に
改
め
る
。

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

総
務
大
臣

山
本

早
苗

法
務
大
臣

上
川

陽
子

財
務
大
臣

麻
生

太
郎

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文





第
一
項

若
し
く
は
障
害
基
礎

年
金
又
は
改
正
前
地

共
済
法
に
よ
る
職
域

加
算
額

又
は
障
害
基
礎
年
金

と
す
る
。）

と
す
る
。）と
併
給
年
金
（
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
年

金
で
あ
る
給
付
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
額
と
の
合

計
額

、
附
則
第
六
十
五
条

第
一
項

、
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
九
条

同
項

こ
れ
ら

第
三
項

が
控
除
調
整
下
限
額

と
併
給
年
金
の
額
と
の
合
計
額
が
控
除
調
整
下
限
額

、
控
除
調
整
下
限
額

、
当
該
控
除
後
の
退
職
共
済
年
金
の
額
に
控
除
調
整
下
限
額
と
当

該
合
計
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額

平
成
二
十
四
年
一

元
化
法
附
則
第
七

十
二
条
第
一
項

の
額
（

の
額
か
ら
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た

な
ら
ば
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
（
第
三
項
に
お
い
て
「
加
給
年

金
額
相
当
額
」
と
い
う
。）を
控
除
し
て
得
た
額
（

、
附
則
第
六
十
五
条

第
一
項

、
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
九
条

同
項

こ
れ
ら

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)

（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
年
金

で
あ
る
給
付
）

第
百
二
十
四
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
年
金
で
あ
る
給
付

は
、
次
に
掲
げ
る
年
金
で
あ
る
給
付
で
あ
っ
て
、
公
務
（
改
正
後
平
成
八
年
厚
年
法
等
改
正
法
附
則
第
四
条
に
規
定

す
る
旧
適
用
法
人
の
業
務
を
含
む
。）に
よ
る
障
害
又
は
死
亡
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一

改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額

二

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付

（
平
成
二
十
三
年
地
共
済
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
年
金
で
あ
る
給
付

を
除
く
。）

三

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
年
金

四

旧
地
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付

五

改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額

六

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付

七

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
年
金

八

旧
国
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付

九

改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
第
三
号
厚
生
年
金
又
は
第
二
号
厚
生
年
金
に
限
る
。）

（
併
給
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共

済
年
金
の
額
の
特
例
）

第
百
二
十
五
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
（
な
お
効
力
を
有
す
る
改

正
前
地
共
済
法
第
九
十
九
条
の
四
の
二
若
し
く
は
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
国
共
済
法
第
九
十
一
条
の
二
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
者
又
は
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
（
平
成
二
十
四

年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
年
金
、
第
三
号
厚
生
年
金
又
は

第
二
号
厚
生
年
金
の
受
給
権
者
に
限
る
。）を
除
く
。）が
前
条
に
規
定
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給
を
併
せ
て
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
百
二
十
六
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定

及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
る
場
合
（
当
該
控
除
に
係

る
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
併
給
年

金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
併
給
年
金
」
と
い
う
。）の
い
ず
れ
か
が
、
第
五
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
控
除
対

象
年
金
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）で
あ
っ
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則

第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
後
の
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
後
退
職
共
済
年
金

額
」と
い
う
。）と
第
五
十
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
年
金
額
控
除
規
定
の
適
用
後
の
併
給
年
金
の
額
と
の
合
計
額（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
後
年
金
総
額
」
と
い
う
。）が
控
除
調
整
下
限
額
よ
り
少
な
い
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
控
除
後
退
職

共
済
年
金
額
に
、
控
除
調
整
下
限
額
と
控
除
後
年
金
総
額
と
の
差
額
に
調
整
率
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
二
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
前
の
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
の
額
と
第
五
十
八
条

第
四
項
に
規
定
す
る
年
金
額
控
除
規
定
の
適
用
前
の
併
給
年
金
の
額
と
の
合
計
額
か
ら
控
除
後
年
金
総
額
を
控
除
し

て
得
た
額
に
対
す
る
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
二
条
第
一
項
に

規
定
す
る
退
職
共
済
年
金
控
除
額
の
割
合
を
い
う
。）を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
を
も
っ
て
平
成

二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
の
額
と
す
る
。

２

国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
又
は
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
よ
り
少
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
又

は
障
害
基
礎
年
金
の
額
を
控
除
し
た
額
よ
り
少
な
い
」
と
、「
控
除
調
整
下
限
額
と
」
と
あ
る
の
は
「
控
除
調
整
下
限

額
か
ら
国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
又
は
障
害
基
礎
年
金
の
額
を
控
除
し
た
額
と
」
と
す
る
。

第
百
二
十
七
条

第
百
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
二
条
第
一

項
に
規
定
す
る
併
給
年
金
（
旧
地
共
済
職
域
加
算
遺
族
給
付
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
並
び
に
旧

地
共
済
法
に
よ
る
遺
族
年
金
及
び
通
算
遺
族
年
金
、
旧
国
共
済
職
域
加
算
遺
族
給
付
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附

則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
遺

族
共
済
年
金
並
び
に
旧
国
共
済
法
に
よ
る
遺
族
年
金
及
び
通
算
遺
族
年
金
並
び
に
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る

年
金
た
る
保
険
給
付
（
第
三
号
厚
生
年
金
又
は
第
二
号
厚
生
年
金
に
限
る
。）の
う
ち
遺
族
厚
生
年
金
に
限
る
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
遺
族
支
給
特
例
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
遺
族
支
給
特
例
規
定
を
適
用

し
た
後
に
当
該
併
給
年
金
と
し
て
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
額
を
当
該
併
給
年
金
の
額
と
み
な
し
て
、
第
百
二
十

五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
二
条
の
規
定
及
び
前
条
の
規
定
を
適

用
す
る
。

（
加
給
年
金
額
に
相
当
す
る
額
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十

五
条
退
職
共
済
年
金
の
額
の
特
例
）

第
百
二
十
八
条

改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
四

年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
に
つ
い
て
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成

二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法

第
四
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
加
給
年
金
額
に
相
当
す
る
部
分
の
支
給
が
停
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合

に
お
け
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
並
び
に
第
百
二
十
六
条
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。





平
成
二
十
四
年
一

元
化
法
附
則
第
七

十
二
条
第
三
項

が
控
除
調
整
下
限
額

か
ら
加
給
年
金
額
相
当
額
を
控
除
し
た
額
が
控
除
調
整
下
限
額

を
も
っ
て

に
当
該
加
給
年
金
額
相
当
額
を
加
え
た
額
を
も
っ
て

第
百
二
十
六
条
第

一
項

と
い
う
。）が

と
い
う
。）か
ら
加
給
年
金
額
相
当
額
（
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法

の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
第

四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
を

い
う
。）を
控
除
し
た
額
が

を
も
っ
て

に
当
該
加
給
年
金
額
相
当
額
を
加
え
た
額
を
も
っ
て

第
一
項

障
害
共
済
年
金
の
額

（

障
害
共
済
年
金
の
額
か
ら
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
を
適

用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
（
第
三
項
に

お
い
て
「
加
給
年
金
額
相
当
額
」
と
い
う
。）を
控
除
し
て
得
た
額

（

は
、
同
項

は
、
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
九
条

同
項
の
規
定
に
よ
り

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り

第
三
項

が
控
除
調
整
下
限
額

か
ら
加
給
年
金
額
相
当
額
を
控
除
し
た
額
が
控
除
調
整
下
限
額

を
も
っ
て

に
当
該
加
給
年
金
額
相
当
額
を
加
え
た
額
を
も
っ
て

第
一
項

若
し
く
は
遺
族
基
礎

年
金
又
は
改
正
前
地

共
済
法
に
よ
る
職
域

加
算
額

又
は
遺
族
基
礎
年
金

と
す
る
。）

と
す
る
。）と
併
給
年
金
（
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
年

金
で
あ
る
給
付
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
額
と
の
合

計
額

は
、
同
項

は
、
附
則
第
六
十
五
条
及
び
第
六
十
九
条

同
項
の
規
定
に
よ
り

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り

第
三
項

が
控
除
調
整
下
限
額

と
併
給
年
金
の
額
と
の
合
計
額
が
控
除
調
整
下
限
額

、
控
除
調
整
下
限
額

、
当
該
控
除
後
の
遺
族
共
済
年
金
の
額
に
控
除
調
整
下
限
額
と
当

該
合
計
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報
２

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
が
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
、
又
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第

六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
の
額
を
改
定
す
る
。

（
追
加
費
用
対
象
期
間
を
有
す
る
者
で
控
除
期
間
等
の
期
間
を
有
す
る
も
の
に
係
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則

第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
の
額
の
特
例
）

第
百
二
十
九
条

控
除
期
間
等
の
期
間
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
期
間

等
の
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）を
有
す
る
者
（
地
共
済
組
合
員
等
期
間
が
二
十
年
以
上
で
あ
る
者
に
限
る
。）に
対

す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
、
附
則
第
六
十

五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
、
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
九
条
」
と
、「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ

ら
」
と
、「
月
数
を
」
と
あ
る
の
は
「
月
数
か
ら
附
則
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
期
間
等
の
期
間
の
月
数

を
控
除
し
た
月
数
を
」
と
す
る
。

（
加
給
年
金
額
に
相
当
す
る
額
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十

五
条
障
害
共
済
年
金
の
額
の
特
例
）

第
百
三
十
条

改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
四

年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
年
金
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
に
つ
い
て
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
を
適
用
す

る
と
し
た
な
ら
ば
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
に
つ
い
て
加
算
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
配
偶
者
が
老
齢
厚
生
年
金

（
そ
の
年
金
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
被
保
険
者
期
間
の
月
数
が
二
百
四
十
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。）、
障
害
厚

生
年
金
若
し
く
は
国
民
年
金
法
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金
又
は
改
正
後
厚
年
令
第
三
条
の
七
各
号
に
掲
げ
る
年
金
で
あ

る
給
付
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
三
条
第
一
項
及
び

第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

２

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
年
金
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
が
前
項
に
規
定
す

る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
、
又
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
障
害
共
済
年
金
の
額

を
改
定
す
る
。

（
追
加
費
用
対
象
期
間
を
有
す
る
者
で
控
除
期
間
等
の
期
間
を
有
す
る
も
の
に
係
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則

第
六
十
五
条
障
害
共
済
年
金
の
額
の
特
例
）

第
百
三
十
一
条

控
除
期
間
等
の
期
間
を
有
す
る
者
（
地
共
済
組
合
員
等
期
間
が
二
十
五
年
以
上
で
あ
る
者
に
限
る
。）

に
対
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
は
、同
項
」

と
あ
る
の
は
「
は
、
同
項
及
び
附
則
第
七
十
条
」
と
、「
同
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

り
」
と
、「
月
数
を
」
と
あ
る
の
は
「
月
数
か
ら
附
則
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
期
間
等
の
期
間
の
月
数

（
そ
の
月
数
が
地
共
済
組
合
員
等
期
間
の
月
数
か
ら
三
百
月
を
控
除
し
た
月
数
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
控
除
し
た

月
数
）
を
控
除
し
た
月
数
を
」
と
す
る
。

（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
年
金

で
あ
る
給
付
）

第
百
三
十
二
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
年
金
で
あ
る
給
付

は
、
次
に
掲
げ
る
年
金
で
あ
る
給
付
と
す
る
。

一

改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額

二

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付

（
平
成
二
十
三
年
地
共
済
改
正
法
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
年
金
で
あ
る
給
付

を
除
く
。）

三

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
年
金

四

旧
地
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付

五

改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額

六

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付

七

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
年
金

八

旧
国
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付

九

改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
第
三
号
厚
生
年
金
又
は
第
二
号
厚
生
年
金
に
限
る
。）

（
併
給
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共

済
年
金
の
額
の
特
例
）

第
百
三
十
三
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
（
改
正
後
厚
生
年
金
保
険

法
第
六
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。）が
前
条
に
規
定
す
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
支
給
を
併
せ

て
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。





平
成
二
十
四
年
一

元
化
法
附
則
第
七

十
四
条
第
一
項

の
額
（

の
額
か
ら
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年

金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済

組
合
法
及
び
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生

年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
よ
る
長
期
給
付

等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第

三
百
四
十
七
号
）
第
百
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
定
に
よ

り
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
額
（
第
三
項
に
お
い
て
「
加
算
額
相

当
額
」
と
い
う
。）を
控
除
し
て
得
た
額
（

は
、
同
項

は
、
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
及
び
第
六
十
九
条

同
項
の
規
定
に
よ
り

こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り

平
成
二
十
四
年
一

元
化
法
附
則
第
七

十
四
条
第
三
項

が
控
除
調
整
下
限
額

か
ら
加
算
額
相
当
額
を
控
除
し
た
額
が
控
除
調
整
下
限
額

を
も
っ
て

に
当
該
加
算
額
相
当
額
を
加
え
た
額
を
も
っ
て

第
百
三
十
四
条
第

一
項

が
控
除
調
整
下
限
額

か
ら
第
百
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
定
に
よ
り
加
算
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
加
算
額
相
当
額
」

と
い
う
。）を
控
除
し
た
額
が
控
除
調
整
下
限
額

を
も
っ
て

に
当
該
加
算
額
相
当
額
を
加
え
た
額
を
も
っ
て

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報
第
百
三
十
四
条

前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定

及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
が
行
わ
れ
る
場
合
（
当
該
控
除
に
係

る
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
併
給
年

金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
併
給
年
金
」
と
い
う
。）の
い
ず
れ
か
が
、
第
五
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
控
除
対

象
年
金
で
あ
る
場
合
に
限
る
。）で
あ
っ
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則

第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
後
の
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
後
遺
族
共
済
年
金

額
」と
い
う
。）と
第
六
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
年
金
額
控
除
規
定
の
適
用
後
の
併
給
年
金
の
額
と
の
合
計
額（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
後
年
金
総
額
」
と
い
う
。）が
控
除
調
整
下
限
額
よ
り
少
な
い
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
控
除
後
遺
族

共
済
年
金
額
に
、
控
除
調
整
下
限
額
と
控
除
後
年
金
総
額
と
の
差
額
に
調
整
率
（
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら

れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
前
遺
族
共
済
年
金
額
と
第
六
十
七
条
第

三
項
に
規
定
す
る
年
金
額
控
除
規
定
の
適
用
前
の
併
給
年
金
の
額
と
の
合
計
額
か
ら
控
除
後
年
金
総
額
を
控
除
し
て

得
た
額
に
対
す
る
前
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
遺
族
共
済
年
金
控
除
額
の
割
合
を
い
う
。）を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
加
え
た
額
を
も
っ
て
平
成
二

十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
の
額
と
す
る
。

２

国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
又
は
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
お
け

る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
よ
り
少
な
い
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る

老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
又
は
遺
族
基
礎
年
金
の
額
を
控
除
し
た
額
よ
り
少
な
い
」
と
、「
控
除
調
整
下
限
額

と
」
と
あ
る
の
は
「
控
除
調
整
下
限
額
か
ら
国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
又
は
遺

族
基
礎
年
金
の
額
を
控
除
し
た
額
と
」
と
す
る
。

第
百
三
十
五
条

第
百
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
併
給
年
金
（
旧
地
共
済
職
域
加
算
退
職
給
付
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
、
旧
国
共

済
職
域
加
算
退
職
給
付
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済

年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
退
職
共
済
年
金
及
び
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た

る
保
険
給
付
（
第
三
号
厚
生
年
金
又
は
第
二
号
厚
生
年
金
に
限
る
。）の
う
ち
老
齢
厚
生
年
金
に
限
る
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第

六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
六
条
第
六
項
の
規
定

が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
を
適
用
し
た
後
に
当
該
併
給
年
金
と
し
て
支
給
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
額

を
当
該
併
給
年
金
の
額
と
み
な
し
て
、
第
百
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

附
則
第
七
十
四
条
の
規
定
及
び
前
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
妻
に
対
す
る
加
算
額
に
相
当
す
る
額
の
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則

第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
の
額
の
特
例
）

第
百
三
十
六
条

改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
二

条
第
一
項
又
は
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
が
行
わ
れ
る
こ
と

と
な
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
に
つ
い
て
、
そ
の
受
給
権
者
で

あ
る
妻
が
、
組
合
員
若
し
く
は
組
合
員
で
あ
っ
た
者
の
死
亡
に
つ
い
て
国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
遺
族
基
礎
年
金

の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
金
額

が
加
算
さ
れ
た
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
又
は
国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
基
礎

年
金
若
し
く
は
旧
国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
年
金
若
し
く
は
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
加
算
さ
れ
た
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け

る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
並
び
に
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

２

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
る
者
が
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
該

当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
、
又
は
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第

六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
の
額
を
改
定
す
る
。

（
追
加
費
用
対
象
期
間
を
有
す
る
者
で
共
済
控
除
期
間
等
の
期
間
を
有
す
る
も
の
に
係
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
の
額
の
特
例
）

第
百
三
十
七
条

控
除
期
間
等
の
期
間
を
有
す
る
者
（
地
共
済
組
合
員
等
期
間
が
二
十
五
年
以
上
で
あ
る
者
に
限
る
。）

の
遺
族
に
対
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中「
は
、

同
項
」
と
あ
る
の
は
「
は
、
同
項
及
び
附
則
第
七
十
一
条
」
と
、「
同
項
の
規
定
に
よ
り
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
ら
の

規
定
に
よ
り
」
と
、「
月
数
を
」
と
あ
る
の
は
「
月
数
か
ら
附
則
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
期
間
等
の
期

間
の
月
数
（
そ
の
月
数
が
地
共
済
組
合
員
等
期
間
の
月
数
か
ら
三
百
月
を
控
除
し
た
月
数
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の

控
除
し
た
月
数
）
を
控
除
し
た
月
数
を
」
と
す
る
。

（
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
等
の
規
定
に
よ
り
退
職
共
済
年
金
及
び
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
を
併
せ
て
受
け

る
場
合
に
お
け
る
年
金
の
額
の
特
例
）

第
百
三
十
八
条

な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
昭
和
六
十
年
地
共
済
改
正
法
附
則
第
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
退
職

年
金
と
み
な
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年

金
、
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
昭
和
六
十
年
国
共
済
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
旧
国
共
済
法

に
よ
る
退
職
年
金
と
み
な
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退

職
共
済
年
金
又
は
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法

附
則
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六

十
五
条
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
者
が
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
昭
和
六
十
年
地
共
済
改
正
法
附
則
第
十
条
第
四

項
、
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
昭
和
六
十
年
国
共
済
改
正
法
附
則
第
十
一
条
第
四
項
又
は
昭
和
六
十
年
国
民
年
金

等
改
正
法
附
則
第
五
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺

族
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
又
は
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る

年
金
た
る
保
険
給
付
（
第
三
号
厚
生
年
金
又
は
第
二
号
厚
生
年
金
に
限
る
。）の
う
ち
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
を
併
せ

て
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
第
百
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化

法
附
則
第
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年

一
元
化
法
附
則
第
七
十
四
条
第
一
項
の
規
定
並
び
に
第
百
二
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
と
す
る
。





第
百
二
十
五
条
の

規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
平
成

二
十
四
年
一
元
化

法
附
則
第
七
十
二

条
第
一
項

の
額
（

の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（

）
の
額

）
の
額
（
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
う
ち
退
職
を

支
給
事
由
と
す
る
も
の
、
旧
地
共
済
法
に
よ
る
退
職
年
金
、
減
額

退
職
年
金
若
し
く
は
通
算
退
職
年
金
又
は
旧
国
共
済
法
に
よ
る
退

職
年
金
、減
額
退
職
年
金
若
し
く
は
通
算
退
職
年
金
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
。）

第
百
二
十
五
条
の

規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
平
成

二
十
四
年
一
元
化

法
附
則
第
七
十
二

条
第
三
項

と
併
給
年
金

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
併
給
年
金

相
当
す
る

相
当
す
る
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た

第
百
三
十
三
条
の

規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
平
成

二
十
四
年
一
元
化

法
附
則
第
七
十
四

条
第
一
項

）
の
額

）
の
額
（
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
う
ち
退
職
を

支
給
事
由
と
す
る
も
の
、
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
、
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
地
方
公
務
員
共
済
組
合
（
附
則
第
五
十
六
条
第
二
項
に
規

定
す
る
地
方
公
務
員
共
済
組
合
を
い
う
。）が
支
給
す
る
年
金
で
あ

る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
若
し
く
は
旧
地
共
済
法
に
よ
る
退

職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
若
し
く
は
通
算
退
職
年
金
又
は
改
正
前

国
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
（
附
則
第
三
十
六
条
第
五
項
に
規

定
す
る
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
を
い
う
。）の
う
ち

退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
、
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
、
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
が
支
給
す
る
年
金

で
あ
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
若
し
く
は
旧
国
共
済
法
に
よ

る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
若
し
く
は
通
算
退
職
年
金
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
第
三
項
に

お
い
て
同
じ
。）

第
百
二
十
六
条
第

一
項

と
い
う
。）と

と
い
う
。）の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と

適
用
後
の
併
給
年
金

の
額

適
用
後
の
併
給
年
金
の
額
（
旧
地
共
済
職
域
加
算
退
職
給
付
、
旧

地
共
済
法
に
よ
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
若
し
く
は
通
算
退

職
年
金
又
は
旧
国
共
済
法
に
よ
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
若

し
く
は
通
算
退
職
年
金
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
の
二
分
の
一
に
相

当
す
る
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

控
除
後
年
金
総
額
を

控
除
後
退
職
共
済
年
金
額
と
年
金
額
控
除
規
定
の
適
用
後
の
併
給

年
金
の
額
と
の
合
計
額
を

相
当
す
る

相
当
す
る
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た

第
百
三
十
四
条
第

一
項

適
用
後
の
併
給
年
金

の
額

適
用
後
の
併
給
年
金
の
額
（
旧
地
共
済
職
域
加
算
退
職
給
付
、
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給

付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六

十
五
条
退
職
共
済
年
金
若
し
く
は
旧
地
共
済
法
に
よ
る
退
職
年

金
、
減
額
退
職
年
金
若
し
く
は
通
算
退
職
年
金
又
は
旧
国
共
済
職

域
加
算
退
職
給
付
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条

第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四

年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
退
職
共
済
年
金
若
し
く
は
旧
国
共

済
法
に
よ
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
若
し
く
は
通
算
退
職
年

金
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

控
除
後
年
金
総
額
を

控
除
後
遺
族
共
済
年
金
額
と
年
金
額
控
除
規
定
の
適
用
後
の
併
給

年
金
の
額
と
の
合
計
額
を

第
百
二
十
五
条
の

規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
平
成

二
十
四
年
一
元
化

法
附
則
第
七
十
二

条
第
一
項

の
額
（

の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
（

）
の
額

）
の
額
（
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
う
ち
死
亡
を

支
給
事
由
と
す
る
も
の
、
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
若
し
く
は
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
地
方
公
務
員
共
済
組
合
（
附
則
第
五
十
六
条
第
二

項
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
共
済
組
合
を
い
う
。）が
支
給
す
る
年

金
で
あ
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、
改
正
前
国
共
済
法
に
よ

る
職
域
加
算
額
（
附
則
第
三
十
六
条
第
五
項
に
規
定
す
る
改
正
前

国
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
を
い
う
。）の
う
ち
死
亡
を
支
給
事

由
と
す
る
も
の
、
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の

う
ち
遺
族
共
済
年
金
若
し
く
は
附
則
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
が
支
給
す
る
年
金
で
あ
る

給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
又
は
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ

る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
に
基

づ
く
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
保
険
給
付
又
は
第
二
号
厚

生
年
金
被
保
険
者
期
間
に
基
づ
く
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ

る
保
険
給
付
に
限
る
。）の
う
ち
遺
族
厚
生
年
金
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
と
し
、
改
正
前
地
共
済
法
に
よ

る
職
域
加
算
額
の
う
ち
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
、
旧
地
共

済
法
に
よ
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
若
し
く
は
通
算
退
職
年

金
又
は
旧
国
共
済
法
に
よ
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
若
し
く

は
通
算
退
職
年
金
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す

る
額
と
す
る
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）

第
百
二
十
五
条
の

規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
平
成

二
十
四
年
一
元
化

法
附
則
第
七
十
二

条
第
三
項

と
併
給
年
金

の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
併
給
年
金

相
当
す
る

相
当
す
る
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

第
百
三
十
九
条

平
成
十
六
年
地
共
済
改
正
法
附
則
第
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
平
成
十
六
年
地
共
済
改
正
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合

法
第
七
十
六
条
の
二
の
規
定
、
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
平
成
十
六
年
国
共
済
改
正
法
附
則
第
十
八
条
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
改
正
前
平
成
十
六
年
国
共
済
改
正
法
第
五
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
七
十
四
条
の
二
の
規
定
又
は
平
成
十
六
年
国
民
年
金
法
等
改

正
法
附
則
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
平
成
十
六

年
国
民
年
金
法
等
改
正
法
第
十
二
条
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
三
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
旧
地
共

済
職
域
加
算
退
職
給
付
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済

年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
、
旧
国
共
済
職
域
加
算
退
職
給
付
、
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四

年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
退
職
共
済
年
金
又
は
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
第
三

号
厚
生
年
金
又
は
第
二
号
厚
生
年
金
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
う
ち
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
者

が
旧
地
共
済
職
域
加
算
遺
族
給
付
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち

遺
族
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
、
旧
国
共
済
職
域
加
算
遺
族

給
付
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
若
し
く
は
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
遺
族
共
済
年
金
又
は
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給

付
の
う
ち
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
を
併
せ
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
第
百
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
百
三
十
三
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
並
び
に
第
百
二

十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。





第
百
三
十
三
条
の

規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
平
成

二
十
四
年
一
元
化

法
附
則
第
七
十
四

条
第
一
項

の
額
（

の
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
（

）
の
額

）
の
額
（
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
う
ち
死
亡
を

支
給
事
由
と
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
の
三
分
の
二
に
相

当
す
る
額
と
し
、
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
う
ち

退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
、
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
、
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
地
方
公
務
員
共
済
組
合
（
附
則
第
五
十
六
条
第
二

項
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
共
済
組
合
を
い
う
。）が
支
給
す
る
年

金
で
あ
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
若
し
く
は
旧
地
共
済
法
に

よ
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
若
し
く
は
通
算
退
職
年
金
、
改

正
前
国
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
（
附
則
第
三
十
六
条
第
五
項

に
規
定
す
る
改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
を
い
う
。）の

う
ち
退
職
を
支
給
事
由
と
す
る
も
の
、
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
、
附
則
第
四
十
一
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
が
支
給
す
る

年
金
で
あ
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
若
し
く
は
旧
国
共
済
法

に
よ
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
若
し
く
は
通
算
退
職
年
金
又

は
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
第
三

号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
に
基
づ
く
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法

に
よ
る
保
険
給
付
又
は
第
二
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
期
間
に
基
づ

く
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
保
険
給
付
に
限
る
。）の
う
ち

老
齢
厚
生
年
金
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る

額
と
す
る
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）

附
則
第
六
十
五
条
及

び
第
六
十
九
条

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第

百
四
号
）
附
則
第
四
十
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
同
法
第
十
二
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
条
及
び
第
六
十
一
条

第
百
三
十
三
条
の

規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
平
成

二
十
四
年
一
元
化

法
附
則
第
七
十
四

条
第
三
項

と
併
給
年
金

の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
と
併
給
年
金

相
当
す
る

相
当
す
る
額
に
二
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た

第
百
二
十
六
条
第

一
項

と
い
う
。）と

と
い
う
。）の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と

適
用
後
の
併
給
年
金

の
額

適
用
後
の
併
給
年
金
の
額
（
旧
地
共
済
職
域
加
算
遺
族
給
付
、
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給

付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附

則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
、旧
国
共
済
職
域
加
算
遺
族
給
付
、

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る

給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

附
則
第
四
十
一
条
遺
族
共
済
年
金
又
は
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法

に
よ
る
年
金
た
る
保
険
給
付
（
第
三
号
厚
生
年
金
又
は
第
二
号
厚

生
年
金
に
限
る
。）の
う
ち
遺
族
厚
生
年
金
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額

の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
と
し
、
旧
地
共
済
職
域
加
算
退
職
給

付
、
旧
地
共
済
法
に
よ
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
若
し
く
は

通
算
退
職
年
金
又
は
旧
国
共
済
法
に
よ
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職

年
金
若
し
く
は
通
算
退
職
年
金
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
の
二
分
の

一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）

控
除
後
年
金
総
額
を

控
除
後
退
職
共
済
年
金
額
と
年
金
額
控
除
規
定
の
適
用
後
の
併
給

年
金
の
額
と
の
合
計
額
を

相
当
す
る

相
当
す
る
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た

第
百
三
十
四
条
第

一
項

と
い
う
。）と

と
い
う
。）の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
と

適
用
後
の
併
給
年
金

の
額

適
用
後
の
併
給
年
金
の
額
（
旧
地
共
済
職
域
加
算
遺
族
給
付
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
と
し
、
旧
地
共

済
職
域
加
算
退
職
給
付
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
、
平
成
二

十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
若
し
く
は
旧

地
共
済
法
に
よ
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金
若
し
く
は
通
算
退

職
年
金
、
旧
国
共
済
職
域
加
算
退
職
給
付
、
平
成
二
十
四
年
一
元

化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共

済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
退
職
共
済

年
金
若
し
く
は
旧
国
共
済
法
に
よ
る
退
職
年
金
、
減
額
退
職
年
金

若
し
く
は
通
算
退
職
年
金
又
は
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る

年
金
た
る
保
険
給
付
（
第
三
号
厚
生
年
金
又
は
第
二
号
厚
生
年
金

に
限
る
。）の
う
ち
老
齢
厚
生
年
金
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
の
二
分

の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。）

控
除
後
年
金
総
額
を

控
除
後
遺
族
共
済
年
金
額
と
年
金
額
控
除
規
定
の
適
用
後
の
併
給

年
金
の
額
と
の
合
計
額
を

相
当
す
る

相
当
す
る
額
に
二
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
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（
追
加
費
用
対
象
期
間
を
有
す
る
団
体
職
員
で
あ
っ
た
再
就
職
者
に
係
る
退
職
共
済
年
金
等
の
額
の
特
例
）

第
百
四
十
条

な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
地
共
済
施
行
法
第
八
十
九
条
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
平
成
二
十
四
年
一

元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
障
害
共
済
年
金
及
び
平
成

二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
は
団
体
更
新
組
合
員
（
な

お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
地
共
済
施
行
法
第
八
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
団
体
更
新
組
合
員
を
い
う
。）で

あ
る
も
の
と
み
な
し
て
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
二
条
、
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
六
条
の
規
定
を

適
用
す
る
。

第
五
節

退
職
共
済
年
金
等
及
び
遺
族
共
済
年
金
等
の
支
給
を
併
せ
て
受
け
る
場
合
に
お
け
る
年
金
の
額
の

特
例

第
百
四
十
一
条

改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
等
及
び
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金
等
（
な

お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
地
共
済
法
第
九
十
七
条
第
二
項
又
は
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
（
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
厚

生
年
金
保
険
法
を
い
い
、
平
成
二
十
七
年
厚
年
経
過
措
置
政
令
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
規
定
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
読
替
え
後
の
も
の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
そ
の
額
が
算
定
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。）の
受
給
権
者
（
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
地
共
済
法
第
九
十
九
条
の

四
の
二
、
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
国
共
済
法
第
九
十
一
条
の
二
又
は
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
四
条
の

二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
限
る
。）に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
年
金
で
あ
る
給
付
の
い
ず
れ
か
が
第
五
十
八
条
第

三
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
年
金
で
あ
り
、
か
つ
、
控
除
前
退
職
共
済
年
金
等
の
額
（
退
職
共
済
年
金
額
算
定
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
額
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年

金
の
受
給
権
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、零
と
す
る
。）及
び
老
齢
厚
生
年
金
額
算
定
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額（
第

三
号
厚
生
年
金
の
う
ち
老
齢
厚
生
年
金
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
の
受
給
権

の
い
ず
れ
も
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
零
と
す
る
。）の
合
計
額
を
い
い
、
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額

が
支
給
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
を
加
え
た
額
と
し
、
退
職
特
例
年
金
給
付
（
改
正
後
平
成
九
年
国
共
済
経

過
措
置
政
令
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
退
職
特
例
年
金
給
付
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
受
給
権
を

有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
老
齢
厚
生
年
金
相
当
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）と
控
除
前
遺
族
共

済
年
金
等
の
額
（
遺
族
共
済
年
金
額
算
定
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条

第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
零
と
す
る
。）又
は
遺
族

厚
生
年
金
額
算
定
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
第
三
号
遺
族
厚
生
年
金
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十

五
条
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
の
い
ず
れ
も
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
零
と
す
る
。）を
い
い
、
改
正
前
地
共
済
法

に
よ
る
職
域
加
算
額
が
支
給
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
を
加
え
た
額
と
し
、
遺
族
特
例
年
金
給
付
（
改
正
後

平
成
九
年
国
共
済
経
過
措
置
政
令
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
遺
族
特
例
年
金
給
付
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。）の
受
給
権
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
国
共
済
経
過
措
置
政
令
第
百
三
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
改
正
後
平
成
九
年
国
共
済
経
過
措
置
政
令
第
十
三
条
第
一
項
第
九
号
又
は
第
十
号
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
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額
を
基
礎
と
し
て
財
務
大
臣
が
定
め
る
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）と
の
う
ち
い
ず
れ
か
多
い

額
が
控
除
前
控
除
調
整
下
限
額
を
超
え
る
と
き
は
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
、
同
項
に
規
定
す
る

給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、
第
三
号
遺
族
厚
生
年
金
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済

年
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金

次
の
イ
又
は

ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

当
該
退
職
共
済
年
金
が
第
五
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
年
金
で
な
い
場
合

退
職
共
済
年
金
額

算
定
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額

ロ

当
該
退
職
共
済
年
金
が
第
五
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
年
金
で
あ
る
場
合

退
職
共
済
年
金
額

算
定
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
か
ら
当
該
算
定
し
た
額
（
国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
又
は
障

害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
第
五
十
五
条
に
規
定
す
る
乗
じ
て
得
た
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。
以

下
こ
の
ロ
に
お
い
て
「
控
除
前
退
職
共
済
年
金
額
」
と
い
う
。）を
組
合
員
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
の
百

分
の
二
十
七
に
相
当
す
る
額
に
追
加
費
用
対
象
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
控
除
前
退
職
共
済
年
金
額

の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
を
控
除
し
た
額

二

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金

老
齢
厚
生
年
金
額
算
定
規
定
に
よ
り
算
定
し
た

額
か
ら
当
該
算
定
し
た
額
（
国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
又
は
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場

合
に
は
第
百
二
十
三
条
に
規
定
す
る
乗
じ
て
得
た
額
を
、
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
が
支
給
さ
れ
る

場
合
に
は
そ
の
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
え
た
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
控
除
前
退
職
共
済
年
金
額
」
と

い
う
。）を
地
共
済
組
合
員
等
期
間
の
月
数
で
除
し
て
得
た
額
の
百
分
の
二
十
七
に
相
当
す
る
額
に
追
加
費
用
対
象

期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
控
除
前
退
職
共
済
年
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い

額
を
控
除
し
た
額

三

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金

次
の
イ
又
は

ロ
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
額

イ

当
該
遺
族
共
済
年
金
が
第
五
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
年
金
で
な
い
場
合

第
一
号
に
定
め
る

額
又
は
前
号
に
定
め
る
額
を
基
礎
と
し
て
遺
族
共
済
年
金
額
算
定
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額

ロ

当
該
遺
族
共
済
年
金
が
第
五
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
控
除
対
象
年
金
で
あ
る
場
合

第
一
号
に
定
め
る

額
又
は
前
号
に
定
め
る
額
と
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
地
共
済
法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定

の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
か
ら
当
該
算
定
し
た
額
を
組
合
員
期
間
の
月
数
（
改
正
前
地
共
済
法
第
九
十
九
条
第

一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
遺
族
共
済
年
金
に
あ
っ
て

は
、
当
該
月
数
が
三
百
月
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
三
百
月
）
で
除
し
て
得
た
額
の
百
分
の
二
十
七
に
相
当
す
る

額
に
追
加
費
用
対
象
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
算
定
し
た
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
の
い

ず
れ
か
少
な
い
額
を
控
除
し
た
額
と
を
基
礎
と
し
て
遺
族
共
済
年
金
額
算
定
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額

四

第
三
号
遺
族
厚
生
年
金

第
一
号
に
定
め
る
額
又
は
第
二
号
に
定
め
る
額
を
基
礎
と
し
て
遺
族
厚
生
年
金
額
算

定
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額

五

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金

第
一
号
に
定
め
る
額
又
は
第
二
号
に
定
め
る
額

と
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
か
ら
当
該
算
定
し
た
額

（
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
額
を
加
え
た
額
）
を
地
共
済
組
合
員

等
期
間
の
月
数
（
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
第
五
十
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
こ
と
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
に
あ
っ
て
は
、
当
該

月
数
が
三
百
月
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
三
百
月
）
で
除
し
て
得
た
額
の
百
分
の
二
十
七
に
相
当
す
る
額
に
追
加
費

用
対
象
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
又
は
当
該
算
定
し
た
額
の
百
分
の
十
に
相
当
す
る
額
の
い
ず
れ
か
少
な
い

額
を
控
除
し
た
額
を
基
礎
と
し
て
遺
族
厚
生
年
金
額
算
定
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
控
除
後
退
職
共
済
年
金
等
の
額
（
同
項
第
一
号
に
定
め
る
額
、
第
三
号
厚
生
年
金
の
う

ち
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
老
齢
厚
生
年
金
額
算
定
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
第
三
号
厚
生
年
金
の
う
ち
老
齢
厚

生
年
金
の
受
給
権
を
有
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
零
と
す
る
。）及
び
同
項
第
二
号
に
定
め
る
額
の
合
計
額
を
い
い
、

改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
が
支
給
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
を
加
え
た
額
と
し
、
退
職
特
例
年

金
給
付
が
支
給
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
老
齢
厚
生
年
金
相
当
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。）と
控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
の
額
（
前
項
第
三
号
に
定
め
る
額
、
同
項
第
四
号
に
定
め
る
額
又
は
同
項
第
五
号

に
定
め
る
額
を
い
い
、
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
が
支
給
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
を
加
え
た

額
と
し
、
遺
族
特
例
年
金
給
付
の
受
給
権
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
控
除
後
遺
族
厚
生
年
金
相
当
額
を
加
え
た
額

と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
い
ず
れ
も
が
控
除
調
整
下
限
額
よ
り
少
な
い
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
、
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
、
同
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、
第
三

号
遺
族
厚
生
年
金
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

控
除
前
退
職
共
済
年
金
等
の
額
が
控
除
前
控
除
調
整
下
限
額
を
超
え
、
か
つ
、
控
除
前
遺
族
共
済
年
金
等
の
額

が
控
除
前
控
除
調
整
下
限
額
以
下
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
区
分
に
応

じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金

控
除
後
控

除
調
整
下
限
額
（
第
三
号
厚
生
年
金
の
う
ち
老
齢
厚
生
年
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
第
三
号
老
齢
厚
生
年

金
」
と
い
う
。）の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
は
当
該
第
三
号
老
齢
厚
生
年
金
の
額
を
、
退
職
特
例
年
金
給
付
が

支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
老
齢
厚
生
年
金
相
当
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
額
）

ロ

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金

控
除
後
控
除
調
整
下
限
額
（
退
職
特
例
年
金

給
付
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
老
齢
厚
生
年
金
相
当
額
を
控
除
し
た
額
）

ハ

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金

前
項
第
三

号
に
定
め
る
額
に
、
控
除
後
控
除
調
整
下
限
額
か
ら
控
除
後
退
職
共
済
年
金
等
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
基

礎
と
し
て
遺
族
共
済
年
金
額
算
定
規
定
に
定
め
る
遺
族
共
済
年
金
の
額
の
算
定
方
法
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
加
え
た
額

ニ

第
三
号
遺
族
厚
生
年
金

控
除
後
控
除
調
整
下
限
額
を
基
礎
と
し
て
遺
族
厚
生
年
金
額
算
定
規
定
に
よ
り
算

定
し
た
額

ホ

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金

前
項
第
五
号
に
定
め
る
額
に
、
控
除
後
控
除

調
整
下
限
額
か
ら
控
除
後
退
職
共
済
年
金
等
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
て
遺
族
厚
生
年
金
額
算
定

規
定
に
定
め
る
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
算
定
方
法
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

額
を
加
え
た
額

二

控
除
前
退
職
共
済
年
金
等
の
額
が
控
除
前
控
除
調
整
下
限
額
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
控
除
前
遺
族
共
済
年
金
等

の
額
が
控
除
前
控
除
調
整
下
限
額
を
超
え
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金

前
項
第
一

号
に
定
め
る
額
に
、
控
除
後
控
除
調
整
下
限
額
か
ら
控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
基

礎
と
し
て
遺
族
共
済
年
金
額
算
定
規
定
に
定
め
る
遺
族
共
済
年
金
の
額
又
は
遺
族
厚
生
年
金
額
算
定
規
定
に
定

め
る
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
算
定
方
法
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
加
え

た
額

ロ

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金

前
項
第
二
号
に
定
め
る
額
に
、
控
除
後
控
除

調
整
下
限
額
か
ら
控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
て
遺
族
共
済
年
金
額
算
定

規
定
に
定
め
る
遺
族
共
済
年
金
の
額
又
は
遺
族
厚
生
年
金
額
算
定
規
定
に
定
め
る
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
算
定

方
法
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
加
え
た
額

ハ

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金

控
除
後
控

除
調
整
下
限
額
（
遺
族
特
例
年
金
給
付
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
控
除
後
遺
族
厚
生
年
金
相
当
額
に
控
除
後

控
除
調
整
下
限
額
か
ら
控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
て
遺
族
共
済
年
金
額

算
定
規
定
に
定
め
る
遺
族
共
済
年
金
の
額
の
算
定
方
法
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
額
を
加
え
た
額
を
除
い
た
額
。
ニ
及
び
ホ
に
お
い
て
同
じ
。）

ニ

第
三
号
遺
族
厚
生
年
金

控
除
後
控
除
調
整
下
限
額

ホ

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金

控
除
後
控
除
調
整
下
限
額





第
一
項

次
項
に
お
い
て
同

じ
。）と
控
除
前
遺
族

共
済
年
金
等
の
額

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）と
控
除
前
遺
族
共
済
年
金
等

支
給
額

（
平
成
二
十
四
年
一

元
化
法
附
則
第
六
十

一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
給
付
の
う
ち
遺

族
共
済
年
金
の
受
給

権
を
有
し
な
い
者
に

つ
い
て
は
、
零
と
す

る
。）又
は

か
ら
控
除
前
退
職
共
済
年
金
等
の
額
に
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正

前
地
共
済
法
第
九
十
九
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
比
率
を
乗

じ
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附

則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金

の
受
給
権
を
有
し
な
い
場
合
又
は
当
該
控
除
し
て
得
た
額
が
零
を

下
回
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
零
と
す
る
。）及
び

（
第
三
号
遺
族
厚
生

年
金
及
び
平
成
二
十

四
年
一
元
化
法
附
則

第
六
十
五
条
遺
族
共

済
年
金
の
受
給
権
の

い
ず
れ
も
有
し
な
い

者
に
つ
い
て
は
、
零

と
す
る
。）

か
ら
控
除
前
退
職
共
済
年
金
等
の
額
に
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正

前
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
比
率

を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
第
三
号
遺
族
厚
生
年
金

及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金

の
受
給
権
の
い
ず
れ
も
有
し
な
い
者
又
は
当
該
控
除
し
て
得
た
額

が
零
を
下
回
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
零
と
す
る
。）の
合
計
額

う
ち
い
ず
れ
か
多
い

額

合
計
額

第
二
項

控
除
後
遺
族
共
済
年

金
等
の
額
（
前
項
第

三
号
に
定
め
る
額
、

同
項
第
四
号
に
定
め

る
額
又
は
同
項
第
五

号
に
定
め
る
額
を
い

い
、
改
正
前
地
共
済

法
に
よ
る
職
域
加
算

額
が
支
給
さ
れ
る
者

に
つ
い
て
は
、
そ
の

額
を
加
え
た
額
と

し
、
遺
族
特
例
年
金

控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
支
給
額
（
前
項
第
三
号
に
定
め
る
額
か

ら
控
除
後
退
職
共
済
年
金
等
の
額
に
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前

地
共
済
法
第
九
十
九
条
の
二
第
二
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
比
率
を

乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年

金
の
受
給
権
を
有
し
な
い
場
合
又
は
当
該
控
除
し
て
得
た
額
が
零

を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）、
前
項
第
四
号
に
定
め
る
額

か
ら
控
除
後
退
職
共
済
年
金
等
の
額
に
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正

前
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
比
率

を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
第
三
号
遺
族
厚
生
年
金

の
受
給
権
を
有
し
な
い
場
合
又
は
当
該
控
除
し
て
得
た
額
が
零
を

下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。）及
び
前
項
第
五
号
に
定
め
る
額

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

４

共
済
控
除
期
間
等
の
期
間
を
有
す
る
者
（
組
合
員
期
間
又
は
地
共
済
組
合
員
等
期
間
が
二
十
年
以
上
で
あ
る
者
に

限
る
。）に
対
す
る
前
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
一
号
ロ
中
「
月
数
を
」
と
あ
る
の
は
「
月
数
か

ら
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
地
共
済
施
行
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
共
済
控
除
期
間
等
の
期
間
の
月
数
を

控
除
し
た
月
数
を
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
月
数
を
」
と
あ
る
の
は
「
月
数
か
ら
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第

六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
期
間
等
の
期
間
の
月
数
を
控
除
し
た
月
数
を
」
と
す
る
。

５

共
済
控
除
期
間
等
の
期
間
を
有
す
る
者
（
組
合
員
期
間
又
は
地
共
済
組
合
員
等
期
間
が
二
十
五
年
以
上
で
あ
る
者

に
限
る
。）の
遺
族
に
対
す
る
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
月
数

を
」
と
あ
る
の
は
「
月
数
か
ら
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
地
共
済
施
行
法
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
共
済

控
除
期
間
等
の
期
間
の
月
数（
そ
の
月
数
が
組
合
員
期
間
の
月
数
か
ら
三
百
月
を
控
除
し
た
月
数
を
超
え
る
と
き
は
、

そ
の
控
除
し
た
月
数
）
を
控
除
し
た
月
数
を
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
月
数
を
」
と
あ
る
の
は
「
月
数
か
ら
平
成
二

十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
期
間
等
の
期
間
の
月
数
（
そ
の
月
数
が
地
共
済
組
合

員
等
期
間
の
月
数
か
ら
三
百
月
を
控
除
し
た
月
数
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
控
除
し
た
月
数
）を
控
除
し
た
月
数
を
」

と
す
る
。

６

前
各
項
の
規
定
は
、
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
等
及
び
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金

等
（
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
地
共
済
法
第
九
十
九
条
の
二
第
二
項
又
は
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
厚
生
年
金

保
険
法
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
算
定
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）の
受
給
権
者
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三

控
除
前
退
職
共
済
年
金
等
の
額
及
び
控
除
前
遺
族
共
済
年
金
等
の
額
が
と
も
に
控
除
前
控
除
調
整
下
限
額
を
超

え
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
控
除
後
退
職
共
済
年
金
等
の
額
が
控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
の
額
を
超
え
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金

控
除
後
控

除
調
整
下
限
額（
第
三
号
老
齢
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
は
当
該
第
三
号
老
齢
厚
生
年
金
の
額
を
、

退
職
特
例
年
金
給
付
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
老
齢
厚
生
年
金
相
当
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
額
）

ロ

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金

控
除
後
控
除
調
整
下
限
額
（
退
職
特
例
年
金

給
付
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
老
齢
厚
生
年
金
相
当
額
を
控
除
し
た
額
）

ハ

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金

前
項
第
三

号
に
定
め
る
額
に
、
控
除
後
控
除
調
整
下
限
額
か
ら
控
除
後
退
職
共
済
年
金
等
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
基

礎
と
し
て
遺
族
共
済
年
金
額
算
定
規
定
に
定
め
る
遺
族
共
済
年
金
の
額
の
算
定
方
法
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
加
え
た
額

ニ

第
三
号
遺
族
厚
生
年
金

控
除
後
控
除
調
整
下
限
額
を
基
礎
と
し
て
遺
族
厚
生
年
金
額
算
定
規
定
に
よ
り
算

定
し
た
額

ホ

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金

前
項
第
五
号
に
定
め
る
額
に
、
控
除
後
控
除

調
整
下
限
額
か
ら
控
除
後
退
職
共
済
年
金
等
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
て
遺
族
厚
生
年
金
額
算
定

規
定
に
定
め
る
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
算
定
方
法
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た

額
を
加
え
た
額

四

控
除
前
退
職
共
済
年
金
等
の
額
及
び
控
除
前
遺
族
共
済
年
金
等
の
額
が
と
も
に
控
除
前
控
除
調
整
下
限
額
を
超

え
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
控
除
後
退
職
共
済
年
金
等
の
額
が
控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
の
額
以
下
で
あ
る
場
合

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金

前
項
第
一

号
に
定
め
る
額
に
、
控
除
後
控
除
調
整
下
限
額
か
ら
控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
基

礎
と
し
て
遺
族
共
済
年
金
額
算
定
規
定
に
定
め
る
遺
族
共
済
年
金
の
額
又
は
遺
族
厚
生
年
金
額
算
定
規
定
に
定

め
る
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
算
定
方
法
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
加
え

た
額

ロ

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金

前
項
第
二
号
に
定
め
る
額
に
、
控
除
後
控
除

調
整
下
限
額
か
ら
控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
て
遺
族
共
済
年
金
額
算
定

規
定
に
定
め
る
遺
族
共
済
年
金
の
額
又
は
遺
族
厚
生
年
金
額
算
定
規
定
に
定
め
る
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
算
定

方
法
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
加
え
た
額

ハ

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金

控
除
後
控

除
調
整
下
限
額
（
遺
族
特
例
年
金
給
付
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
、
控
除
後
遺
族
厚
生
年
金
相
当
額
に
控
除
後

控
除
調
整
下
限
額
か
ら
控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
て
遺
族
共
済
年
金
の

額
の
算
定
方
法
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
加
え
た
額
を
除
い
た
額
。
ニ

及
び
ホ
に
お
い
て
同
じ
。）

ニ

第
三
号
遺
族
厚
生
年
金

控
除
後
控
除
調
整
下
限
額

ホ

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金

控
除
後
控
除
調
整
下
限
額

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う

ち
遺
族
共
済
年
金
、
第
三
号
遺
族
厚
生
年
金
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
遺
族
共
済
年
金
等
」
と
い
う
。）の
支
給
を
受
け
る
者
が
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
地
共
済

法
第
九
十
九
条
の
七
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
又
は
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
三
条
第
一
項
第
二
号

か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
当
該
遺
族
共
済
年
金
等
を
受
け
る
権
利
を
失
っ
た
と
き

は
、
当
該
遺
族
共
済
年
金
等
と
併
せ
て
支
給
さ
れ
て
い
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規

定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
の
額
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
の
額
を

改
定
す
る
。





第
二
項
第
一
号

控
除
前
遺
族
共
済
年

金
等
の
額
が
控
除
前

控
除
調
整
下
限
額
以

下
で
あ
る

控
除
前
遺
族
共
済
年
金
等
支
給
額
が
零
と
な
る

第
二
項
第
二
号

控
除
前
遺
族
共
済
年

金
等
の
額

控
除
前
退
職
共
済
年
金
等
の
額
と
控
除
前
遺
族
共
済
年
金
等
支
給

額
と
の
合
計
額

給
付
の
受
給
権
を
有

す
る
者
に
つ
い
て

は
、
控
除
後
遺
族
厚

生
年
金
相
当
額
を
加

え
た
額
と
す
る
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。）の
い
ず
れ
も

か
ら
控
除
後
退
職
共
済
年
金
等
の
額
に
同
条
第
二
項
第
二
号
ロ
に

掲
げ
る
比
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
（
平
成
二
十

四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
を
有

し
な
い
場
合
又
は
当
該
控
除
し
て
得
た
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に

は
、
零
と
す
る
。）と
の
合
計
額
を
い
い
、
改
正
前
地
共
済
法
に
よ

る
職
域
加
算
額
が
支
給
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
額
を
加
え

た
額
と
し
、
遺
族
特
例
年
金
給
付
の
受
給
権
を
有
す
る
者
に
つ
い

て
は
、
控
除
後
遺
族
厚
生
年
金
相
当
額
を
加
え
た
額
と
す
る
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）と
の
合
計
額

第
二
項
第
二
号
ハ

控
除
後
控
除
調
整
下

限
額
（
遺
族
特
例
年

金
給
付
が
支
給
さ
れ

る
場
合
に
は
、
控
除

後
遺
族
厚
生
年
金
相

当
額
に
控
除
後
控
除

調
整
下
限
額
か
ら
控

除
後
遺
族
共
済
年
金

等
の
額
を
控
除
し
て

得
た
額
を
基
礎
と
し

て
遺
族
共
済
年
金
額

算
定
規
定
に
定
め
る

遺
族
共
済
年
金
の
額

の
算
定
方
法
を
勘
案

し
て
総
務
大
臣
が
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
定
し
た
額
を
加
え

た
額
を
除
い
た
額
。

ニ
及
び
ホ
に
お
い
て

同
じ
。）

前
項
第
三
号
に
定
め
る
額
に
、
控
除
後
控
除
調
整
下
限
額
か
ら
控

除
後
退
職
共
済
年
金
等
の
額
と
控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
支
給
額

と
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
て
遺
族
共
済
年
金

額
算
定
規
定
に
定
め
る
遺
族
共
済
年
金
の
額
の
算
定
方
法
を
勘
案

し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
加
え
た

額

第
二
項
第
二
号
ニ

控
除
後
控
除
調
整
下

限
額

前
項
第
四
号
に
定
め
る
額
に
、
控
除
後
控
除
調
整
下
限
額
か
ら
控

除
後
退
職
共
済
年
金
等
の
額
と
控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
支
給
額

と
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
て
遺
族
厚
生
年
金

額
算
定
規
定
に
定
め
る
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
算
定
方
法
を
勘
案

し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
加
え
た

額

第
二
項
第
二
号
ホ

控
除
後
控
除
調
整
下

限
額

前
項
第
五
号
に
定
め
る
額
に
、
控
除
後
控
除
調
整
下
限
額
か
ら
控

除
後
退
職
共
済
年
金
等
の
額
と
控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
支
給
額

と
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
て
遺
族
厚
生
年
金

額
算
定
規
定
に
定
め
る
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
算
定
方
法
を
勘
案

し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
加
え
た

額

第
二
項
第
三
号

及
び
控
除
前
遺
族
共

済
年
金
等
の
額
が
と

も
に
控
除
前
控
除
調

整
下
限
額

が
控
除
前
控
除
調
整
下
限
額
を
超
え
、
か
つ
、
控
除
前
遺
族
共
済

年
金
等
支
給
額
が
零

控
除
後
退
職
共
済
年

金
等
の
額
が
控
除
後

遺
族
共
済
年
金
等
の

額
を
超
え
る

控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
支
給
額
が
零
と
な
る

第
二
項
第
四
号
イ

及
び
ロ

控
除
後
遺
族
共
済
年

金
等
の
額

控
除
後
退
職
共
済
年
金
等
の
額
と
控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
支
給

額
と
の
合
計
額

第
二
項
第
四
号
ハ

控
除
後
控
除
調
整
下

限
額
（
遺
族
特
例
年

金
給
付
が
支
給
さ
れ

る
場
合
に
は
、
控
除

後
遺
族
厚
生
年
金
相

当
額
に
控
除
後
控
除

調
整
下
限
額
か
ら
控

除
後
遺
族
共
済
年
金

等
の
額
を
控
除
し
て

得
た
額
を
基
礎
と
し

て
遺
族
共
済
年
金
の

額
の
算
定
方
法
を
勘

案
し
て
総
務
大
臣
が

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
算
定
し
た
額
を
加

え
た
額
を
除
い
た

額
。
ニ
及
び
ホ
に
お

い
て
同
じ
。）

前
項
第
三
号
に
定
め
る
額
に
、
控
除
後
控
除
調
整
下
限
額
か
ら
控

除
後
退
職
共
済
年
金
等
の
額
と
控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
支
給
額

と
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
て
遺
族
共
済
年
金

額
算
定
規
定
に
定
め
る
遺
族
共
済
年
金
の
額
の
算
定
方
法
を
勘
案

し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
加
え
た

額

第
二
項
第
四
号
ニ

控
除
後
控
除
調
整
下

限
額

前
項
第
四
号
に
定
め
る
額
に
、
控
除
後
控
除
調
整
下
限
額
か
ら
控

除
後
退
職
共
済
年
金
等
の
額
と
控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
支
給
額

と
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
て
遺
族
厚
生
年
金

額
算
定
規
定
に
定
め
る
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
算
定
方
法
を
勘
案

し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
加
え
た

額

第
二
項
第
四
号
ホ

控
除
後
控
除
調
整
下

限
額

前
項
第
五
号
に
定
め
る
額
に
、
控
除
後
控
除
調
整
下
限
額
か
ら
控

除
後
退
職
共
済
年
金
等
の
額
と
控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
支
給
額

と
の
合
計
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
て
遺
族
厚
生
年
金

額
算
定
規
定
に
定
め
る
遺
族
厚
生
年
金
の
額
の
算
定
方
法
を
勘
案

し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
加
え
た

額

第
二
項
第
四
号

及
び
控
除
前
遺
族
共

済
年
金
等
の
額
が
と

も
に
控
除
前
控
除
調

整
下
限
額

が
控
除
前
控
除
調
整
下
限
額
を
超
え
、
か
つ
、
控
除
前
遺
族
共
済

年
金
等
支
給
額
が
零

控
除
後
退
職
共
済
年

金
等
の
額
が
控
除
後

遺
族
共
済
年
金
等
の

額
以
下
で
あ
る

控
除
後
遺
族
共
済
年
金
等
支
給
額
が
零
を
超
え
る

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

７

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
又
は
平
成
二
十
四

年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、
第
二
号
厚
生
年
金
の
う
ち
遺
族
厚
生
年
金
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第

四
十
一
条
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
（
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
国
共
済
法
第
九
十
一
条
の
二
又
は
改
正
後
厚

生
年
金
保
険
法
第
六
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
限
る
。）に
対
す
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則

第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退

職
共
済
年
金
の
額
は
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年

金
を
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
と
、
第
二
号
厚

生
年
金
の
う
ち
遺
族
厚
生
年
金
を
第
三
号
遺
族
厚
生
年
金
と
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
遺
族
共

済
年
金
を
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
前
各
項
の
規
定
を
適

用
し
た
場
合
に
算
定
さ
れ
る
額
と
す
る
。
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平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
、
第
二
号
厚
生
年

金
の
う
ち
老
齢
厚
生
年
金
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
退
職
共
済
年
金
及
び
平
成
二
十
四
年
一

元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、
第
三
号
遺
族
厚
生
年
金
又
は
平
成
二

十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
の
受
給
権
者
（
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
地
共
済
法
第
九
十

九
条
の
四
の
二
又
は
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
四
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
限
る
。）に
対
す
る

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
、
第
三
号
遺
族
厚
生

年
金
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
の
額
は
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第

三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
を
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項

に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
と
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
退
職
共
済
年
金
を
平
成

二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年
金
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定

を
適
用
し
た
場
合
に
算
定
さ
れ
る
額
と
す
る
。

９

改
正
前
地
共
済
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
た
平
成
二
十
四

年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
又
は
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
の

規
定
を
適
用
す
る
と
し
た
な
ら
ば
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る

加
給
年
金
額
が
加
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
退
職
共
済
年

金
に
つ
い
て
第
一
項
（
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
け
る
平
成
二
十

四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
の
額
の
算
定
そ
の
他
の
前
各
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

10

第
一
項
（
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
「
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
退

職
共
済
年
金
等
」
と
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
地
共
済
法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
退

職
共
済
年
金
等
を
い
う
。

11

第
一
項
（
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
「
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金

等
」
と
は
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
遺
族
共
済
年
金
又
は
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
遺
族
共
済
年
金
若
し
く
は
第
三
号
遺
族
厚
生
年
金
を
い
う
。

12

第
一
項
（
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
「
退
職
共
済
年
金
額
算
定
規
定
」
と
は
、
な

お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
地
共
済
法
第
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
八
十

条
の
二
第
四
項
並
び
に
附
則
第
二
十
四
条
の
二
第
四
項
及
び
第
二
十
六
条
第
十
項
の
規
定
、
な
お
効
力
を
有
す
る
改

正
前
地
共
済
施
行
法
第
十
三
条
の
規
定
、
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
昭
和
六
十
年
地
共
済
改
正
法
附
則
第
十
六
条

第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
並
び
に
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
地
共
済
令
附
則
第
七
十

二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
を
い
う
。

13

第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
「
老
齢
厚
生

年
金
額
算
定
規
定
」
と
は
、
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
三
条
第
一
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
四
十
四
条
の
三
第
四
項
並
び
に
附
則
第
七
条
の
三
第
四
項
及
び
第
十
三
条
の
四
第
四
項
の
規
定
並
び
に
昭
和
六
十

年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
五
十
九
条
第
二
項
及
び
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
を
い
う
。

14

第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
「
老
齢
厚
生

年
金
相
当
額
」
と
は
、
み
な
し
組
合
員
期
間
に
係
る
平
均
標
準
報
酬
月
額
を
基
礎
と
し
て
第
十
二
項
に
規
定
す
る
退

職
共
済
年
金
額
算
定
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
（
改
正
後
平
成
八
年
厚
年
法
等
改
正
法
附
則
第
三
十
三
条
第
五

項
に
規
定
す
る
職
域
相
当
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
職
域
相
当
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。）を
い
う
。

15

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
遺
族
共
済
年
金
額
算
定
規
定
」
と
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
地
共
済

法
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
、
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
地
共
済
施
行
法
第
二
十
七
条
の
規
定
並
び
に
な

お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
昭
和
六
十
年
地
共
済
改
正
法
附
則
第
二
十
九
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
を
い
い
、
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
遺
族
共
済
年
金
額
算
定
規

定
」
と
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
地
共
済
法
第
九
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
、
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正

前
地
共
済
施
行
法
第
二
十
七
条
の
規
定
並
び
に
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
昭
和
六
十
年
地
共
済
改
正
法
附
則
第
二

十
九
条
第
一
項
並
び
に
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
い
う
。

16

第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
遺
族
厚
生
年
金
額
算
定
規
定
」
と
は
、
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
条

第
一
項
の
規
定
並
び
に
昭
和
六
十
年
国
民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
七
十
四
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
を
い
い
、
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
「
遺
族
厚
生
年
金
額
算

定
規
定
」
と
は
、
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
十
条
第
二
項
の
規
定
並
び
に
昭
和
六
十
年
国

民
年
金
等
改
正
法
附
則
第
七
十
三
条
第
一
項
並
び
に
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
を
い
う
。

17

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
第
七
項
、
第
八
項

及
び
第
十
一
項
に
規
定
す
る
「
第
三
号
遺
族
厚
生
年
金
」
と
は
、第
三
号
厚
生
年
金
の
う
ち
遺
族
厚
生
年
金
を
い
う
。

18

第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
「
控
除
前
控

除
調
整
下
限
額
」
と
は
、
控
除
調
整
下
限
額
か
ら
、
特
例
年
金
給
付
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
は
改
正
後
平
成
九

年
国
共
済
経
過
措
置
政
令
第
十
七
条
の
二
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
前
退
職
特
例
年
金
給
付
額
、
改
正
後
平
成

九
年
国
共
済
経
過
措
置
政
令
第
十
七
条
の
三
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
控
除
前
遺
族
特
例
年
金
給
付
額
又
は
改
正
後

平
成
九
年
国
共
済
経
過
措
置
政
令
第
十
七
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
控
除
前
特
例
年
金
給
付
額
を
、

国
民
年
金
法
の
規
定
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
又
は
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
当
該

老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
又
は
遺
族
基
礎
年
金
の
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
額
を
い
う
。

19

第
二
項
（
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
「
控
除
後
遺
族
厚
生
年
金
相
当
額
」
と
は
、

み
な
し
組
合
員
期
間
に
係
る
平
均
標
準
報
酬
月
額
を
基
礎
と
し
て
第
一
項
第
三
号
ロ
の
例
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
額

（
改
正
後
平
成
八
年
厚
年
法
等
改
正
法
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
職
域
相
当
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

職
域
相
当
額
を
控
除
し
た
額
）
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
額
を
い
う
。

20

第
二
項
（
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
「
控
除
後
控
除
調
整
下
限
額
」
と
は
、
控
除

調
整
下
限
額
か
ら
、
特
例
年
金
給
付
の
受
給
権
を
有
す
る
場
合
に
は
改
正
後
平
成
九
年
国
共
済
経
過
措
置
政
令
第
十

七
条
の
二
の
三
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
控
除
後
退
職
特
例
年
金
給
付
額
、
改
正
後
平
成
九
年
国
共
済
経
過
措
置

政
令
第
十
七
条
の
三
の
三
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
控
除
後
遺
族
特
例
年
金
給
付
額
又
は
改
正
後
平
成
九
年
国
共

済
経
過
措
置
政
令
第
十
七
条
の
四
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
控
除
後
特
例
年
金
給
付
額
を
、
国
民
年
金
法
の
規
定
に

よ
る
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
又
は
遺
族
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
は
当
該
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害

基
礎
年
金
又
は
遺
族
基
礎
年
金
の
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
控
除
し
た
額
を
い
う
。

21

第
十
四
項
及
び
第
十
九
項
に
規
定
す
る
「
み
な
し
組
合
員
期
間
」
と
は
、
改
正
後
平
成
八
年
厚
年
法
等
改
正
法
附

則
第
三
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
被
保
険
者
期
間
と
み
な
さ
れ
た
組
合
員
期
間
を
い
う
。

第
六
節

費
用
の
負
担
等
に
関
す
る
経
過
措
置

（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
五
十
六
条
、
第
六
十
条
、
第
六
十
一
条
及
び
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
支
給

す
る
一
時
金
で
あ
る
給
付
及
び
年
金
で
あ
る
給
付
等
に
要
す
る
費
用
）

第
百
四
十
二
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
費
用
は
、
改
正
前

昭
和
六
十
一
年
地
共
済
経
過
措
置
政
令
第
七
十
九
条
、
第
八
十
条
、
第
八
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
の
規
定
の
例
に

よ
り
算
定
し
た
額
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。

２

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
五
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
毎
年
度
に
お
い
て

負
担
す
べ
き
額
の
算
定
及
び
そ
の
地
方
公
務
員
共
済
組
合
へ
の
払
込
み
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
昭
和
六
十
一
年
経
過

措
置
政
令
第
八
十
一
条
か
ら
第
八
十
三
条
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

第
百
四
十
三
条

地
方
公
共
団
体
は
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

附
則
第
五
十
六
条
、
第
六
十
条
、
第
六
十
一
条
及
び
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
一
時
金
で
あ
る
給
付
及

び
年
金
で
あ
る
給
付
に
係
る
当
該
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
事
務
に
要
す
る
費
用
（
国
の
職
員
（
改
正
後
地
共
済
法

第
百
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
の
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
も
の
を
除
く
。）に
つ
い
て
、
国
が
改

正
後
国
共
済
法
第
九
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
負
担
す
る
金
額
の
算
定
方
法
の
例
に
よ
り
総
務
大
臣
が
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
負
担
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
地
共
済
法
第
百
十
六
条
及
び
改
正
後
地
共
済
令
第
三
十
条
の
二
の
二
の
規
定

を
準
用
す
る
。





第
十
六
条
の
二
の

見
出
し

厚
生
年
金
保
険
給
付

組
合
積
立
金
等
資
金

及
び
退
職
等
年
金
給

付
組
合
積
立
金
等
資

金

経
過
的
長
期
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金

第
十
六
条
の
二
第

一
項

厚
生
年
金
保
険
給
付

組
合
積
立
金
等
資
金

及
び
退
職
等
年
金
給

付
組
合
積
立
金
等
資

金

経
過
的
長
期
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
（
被
用
者
年
金
制
度
の
一

元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
」
と
い
う
。）附
則
第
七
十
五
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
組
合
積

立
金
及
び
そ
の
他
の
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
に
係
る
業

務
上
の
余
裕
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

第
十
六
条
の
二
第

一
項
第
十
一
号

厚
生
年
金
保
険
給
付

組
合
積
立
金
等
資
金

厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付

組
合
積
立
金
等
資
金

は
退
職
等
年
金
給
付

は
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

附
則
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
の
組
合
の
経
過

的
長
期
給
付
を
い
う
。）

退
職
等
年
金
給
付
組

合
積
立
金
等
資
金

経
過
的
長
期
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金

厚
生
年
金
保
険
給
付

に
係
る
経
理

厚
生
年
金
保
険
給
付
に
係
る
経
理
及
び
退
職
等
年
金
給
付
に
係
る

経
理

第
十
六
条
の
二
第

三
項

及
び
退
職
等
年
金
給

付
組
合
積
立
金
等
資

金

、
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金
及
び
地
方
の
組
合
の
経

過
的
長
期
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金

第
十
六
条
の
二
第

四
項

厚
生
年
金
保
険
給
付

組
合
積
立
金
等
資
金

及
び
退
職
等
年
金
給

付
組
合
積
立
金
等
資

金

経
過
的
長
期
給
付
組
合
積
立
金
等
資
金

第
十
六
条
の
二
の

見
出
し

厚
生
年
金
保
険
給
付

組
合
積
立
金
等
資
金

及
び
退
職
等
年
金
給

付
組
合
積
立
金
等
資

金

経
過
的
長
期
給
付
調
整
積
立
金
等
資
金

第
十
六
条
の
二
第

一
項

組
合
（
指
定
都
市
職

員
共
済
組
合
、
市
町

村
職
員
共
済
組
合
及

び
都
市
職
員
共
済
組

合
を
除
く
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同

じ
。）

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会

厚
生
年
金
保
険
給
付

組
合
積
立
金
等
資
金

及
び
退
職
等
年
金
給

付
組
合
積
立
金
等
資

金

経
過
的
長
期
給
付
調
整
積
立
金
等
資
金
（
被
用
者
年
金
制
度
の
一

元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
」
と
い
う
。）附
則
第
七
十
五
条
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
調
整
積

立
金
及
び
そ
の
他
の
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
に
係
る
業

務
上
の
余
裕
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報
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国
は
、
警
察
共
済
組
合
の
毎
事
業
年
度
に
お
い
て
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
五
十
六
条
、
第
六
十
条
、

第
六
十
一
条
及
び
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
一
時
金
で
あ
る
給
付
及
び
年
金
で
あ
る
給
付
に
係
る
警
察

共
済
組
合
の
事
務
に
要
す
る
費
用
（
国
の
職
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。）に
つ
い
て
、
国
が
毎
年
度
の
予
算
で
定
め
る

額
を
負
担
す
る
。

４

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
地
共
済
法
第
百
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
改
正
後

地
共
済
法
第
百
十
六
条
第
一
項
の
規
定
及
び
改
正
後
地
共
済
法
第
百
十
六
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
）

第
百
四
十
四
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
給
付
は
、
次

に
掲
げ
る
給
付
と
す
る
。

一

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
公
務
等
に
よ
る
障
害
共
済
年
金

及
び
公
務
等
に
よ
る
遺
族
共
済
年
金

二

旧
地
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
の
う
ち
旧
地
共
済
法
第
八
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
務
に
よ
る
障

害
年
金
及
び
旧
地
共
済
法
第
九
十
三
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
公
務
に
よ
る
遺
族
年
金

三

旧
地
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
（
前
号
に
掲
げ
る
給
付
及
び
旧
地
共
済
法
第
百
三
十
七
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
そ
の
額
が
算
定
さ
れ
た
給
付
を
除
く
。）の
額
の
百
十
分
の
十
に
相
当
す
る
給
付

四

昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
の
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
支

給
さ
れ
る
退
職
一
時
金
並
び
に
昭
和
六
十
年
地
共
済
改
正
法
附
則
第
四
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に

よ
り
支
給
さ
れ
る
脱
退
一
時
金
及
び
特
例
死
亡
一
時
金
並
び
に
昭
和
六
十
年
地
共
済
改
正
法
附
則
第
百
三
十
一
条

の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
返
還
一
時
金
及
び
死
亡
一
時
金
の
額
の
百
十
分
の
十
に
相
当

す
る
給
付

五

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
一
時
金
の
う
ち
同
項
に
お
い
て
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
前
地
共
済
法
第
九
十
八
条
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
の
百
分
の
二

百
に
相
当
す
る
給
付

六

改
正
前
地
共
済
施
行
法
第
三
条
及
び
第
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
給
付

（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
費
用
）

第
百
四
十
五
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
費
用
は
、
同

項
に
規
定
す
る
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
（
以
下
「
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
」
と
い
う
。）に
係
る

事
務
に
要
す
る
費
用
（
第
百
四
十
三
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
共
団
体
又
は
国
が
負
担
す
る
も

の
を
除
く
。）と
す
る
。

（
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
組
合
積
立
金
の
積
立
て
）

第
百
四
十
六
条

改
正
後
地
共
済
令
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七

十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
組
合
積
立
金
（
以
下
「
地
方
の
組
合
の
経
過
的

長
期
給
付
組
合
積
立
金
」
と
い
う
。）の
積
立
て
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
組
合
積
立
金
等
の
管
理
及
び
運
用
）

第
百
四
十
七
条

改
正
後
地
共
済
令
第
十
六
条
の
二
及
び
第
十
六
条
の
三
（
改
正
後
地
共
済
令
第
二
十
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
は
、
組
合
に
お
け
る
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
組
合
積
立
金
そ
の
他
の
地
方

の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
に
係
る
業
務
上
の
余
裕
金
の
管
理
及
び
運
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
改
正
後
地
共
済
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

改
正
後
地
共
済
令
第
十
六
条
の
二
及
び
第
十
六
条
の
三
の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
お
け
る
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
調
整
積
立
金

（
以
下
「
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
調
整
積
立
金
」
と
い
う
。）そ
の
他
の
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付

に
係
る
業
務
上
の
余
裕
金
の
管
理
及
び
運
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
改
正
後
地
共
済
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。





第
十
六
条
の
二
第

一
項
第
三
号
ロ

組
合

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会

第
十
六
条
の
二
第

一
項
第
四
号

組
合
員

全
て
の
組
合
の
組
合
員

第
十
六
条
の
二
第

一
項
第
十
号

地
方
公
共
団
体
の
一

時
借
入
れ

組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び

都
市
職
員
共
済
組
合
を
除
く
。）又
は
市
町
村
連
合
会
の
借
入
れ

第
十
六
条
の
二
第

一
項
第
十
一
号

厚
生
年
金
保
険
給
付

組
合
積
立
金
等
資
金

厚
生
年
金
保
険
給
付
調
整
積
立
金
等
資
金
及
び
退
職
等
年
金
給
付

調
整
積
立
金
等
資
金

は
退
職
等
年
金
給
付

は
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

附
則
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
の
組
合
の
経
過

的
長
期
給
付
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）

退
職
等
年
金
給
付
組

合
積
立
金
等
資
金

経
過
的
長
期
給
付
調
整
積
立
金
等
資
金

厚
生
年
金
保
険
給
付

に
係
る
経
理

厚
生
年
金
保
険
給
付
に
係
る
経
理
及
び
退
職
等
年
金
給
付
に
係
る

経
理

第
十
六
条
の
二
第

三
項

組
合
は
、
厚
生
年
金

保
険
給
付
組
合
積
立

金
等
資
金
及
び
退
職

等
年
金
給
付
組
合
積

立
金
等
資
金

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
は
、
厚
生
年
金
保
険
給
付
調
整
積

立
金
等
資
金
、
退
職
等
年
金
給
付
調
整
積
立
金
等
資
金
及
び
経
過

的
長
期
給
付
調
整
積
立
金
等
資
金

第
十
六
条
の
二
第

四
項

組
合
の
厚
生
年
金
保

険
給
付
組
合
積
立
金

等
資
金
及
び
退
職
等

年
金
給
付
組
合
積
立

金
等
資
金

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
の
経
過
的
長
期
給
付
調
整
積
立
金

等
資
金

第
十
六
条
の
三

組
合

地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会

第
一
項

法
第
百
十
六
条
の
三

第
一
項
（
第
四
号
を

除
く
。）

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
六
条
第
一
項

地
方
の
厚
生
年
金
保

険
給
付
概
算
財
政
調

整
拠
出
金
の
額

地
方
の
経
過
的
長
期
給
付
に
係
る
概
算
拠
出
金
の
額

第
二
項

地
方
の
厚
生
年
金
保

険
給
付
概
算
財
政
調

整
拠
出
金
の
額

地
方
の
経
過
的
長
期
給
付
に
係
る
概
算
拠
出
金
の
額

法
第
百
十
六
条
の
三

第
一
項
（
第
四
号
を

除
く
。）

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
六
条
第
一
項

国
家
公
務
員
共
済
組

合
法
施
行
令
第
二
十

八
条
第
一
項

被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
及
び
国
家
公
務
員
の
退
職
給

付
の
給
付
水
準
の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
務
員

共
済
組
合
法
に
よ
る
長
期
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る

政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
）
第
百
四
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
令
第
二
十
八

条
第
一
項

国
の
厚
生
年
金
保
険

給
付
概
算
財
政
調
整

拠
出
金
の
額

国
の
経
過
的
長
期
給
付
に
係
る
概
算
拠
出
金
の
額

第
三
項

国
の
厚
生
年
金
保
険

給
付
概
算
財
政
調
整

拠
出
金
の
額

国
の
経
過
的
長
期
給
付
に
係
る
概
算
拠
出
金
の
額

国
家
公
務
員
共
済
組

合
法
第
百
二
条
の
三

第
一
項
（
第
四
号
を

除
く
。）

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
五
十
条
第
一
項

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
組
合
積
立
金
等
の
当
初
額
の
積
立
て
）

第
百
四
十
八
条

改
正
前
地
共
済
法
第
二
十
四
条
（
改
正
前
地
共
済
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
第
百
五
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
規
定
す
る
積
立
金
の
う
ち
、
そ
の
額
か
ら
平
成
二
十
七
年
厚
年
経
過

措
置
政
令
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
組
合
に
係
る
実
施
機
関
積
立
金
（
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
第
七
十
九
条
の

二
に
規
定
す
る
実
施
機
関
積
立
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）と
し
て
積
み
立
て
ら
れ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
た
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
部
分
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
施
行
日
に
お
い
て
、
地
方

の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
組
合
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

改
正
前
地
共
済
法
第
三
十
八
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
給
付
積
立
金
の
う
ち
、
そ
の
額
か
ら
平
成
二
十
七

年
厚
年
経
過
措
置
政
令
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
地
方
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
係
る
実
施
機
関
積
立
金
と
し

て
積
み
立
て
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
部
分
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
施
行
日
に
お
い
て
、
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
調
整
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
ら
れ
た
も
の
と
み
な

す
。

（
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
に
要
す
る
資
金
の
交
付
）

第
百
四
十
九
条

改
正
後
地
共
済
令
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
に
要
す

る
資
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
に
係
る
収
入
）

第
百
五
十
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
収
入
は
、
当
該
事
業

年
度
に
お
け
る
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
の
事
務
に
要
す
る
費
用
に
係
る
収
入
そ
の
他
の
総
務
大
臣
が
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
に
係
る
支
出
）

第
百
五
十
一
条

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
支
出
は
、
当
該
事

業
年
度
に
お
け
る
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
に
係
る
支
出
そ
の
他
の
総
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
百
五
十
二
条

改
正
後
地
共
済
令
第
三
十
条
の
六
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四

年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
連
合
会
に
対
す
る
経
過
的
長
期
給
付

に
係
る
拠
出
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
改
正
後
地
共
済
令
第
三
十

条
の
六
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。第

四
章

厚
生
年
金
保
険
給
付
及
び
退
職
等
年
金
給
付
に
関
す
る
経
過
措
置

（
厚
生
年
金
保
険
給
付
組
合
積
立
金
等
の
当
初
額
の
積
立
て
）

第
百
五
十
三
条

改
正
前
地
共
済
法
第
二
十
四
条
に
規
定
す
る
積
立
金
の
う
ち
、
そ
の
額
か
ら
第
百
四
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
組
合
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
額
を

控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
部
分
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
施
行
日
に
お
い
て
、
改
正
後
地
共
済
法

第
二
十
四
条
（
改
正
後
地
共
済
法
第
三
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）に
規
定
す
る
厚
生
年
金

保
険
給
付
組
合
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

改
正
前
地
共
済
法
第
三
十
八
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
長
期
給
付
積
立
金
の
う
ち
、
そ
の
額
か
ら
第
百
四
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
調
整
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
ら
れ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
る
額
を
控
除
し
た
額
に
相
当
す
る
部
分
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
施
行
日
に
お
い
て
、
改
正
後

地
共
済
法
第
三
十
八
条
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
年
金
保
険
給
付
調
整
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
ら
れ
た
も
の

と
み
な
す
。





平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

（
改
正
後
地
共
済
法
に
よ
る
退
職
年
金
の
支
給
要
件
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
五
十
四
条

当
分
の
間
、
改
正
後
地
共
済
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
組
合

員
期
間
」
と
あ
る
の
は
、「
組
合
員
期
間
（
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
に
引
き
続
か
な
い
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化

等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四

条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
旧
地
方
公
務
員
共
済
組
合
員
期
間
を
除
く
。）」
と
す
る
。

（
退
職
等
年
金
給
付
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
な
い
者
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
五
十
五
条

当
分
の
間
、
改
正
後
地
共
済
法
の
退
職
等
年
金
給
付
に
関
す
る
規
定
は
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の

組
合
員
の
う
ち
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
百
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
と
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２

平
成
二
十
七
年
地
共
済
改
正
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
公
務
員
等

共
済
組
合
法
等
の
特
例
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
改
正
後
地

共
済
法
の
退
職
等
年
金
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
公
務
傷
病
に
係
る
初
診
日
が
施
行
日
以
後
に
あ
る
場
合
の
公
務
障
害
年
金
の
額
の
特
例
）

第
百
五
十
六
条

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
後
地
共
済
法
第
九
十
八
条
の
規
定

に
よ
る
公
務
障
害
年
金
の
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
と

す
る
」
と
あ
る
の
は
、「
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額
が
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保

険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
旧
地

方
公
務
員
共
済
組
合
員
期
間
と
同
法
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
追
加
費
用
対
象
期
間
と
を
合
算
し
た
期

間
を
基
礎
と
し
て
同
法
附
則
第
六
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
三

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
八
十
七
条
第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
よ

り
も
少
な
い
と
き
は
、
当
該
額
を
公
務
障
害
年
金
の
額
と
し
て
支
給
す
る
」
と
す
る
。

（
公
務
傷
病
に
係
る
初
診
日
が
施
行
日
以
後
に
あ
る
場
合
の
公
務
遺
族
年
金
の
額
の
特
例
）

第
百
五
十
七
条

平
成
二
十
四
年
改
正
法
附
則
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
改
正
後
地
共
済
法
第
百
四
条
の
規
定
に

よ
る
公
務
遺
族
年
金
の
額
を
算
定
す
る
場
合
に
お
け
る
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
と
す

る
」
と
あ
る
の
は
、「
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額
が
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
四
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
旧
地
方

公
務
員
共
済
組
合
員
期
間
と
同
法
附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
追
加
費
用
対
象
期
間
と
を
合
算
し
た
期
間

を
基
礎
と
し
て
同
法
附
則
第
六
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
第
三
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
九
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
イ

又
は
ロ

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
よ
り
も
少
な
い
と
き
は
、
当
該

額
を
公
務
遺
族
年
金
の
額
と
し
て
支
給
す
る
」
と
す
る
。

（
実
施
機
関
積
立
金
の
基
本
方
針
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
五
十
八
条

組
合
は
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
運
用
の
方
針
が

定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
改
正
後
地
共
済
法
第
百
十
二
条
の
四
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
同
条

第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
（
次
項
に
お
い
て
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。）を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
公
表
さ
れ
た
基
本
方
針
は
、
施
行
日
に
お
い
て
改
正
後
地
共
済
法
第
百
十
二
条

の
四
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
公
表
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
退
職
等
年
金
給
付
調
整
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
の
方
針
に
関
す
る
基
本
指
針
に
係
る
経
過
措
置
）

第
百
五
十
九
条

総
務
大
臣
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、改
正
後
地
共
済
令
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
の
例
に
よ
り
、

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
指
針
（
次
項
に
お
い
て
「
基
本
指
針
」
と
い
う
。）を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
公
表
さ
れ
た
基
本
指
針
は
、
施
行
日
に
お
い
て
改
正
後
地
共
済
令
第
二
十
七
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
公
表
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
調
整
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
の
方
針
に
関
す
る
基
本
指
針
）

第
百
六
十
条

改
正
後
地
共
済
令
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
は
、
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
調
整
積
立
金
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
退
職
等
年
金
給
付
組
合
積
立
金
」
と
あ
る
の
は
「
平
成

二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
組
合
積
立
金
」

と
、「
法
第
百
十
二
条
の
十
第
二
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
五
条
の
三
に
お
い

て
準
用
す
る
法
第
百
十
二
条
の
十
第
二
項
各
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
の
組
合
の
経
過
的
長
期
給
付
調
整
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
の
方
針
に
関
す
る
基
本
指
針
に
係
る
経
過
措

置
）

第
百
六
十
一
条

総
務
大
臣
は
、
施
行
日
前
に
お
い
て
も
、
前
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
改
正
後
地
共
済
令

第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
前
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
改
正
後
地
共
済
令
第
二
十
七
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
指
針
（
次
項
に
お
い
て
「
基
本
指
針
」
と
い
う
。）を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
公
表
さ
れ
た
基
本
指
針
は
、
施
行
日
に
お
い
て
前
条
に
お
い
て
準
用
す
る
改
正

後
地
共
済
令
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
公
表
し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
五
章

そ
の
他
の
経
過
措
置

（
災
害
給
付
積
立
金
に
係
る
標
準
報
酬
等
合
計
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
二
条

改
正
後
地
共
済
令
第
十
八
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
十
日
以
後
に
同
条
の
払
込
み
の
期
限

が
到
来
す
る
災
害
給
付
積
立
金
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
給
付
積
立
金

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
払
込
み
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
七
年
十
月
十
日
以
前
に
改
正
後

地
共
済
令
第
十
八
条
の
払
込
み
の
期
限
が
到
来
す
る
災
害
給
付
積
立
金
の
払
込
み
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

（
育
児
休
業
等
を
終
了
し
た
際
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
改
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
三
条

改
正
後
地
共
済
法
第
四
十
三
条
第
十
二
項
及
び
第
十
三
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
以

後
に
終
了
し
た
同
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
育
児
休
業
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
産
前
産
後
休
業
を
終
了
し
た
際
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
改
定
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
四
条

改
正
後
地
共
済
法
第
四
十
三
条
第
十
四
項
及
び
第
十
五
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
以

後
に
終
了
し
た
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
産
前
産
後
休
業
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
高
額
療
養
費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
係
る
標
準
報
酬
の
月
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
五
条

改
正
後
地
共
済
令
第
二
十
三
条
の
三
の
四
第
一
項
及
び
第
二
十
三
条
の
三
の
七
第
一
項
（
同
条
第
三

項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
高
額
療
養

費
及
び
高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
療
養
に
係
る
高
額
療
養
費
及
び

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
休
業
給
付
に
係
る
標
準
報
酬
の
日
額
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
六
条

改
正
後
地
共
済
法
第
六
十
八
条
第
一
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
、
第
七
十
条
、
第
七
十
条
の
二
第
一

項
及
び
第
三
項
、
第
七
十
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
七
十
一
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
給
付
事
由

が
生
じ
た
休
業
給
付
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
八
号
か
ら
第
十
号
の
三
ま
で
に
掲
げ
る

給
付
（
こ
れ
ら
に
係
る
附
加
給
付
を
含
む
。）を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
う
ち
施
行
日
前
に
退
職
し

た
者
に
支
給
さ
れ
る
同
項
第
八
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
給
付
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
行
日
前
退
職
者
に
係

る
傷
病
手
当
金
等
」
と
い
う
。）以
外
の
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
給
付
事
由
が
生
じ
た
休
業
給
付
及
び

施
行
日
以
後
に
給
付
事
由
が
生
じ
た
施
行
日
前
退
職
者
に
係
る
傷
病
手
当
金
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

（
災
害
給
付
に
係
る
標
準
報
酬
の
月
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
七
条

改
正
後
地
共
済
法
第
七
十
二
条
及
び
第
七
十
三
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
給
付
事
由
が
生
じ
た

災
害
給
付
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
給
付
（
こ

れ
ら
に
係
る
附
加
給
付
を
含
む
。）を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
給
付

事
由
が
生
じ
た
災
害
給
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
育
児
休
業
手
当
金
及
び
介
護
休
業
手
当
金
に
要
す
る
費
用
の
公
的
負
担
に
係
る
標
準
報
酬
等
合
計
額
に
関
す
る
経

過
措
置
）

第
百
六
十
八
条

施
行
日
の
属
す
る
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
事
業
年
度
に
お
け
る
改
正
後
地
共
済
令
第
二
十
九
条
第

一
項
及
び
第
四
十
三
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
改
正
後
地
共
済
令
の
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。





第
二
十
九
条
第
一

項

組
合
の
毎
事
業
年
度

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
の
施
行
の
日
（
第
四
十
三
条
の
二
に
お

い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。）の
属
す
る
組
合
の
事
業
年
度

当
該
事
業
年
度
に
お

け
る
当
該

当
該

標
準
報
酬
等
合
計
額

の
総
額
に
対
す
る

平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
標
準
給
与
（
掛
金
の
標
準

と
な
る
給
料
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
百
十
四

条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
掛
金
の
標
準
と
な
つ
た
給

料
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
二
条
第
一
項
第
五

号
に
規
定
す
る
給
料
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の

額
に
地
方
公
務
員
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
職
の
職
員

で
あ
る
組
合
員
の
給
料
の
額
に
対
す
る
給
与
の
月
額
の
平
均
的
な

割
合
を
基
礎
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
（
特
別
職
の
職
員

等
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
十
八
条
に
規
定
す
る
特
別
職
の
職
員
等

を
い
う
。）で
あ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額

と
掛
金
の
標
準
と
な
る
期
末
手
当
等
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

改
正
前
の
法
第
百
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
掛

金
の
標
準
と
な
つ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
二

条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
期
末
手
当
等
を
い
う
。）の
額
と
の

合
計
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
十
三
条
の
二
に
お
い
て

同
じ
。）の
総
額
と
平
成
二
十
七
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月

ま
で
の
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
と
の
合
計
額
に
対
す
る

標
準
報
酬
等
合
計
額

の
総
額
と

平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
標
準
給
与
の
総
額
と
同
年

十
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
の
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総

額
と
の
合
計
額
及
び

標
準
報
酬
等
合
計
額

の
総
額
（

平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
標
準
給
与
の
総
額
と
同
年

十
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
の
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総

額
と
の
合
計
額
（

標
準
報
酬
等
合
計
額

の
総
額
に
当
該

平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
標
準
給
与
の
総
額
と
同
年

十
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
の
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総

額
と
の
合
計
額
に
当
該

と
の
合
計
額

の
合
算
額

第
四
十
三
条
の
二

警
察
共
済
組
合
の
毎

事
業
年
度

施
行
日
の
属
す
る
警
察
共
済
組
合
の
事
業
年
度

額
に
、
当
該
事
業
年

度
に
お
け
る

額
に
、

標
準
報
酬
等
合
計
額

の
総
額

平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
標
準
給
与
の
総
額
と
同
年

十
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
の
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総

額
と
の
合
計
額

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

当
該
地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
（
改
正
後
地
共
済
法
第
百
四
十
一

条
の
二
に
規
定
す
る
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
職
員

で
あ
る
組
合
員
の
標
準
給
与
の
総
額
（
当
該
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
設
立
団
体
が
二
以
上
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
標
準
給
与
の

総
額
に
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当
該
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
に
出
資
し
た
額
等
を
勘
案
し
て
総

務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
）

当
該
地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
定
款
変
更
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
（
改
正
後
地
共
済
法
第
百
四
十
一

条
の
三
に
規
定
す
る
定
款
変
更
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
職
員

で
あ
る
組
合
員
の
標
準
給
与
の
総
額
（
当
該
定
款
変
更
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
設
立
団
体
が
二
以
上
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
定
款
変
更
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
標
準
給
与
の

総
額
に
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当
該
定
款
変
更
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
に
出
資
し
た
額
等
を
勘
案
し
て
総

務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
）

当
該
地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
（
改
正
後
地
共
済
法
第
百

四
十
一
条
の
四
に
規
定
す
る
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。）の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
標
準
給
与
の
総
額
（
当
該
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の

設
立
団
体
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員

で
あ
る
組
合
員
の
標
準
給
与
の
総
額
に
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当
該
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政

法
人
に
出
資
し
た
額
等
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
）

（
基
礎
年
金
拠
出
金
に
係
る
負
担
に
要
す
る
費
用
の
公
的
負
担
に
係
る
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
に
関
す

る
経
過
措
置
）

第
百
六
十
九
条

施
行
日
の
属
す
る
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
事
業
年
度
に
お
い
て
改
正
後
地
共
済
法
第
百
十
三
条
第

四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る

額
は
、
改
正
後
地
共
済
令
第
二
十
九
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
公
務
員
共
済
組
合

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

地
方
公
務
員
共
済
組
合
（
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
、
市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都
市
職
員
共
済
組
合
を
除

く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

平
成
二
十
七
年
厚
年
経
過
措
置
政
令
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
地
方
公
務
員
共
済
組
合
が
負
担
す
る

こ
と
と
な
る
基
礎
年
金
拠
出
金
に
係
る
負
担
に
要
す
る
費
用
の
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
平
成
二
十

七
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
当
該
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員
の
標
準
給
与
（
掛
金
の
標
準
と
な
る
給
料

（
改
正
前
地
共
済
法
第
百
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
掛
金
の
標
準
と
な
っ
た
改
正
前
地
共
済

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
給
料
を
い
う
。）の
額
に
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

六
十
一
号
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
職
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
給
料
の
額
に
対
す
る
給
与
の
月
額

の
平
均
的
な
割
合
を
基
礎
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
（
特
別
職
の
職
員
等
（
改
正
前
地
共
済
令
第
十
八

条
に
規
定
す
る
特
別
職
の
職
員
等
を
い
う
。）で
あ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
掛
金
の

標
準
と
な
る
期
末
手
当
等
（
改
正
前
地
共
済
法
第
百
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
掛
金
の
標
準

と
な
っ
た
改
正
前
地
共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
期
末
手
当
等
を
い
う
。）の
額
と
の
合
計
額
を

い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
総
額
に
対
す
る
平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
次

に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

当
該
地
方
公
共
団
体
の
職
員
（
改
正
後
地
共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
を
い
う
。
以

下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
る
組
合
員
の
標
準
給
与
の
総
額

当
該
地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法

律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

同
じ
。）の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
標
準
給
与
の
総
額
（
当
該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
設
立
団
体
が
二
以

上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
標
準
給
与
の
総
額

に
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当
該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
に
出
資
し
た
額
等
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
）

当
該
地
方
公
共
団
体
を
公
庫
等
職
員
（
改
正
後
地
共
済
法
第
百
四
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
庫
等
職
員

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）と
な
る
た
め
退
職
し
た
継
続
長
期
組
合
員
（
改
正
後
地
共
済
法
第

百
四
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
継
続
長
期
組
合
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
標
準
給
与
の

総
額
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ロ

平
成
二
十
七
年
厚
年
経
過
措
置
政
令
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
地
方
公
務
員
共
済
組
合
が
負
担
す
る

こ
と
と
な
る
基
礎
年
金
拠
出
金
に
係
る
負
担
に
要
す
る
費
用
の
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
平
成
二
十

七
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
の
当
該
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚

生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
（
改
正
後
地
共
済
令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
厚
生
年

金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
総
額
に
対
す
る
平
成
二
十

七
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
の
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

当
該
地
方
公
共
団
体
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額

の
総
額

当
該
地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者

の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
（
当
該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
設
立
団
体
が
二
以
上
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚

生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当
該
特
定
地
方
独
立
行
政
法
人
に
出
資

し
た
額
等
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
）

当
該
地
方
公
共
団
体
を
公
庫
等
職
員
と
な
る
た
め
退
職
し
た
継
続
長
期
組
合
員
の
う
ち
第
三
号
厚
生
年
金

被
保
険
者
で
あ
る
も
の
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額

当
該
地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金

被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
（
当
該
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
設

立
団
体
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
第

三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当
該
職

員
引
継
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
に
出
資
し
た
額
等
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
）

当
該
地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
定
款
変
更
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金

被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
（
当
該
定
款
変
更
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
設

立
団
体
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
定
款
変
更
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
第

三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
当
該
地
方
公
共
団
体
が
当
該
定

款
変
更
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
に
出
資
し
た
額
等
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定

し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
）

当
該
地
方
公
共
団
体
が
設
立
し
た
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚

生
年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
（
当
該
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立

行
政
法
人
の
設
立
団
体
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政

法
人
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
当
該
地

方
公
共
団
体
が
当
該
職
員
引
継
等
合
併
一
般
地
方
独
立
行
政
法
人
に
出
資
し
た
額
等
を
勘
案
し
て
総
務
大
臣

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
）

二

指
定
都
市
職
員
共
済
組
合

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

平
成
二
十
七
年
厚
年
経
過
措
置
政
令
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
が
負
担
す
る
こ

と
と
な
る
基
礎
年
金
拠
出
金
に
係
る
負
担
に
要
す
る
費
用
の
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
平
成
二
十
七

年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
の
組
合
員
の
標
準
給
与
の
総
額
に
対
す
る
前
号
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ

平
成
二
十
七
年
厚
年
経
過
措
置
政
令
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
が
負

担
す
る
こ
と
と
な
る
基
礎
年
金
拠
出
金
に
係
る
負
担
に
要
す
る
費
用
の
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
平

成
二
十
七
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
の
全
て
の
新
構
成
組
合
（
改
正
後
地
共
済
法
第
二
十
七
条
第

二
項
に
規
定
す
る
構
成
組
合
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保

険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
対
す
る
前
号
ロ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額

三

市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都
市
職
員
共
済
組
合

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

平
成
二
十
七
年
厚
年
経
過
措
置
政
令
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
が
負

担
す
る
こ
と
と
な
る
基
礎
年
金
拠
出
金
に
係
る
負
担
に
要
す
る
費
用
の
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
平

成
二
十
七
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
全
て
の
旧
構
成
組
合
（
改
正
前
地
共
済
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す

る
構
成
組
合
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）の
組
合
員
の
標
準
給
与
の
総
額
に
対
す
る
第
一
号
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ

前
号
ロ
に
掲
げ
る
額

２

前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
施
行
日
の
属
す
る
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
事
業
年
度
に
お
い
て
組
合
役
職
員

（
改
正
後
地
共
済
法
第
百
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
役
職
員
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。）に

係
る
改
正
後
地
共
済
法
第
百
十
三
条
第
四
項
第
二
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方

公
共
団
体
が
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
額
は
、
改
正
後
地
共
済
令
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

地
方
公
務
員
共
済
組
合

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

平
成
二
十
七
年
厚
年
経
過
措
置
政
令
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
地
方
公
務
員
共
済
組
合
が
負
担
す
る

こ
と
と
な
る
基
礎
年
金
拠
出
金
に
係
る
負
担
に
要
す
る
費
用
の
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
平
成
二
十

七
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
当
該
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員
の
標
準
給
与
の
総
額
に
対
す
る
当
該
地
方

公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
役
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
標
準
給
与
の
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
更
に
同

年
四
月
一
日
に
お
け
る
当
該
地
方
公
務
員
共
済
組
合
を
組
織
す
る
職
員
（
国
の
職
員
を
含
む
。）で
あ
る
組
合
員

の
総
数
に
対
す
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
数
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ

平
成
二
十
七
年
厚
年
経
過
措
置
政
令
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
地
方
公
務
員
共
済
組
合
が
負
担
す
る

こ
と
と
な
る
基
礎
年
金
拠
出
金
に
係
る
負
担
に
要
す
る
費
用
の
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
平
成
二
十

七
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
の
当
該
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚

生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
対
す
る
当
該
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
役
職
員
で
あ
る
第
三

号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
更
に
施

行
日
に
お
け
る
当
該
地
方
公
務
員
共
済
組
合
を
組
織
す
る
職
員
（
国
の
職
員
を
含
む
。）で
あ
る
第
三
号
厚
生
年

金
被
保
険
者
の
総
数
に
対
す
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
数
の
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額

二

指
定
都
市
職
員
共
済
組
合

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

平
成
二
十
七
年
厚
年
経
過
措
置
政
令
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
が
負
担
す
る
こ

と
と
な
る
基
礎
年
金
拠
出
金
に
係
る
負
担
に
要
す
る
費
用
の
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
平
成
二
十
七

年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
の
組
合
員
の
標
準
給
与
の
総
額
に
対
す
る
指
定
都
市
職
員

共
済
組
合
の
組
合
役
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
標
準
給
与
の
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
更
に
同
年
四
月

一
日
に
お
け
る
指
定
都
市
職
員
共
済
組
合
を
組
織
す
る
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
総
数
に
対
す
る
当
該
地
方
公
共

団
体
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
数
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ

平
成
二
十
七
年
厚
年
経
過
措
置
政
令
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
が
負

担
す
る
こ
と
と
な
る
基
礎
年
金
拠
出
金
に
係
る
負
担
に
要
す
る
費
用
の
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
平

成
二
十
七
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
の
全
て
の
新
構
成
組
合
の
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚

生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
対
す
る
全
て
の
新
構
成
組
合
の
組
合
役
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生

年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
更
に
施
行
日
に

お
け
る
全
て
の
新
構
成
組
合
を
組
織
す
る
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
総
数
に
対
す
る
当
該
地

方
公
共
団
体
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
数
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

三

市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都
市
職
員
共
済
組
合

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

平
成
二
十
七
年
厚
年
経
過
措
置
政
令
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
が
負

担
す
る
こ
と
と
な
る
基
礎
年
金
拠
出
金
に
係
る
負
担
に
要
す
る
費
用
の
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
平

成
二
十
七
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
全
て
の
旧
構
成
組
合
の
組
合
員
の
標
準
給
与
の
総
額
に
対
す
る
全
て
の
旧

構
成
組
合
の
組
合
役
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
標
準
給
与
の
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
更
に
同
年
四
月

一
日
に
お
け
る
全
て
の
旧
構
成
組
合
を
組
織
す
る
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
総
数
に
対
す
る
当
該
地
方
公
共
団
体

の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
数
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額





第
四
十
一
条
第
二

項

連
合
会
（
法
第
百
四

十
一
条
第
二
項
に
規

定
す
る
連
合
会
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）の

毎
事
業
年
度

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。）の
属
す
る
連
合
会
（
法
第
百
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る

連
合
会
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
事
業
年
度

国
民
年
金
法
第
九
十

四
条
の
四

被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
の
保

険
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年

政
令
第
三
百
四
十
三
号
。
以
下
「
平
成
二
十
七
年
厚
年
経
過
措
置

政
令
」
と
い
う
。）第
百
十
五
条

の
額

の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
連
合
会
役
職
員
組
織
組
合
基
礎

年
金
拠
出
金
負
担
額
」
と
い
う
。）

二
分
の
一

四
分
の
一

当
該
事
業
年
度
に
お

け
る

平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
当
該
組
合
の
組
合
員
の
標

準
給
与
（
掛
金
の
標
準
と
な
る
給
料
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

改
正
前
の
法
第
百
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
掛

金
の
標
準
と
な
つ
た
給
料
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
給
料
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。）の
額
に
地
方
公
務
員
法
第
三
条
第
二
項
に
規

定
す
る
一
般
職
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
給
料
の
額
に
対
す
る
給

与
の
月
額
の
平
均
的
な
割
合
を
基
礎
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る

数
値
（
特
別
職
の
職
員
等
（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令

等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百

四
十
六
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
十
八
条
に
規
定

す
る
特
別
職
の
職
員
等
を
い
う
。）で
あ
る
組
合
員
に
つ
い
て
は
、

一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
掛
金
の
標
準
と
な
る
期
末
手
当
等
（
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の
法
第
百
十
四
条
第
三
項
及
び
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
掛
金
の
標
準
と
な
つ
た
平
成
二
十
四
年
一
元

化
法
改
正
前
の
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
期
末
手
当

等
を
い
う
。）の
額
と
の
合
計
額
を
い
う
。以
下
同
じ
。）の
総
額（
当

該
組
合
が
市
町
村
職
員
共
済
組
合
又
は
都
市
職
員
共
済
組
合
の
場

合
に
あ
つ
て
は
、
全
て
の
市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都
市
職
員

共
済
組
合
の
組
合
員
の
標
準
給
与
の
総
額
）
に
対
す
る
当
該
組
合

の
組
合
員
で
あ
る
連
合
会
役
職
員
の
標
準
給
与
の
総
額
の
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
に
、
更
に
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
お
け
る
当

該
連
合
会
役
職
員
が
勤
務
す
る
連
合
会
を
組
織
す
る
全
て
の
組
合

を
組
織
す
る
職
員
で
あ
る
組
合
員
（
当
該
連
合
会
が
市
町
村
連
合

会
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
全
て
の
市
町
村
職
員
共
済
組
合
及
び
都

市
職
員
共
済
組
合
を
組
織
す
る
職
員
で
あ
る
組
合
員
）
の
総
数
に

対
す
る
当
該
地
方
公
共
団
体
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
数
の
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
、
連
合
会
役
職
員
組
織
組
合
基
礎
年
金
拠
出

金
負
担
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
同
年
十
月
か
ら
平
成

二
十
八
年
三
月
ま
で
の

第
四
十
一
条
第
三

項

警
察
共
済
組
合
の
毎

事
業
年
度

施
行
日
の
属
す
る
警
察
共
済
組
合
の
事
業
年
度

国
民
年
金
法
第
九
十

四
条
の
四

平
成
二
十
七
年
厚
年
経
過
措
置
政
令
第
百
十
五
条

の
額

の
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
十
四
条
に
お
い
て
「
警
察
共
済
組

合
基
礎
年
金
拠
出
金
負
担
額
」
と
い
う
。）

二
分
の
一

四
分
の
一

当
該
事
業
年
度
に
お

け
る

平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
警
察
共
済
組
合
の
組
合
員

の
標
準
給
与
の
総
額
に
対
す
る
警
察
共
済
組
合
の
組
合
役
職
員
で

あ
る
組
合
員
の
標
準
給
与
の
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、

更
に
同
年
四
月
一
日
に
お
け
る
警
察
共
済
組
合
を
組
織
す
る
職
員

（
国
の
職
員
を
含
む
。）で
あ
る
組
合
員
の
総
数
に
対
す
る
国
の
職

員
で
あ
る
組
合
員
の
数
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
、
警
察
共
済

組
合
基
礎
年
金
拠
出
金
負
担
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、

同
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
の

当
該
事
業
年
度
の
初

日

施
行
日

額
と

額
の
合
計
額
と

第
四
十
四
条

警
察
共
済
組
合
の
毎

事
業
年
度

施
行
日
の
属
す
る
警
察
共
済
組
合
の
事
業
年
度

国
民
年
金
法
第
九
十

四
条
の
四
の
規
定
に

よ
り
警
察
共
済
組
合

が
負
担
す
る
こ
と
と

な
る
基
礎
年
金
拠
出

金
に
係
る
負
担
に
要

す
る
費
用
の
額

警
察
共
済
組
合
基
礎
年
金
拠
出
金
負
担
額

二
分
の
一

四
分
の
一

当
該
事
業
年
度
に
お

け
る

平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
警
察
共
済
組
合
の
組
合
員

の
標
準
給
与
の
総
額
に
対
す
る
国
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
標
準

給
与
の
総
額
と
、
警
察
共
済
組
合
基
礎
年
金
拠
出
金
負
担
額
の
四

分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
同
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月

ま
で
の

額
と

額
の
合
計
額
と

第
六
十
五
条
第
二

項

地
方
職
員
共
済
組
合

の
毎
事
業
年
度

施
行
日
の
属
す
る
地
方
職
員
共
済
組
合
の
事
業
年
度

国
民
年
金
法
第
九
十

四
条
の
四

平
成
二
十
七
年
厚
年
経
過
措
置
政
令
第
百
十
五
条

の
額

の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
地
方
職
員
共
済
組
合
基
礎
年
金

拠
出
金
負
担
額
」
と
い
う
。）

二
分
の
一

四
分
の
一

当
該
事
業
年
度
の
初

日

施
行
日

額
と

額
の
合
計
額
と

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

ロ

平
成
二
十
七
年
厚
年
経
過
措
置
政
令
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
が
負

担
す
る
こ
と
と
な
る
基
礎
年
金
拠
出
金
に
係
る
負
担
に
要
す
る
費
用
の
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
平

成
二
十
七
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
の
全
て
の
新
構
成
組
合
の
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
厚

生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
に
対
す
る
全
て
の
新
構
成
組
合
の
組
合
役
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生

年
金
被
保
険
者
の
厚
生
年
金
保
険
標
準
報
酬
等
合
計
額
の
総
額
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
更
に
施
行
日
に

お
け
る
全
て
の
新
構
成
組
合
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
総
数
に
対
す
る
当
該
地
方
公
共
団

体
の
職
員
で
あ
る
第
三
号
厚
生
年
金
被
保
険
者
の
数
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

３

施
行
日
の
属
す
る
改
正
後
地
共
済
法
第
百
四
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
連
合
会
、
警
察
共
済
組
合
及
び
地
方
職

員
共
済
組
合
の
事
業
年
度
に
お
け
る
改
正
後
地
共
済
令
第
四
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
四
十
四
条
並
び
に
第

六
十
五
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
改
正
後
地
共
済
令
の
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。





当
該
事
業
年
度
に
お

け
る

平
成
二
十
七
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
地
方
職
員
共
済
組
合
の
組

合
員
の
標
準
給
与
の
総
額
に
対
す
る
当
該
団
体
の
職
員
で
あ
る
組

合
員
の
標
準
給
与
の
総
額
と
、
地
方
職
員
共
済
組
合
基
礎
年
金
拠

出
金
負
担
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
、
同
年
十
月
か
ら
平

成
二
十
八
年
三
月
ま
で
の

額
と
し

額
の
合
計
額
と
し

平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報
４

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
公
共
団
体
が
負
担
す
べ
き
こ
と
と
な
る
額
の
支
払
そ
の
他

必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
短
期
給
付
及
び
介
護
納
付
金
の
納
付
に
係
る
掛
金
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
七
十
条

施
行
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
改
正
後
地
共
済
法
第
百
十
四
条
第
三

項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
の
月
額
及
び
標
準
期
末
手
当
等
の
額
と
掛
金
と
の
割
合
の
算
定
に
係
る
改
正
後
地
共
済
令

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
費
用
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
費
用
の
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
、「
当
該
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
」と
あ
る
の
は「
平

成
二
十
七
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
の
」
と
、「
標
準
報
酬
等
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
標
準
報
酬
等
合

計
額
の
見
込
額
」
と
す
る
。

２

平
成
二
十
八
年
度
に
お
け
る
改
正
後
地
共
済
法
第
百
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
の
月
額
及
び
標
準
期

末
手
当
等
の
額
と
掛
金
と
の
割
合
の
算
定
に
係
る
改
正
後
地
共
済
令
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
費
用
の
額
」
と
あ
る
の
は「
費
用
の
額
に
二
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
」

と
、「
当
該
事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
に
お
け
る
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
七
年
十
月
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
ま

で
の
」
と
す
る
。

（
国
の
職
員
に
係
る
報
酬
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
七
十
一
条

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
五

号
）
附
則
第
十
六
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
国
の
職
員
に
係
る
改
正
後
地
共
済
令
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
第
一
条
」
と
あ
る
の
は
、「
第
一
条
並
び
に
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
五
号
）
附
則
第
十
六
条
第
二
項
、
第
三
項
、
第
五
項

及
び
第
六
項
」
と
す
る
。

（
任
意
継
続
組
合
員
に
係
る
標
準
報
酬
の
月
額
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
七
十
二
条

改
正
後
地
共
済
令
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
退
職
し
た
者
に
係
る
地
方
公
務

員
等
共
済
組
合
法
第
百
四
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
申
出
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
退
職
し
た
者
に

係
る
同
項
に
規
定
す
る
申
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

改
正
後
地
共
済
令
第
四
十
六
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
退
職
し
た
任
意
継
続
組
合
員
（
地
方
公
務
員
等

共
済
組
合
法
第
百
四
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
任
意
継
続
組
合
員
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
つ
い

て
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
平
成
二
十
七
年
十
月
分
か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
分
ま
で
の
任
意
継
続
掛
金

（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
任
意
継
続
掛
金
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
改
正
後
地
共
済
令
第
四
十
六

条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
二
号
中
「
毎
年
一
月
一
日
（
一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
標
準
報
酬
の
月

額
に
あ
つ
て
は
、
前
年
の
一
月
一
日
）」と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
」
と
、「（
任
意
継
続
組
合
員
を
除

く
。）の
標
準
報
酬
の
月
額
」
と
あ
る
の
は
「
の
掛
金
の
標
準
と
な
つ
た
給
料
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
改
正
前
の

法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
給
料
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。）の
額
に
地
方
公
務
員
法
第
三

条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
職
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
給
料
の
額
に
対
す
る
給
与
の
月
額
の
平
均
的
な
割
合
を
基

礎
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
す
る
。

３

改
正
後
地
共
済
令
第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
退
職
し
た
任
意
継
続
組
合
員
に
つ
い
て
適
用

し
、
施
行
日
前
に
退
職
し
た
任
意
継
続
組
合
員
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
施

行
日
前
に
退
職
し
た
任
意
継
続
組
合
員
の
平
成
二
十
八
年
四
月
分
以
後
の
任
意
継
続
掛
金
に
係
る
改
正
前
地
共
済
令

第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
給
料
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
給
料
の
額
に
地

方
公
務
員
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
職
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
の
給
料
の
額
に
対
す
る
給
与
の
月
額
の
平

均
的
な
割
合
を
基
礎
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
額
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
組
合
員
の
掛
金

（
改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
う
ち
公
務
等
に
よ
る
も
の
及
び
障
害
厚
生
年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
場

合
に
お
け
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
七
十
五
条

改
正
前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
（
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二

十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
地
共
済

法
第
八
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
務
等
に
よ
る
旧
職
域
加
算
障
害
給
付（
第
百
七
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て「
地

方
の
公
務
等
に
よ
る
旧
職
域
加
算
障
害
給
付
」
と
い
う
。）又
は
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平

成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
地

共
済
法
第
九
十
九
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
公
務
等
に
よ
る
旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
（
第
百
七
十
八
条
第
二
項
に

お
い
て
「
地
方
の
公
務
等
に
よ
る
旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
」
と
い
う
。）に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
受
給
権
者
が
同
一

の
支
給
事
由
に
よ
り
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
若
し
く
は
遺
族
厚
生
年
金
又
は
平
成
二
十
四

年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
年
金
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
若
し
く
は
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
る
と
き
は
、

当
分
の
間
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
百
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
別
表
第
一
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
百
七
十
六
条

平
成
二
十
七
年
地
共
済
改
正
令
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害

補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に

支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
第
十
二
条
の
二
に
規
定

の
標
準
と
な
つ
た
給
料
」
と
あ
る
の
は
「
組
合
員
（
任
意
継
続
組
合
員
を
除
く
。）の
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
及

び
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
第
五
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る

標
準
報
酬
の
月
額
」
と
す
る
。

（
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
が
行
う
共
同
事
業
に
係
る
標
準
報
酬
等
合
計
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
百
七
十
三
条

改
正
後
地
共
済
令
附
則
第
三
十
条
の
二
及
び
第
三
十
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月

一
日
に
始
ま
る
事
業
年
度
以
後
の
各
事
業
年
度
に
お
い
て
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
が
行
う
事
業
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
年
三
月
三
十
一
日
に
終
わ
る
事
業
年
度
に
お
い
て
全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
が
行
う
事
業

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

改
正
後
地
共
済
令
附
則
第
三
十
条
の
二
の
五
第
二
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
同
項
の
払
込
み
の
期
限
が
到
来

す
る
同
項
各
号
に
定
め
る
拠
出
金
の
払
込
み
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
改
正
前
地
共
済
令
附
則
第
三
十
条
の

二
の
五
第
二
項
の
払
込
み
の
期
限
が
到
来
し
た
同
項
各
号
に
定
め
る
拠
出
金
の
払
込
み
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
よ
る
長
期
給
付
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
昭
和
三
十
六

年
四
月
一
日
前
の
組
合
員
期
間
に
係
る
部
分
の
経
過
措
置
）

第
百
七
十
四
条

平
成
二
十
七
年
度
に
お
け
る
平
成
二
十
七
年
地
共
済
改
正
令
第
二
条
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員

等
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
給
付
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該

年
度
の
九
月
三
十
日
に
お
け
る
当
該
給
付
（
そ
の
全
額
に
つ
き
支
給
を
停
止
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。）の
受
給
権

者
に
係
る
額
の
う
ち
公
的
負
担
の
対
象
と
な
る
部
分
の
額
の
合
算
額
を
当
該
給
付
の
額
の
総
額
で
除
し
て
得
た
率
と

し
、
同
項
第
五
号
に
掲
げ
る
給
付
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
年
度
の
十
月
一
日
前
一
年
間
に
支
給
さ
れ
た
当

該
給
付
の
額
の
う
ち
公
的
負
担
の
対
象
と
な
る
部
分
の
額
の
合
算
額
を
当
該
給
付
の
額
の
総
額
で
除
し
て
得
た
」
と

あ
る
の
は
、「
に
掲
げ
る
給
付
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る

等
の
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
第
七
十
九
条
第
三
項
第
一

号
に
掲
げ
る
給
付
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
率
、
次
項
第
二
号
に
掲
げ
る
給
付
に
係
る

も
の
に
あ
つ
て
は
同
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
給
付
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
率
、

次
項
第
三
号
に
掲
げ
る
給
付
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
同
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
給
付
に
つ
い
て
同
条
第
二
項

の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
率
、
次
項
第
四
号
に
掲
げ
る
給
付
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
同
条
第
三
項
第
四
号
に

掲
げ
る
給
付
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
率
、
次
項
第
五
号
に
掲
げ
る
給
付
に
係
る
も
の

に
あ
つ
て
は
同
条
第
三
項
第
五
号
に
掲
げ
る
給
付
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
率
、
次
項

第
六
号
に
掲
げ
る
給
付
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
同
条
第
三
項
第
六
号
に
掲
げ
る
給
付
に
つ
い
て
同
条
第
二
項
の
規

定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
」
と
す
る
。





平成年月日 水曜日 (号外第号)官 報

す
る
年
金
た
る
損
害
補
償
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
年
金
た
る
損
害
補
償
」
と
い
う
。）及
び
同
令
第
一
条
第
二
号

に
規
定
す
る
休
業
補
償
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
休
業
補
償
」
と
い
う
。）並
び
に
施
行
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由

の
生
じ
た
施
行
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
損
害
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の

生
じ
た
施
行
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
損
害
補
償
及
び
施
行
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
休
業
補
償
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
に

伴
う
経
過
措
置
）

第
百
七
十
七
条

平
成
二
十
七
年
地
共
済
改
正
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科

医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
附
則
第

三
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤

師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
第
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
た
る
補
償
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
年
金
た
る
補
償
」
と
い
う
。）及
び
同
令
第
四
条
に
規
定
す
る
休
業
補
償
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
休
業
補

償
」
と
い
う
。）並
び
に
施
行
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
施
行
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
つ

い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
施
行
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
施
行
日
前

に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
百
七
十
八
条

平
成
二
十
七
年
地
共
済
改
正
令
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
令

（
昭
和
四
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
四
号
）
附
則
第
三
条
及
び
第
三
条
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
支
給
す
べ

き
事
由
の
生
じ
た
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る

年
金
た
る
補
償
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
年
金
た
る
補
償
」
と
い
う
。）及
び
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に

規
定
す
る
休
業
補
償
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
休
業
補
償
」
と
い
う
。）並
び
に
施
行
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の

生
じ
た
施
行
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た

施
行
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
及
び
施
行
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

改
正
前
国
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
（
平
成
二
十
七
年
国
共
済
経
過
措
置
政
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
た
改
正
前
国
共
済
法
第
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
務
等
に
よ
る
旧
職
域
加
算
障
害
給
付
又
は
平
成

二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
国

共
済
法
第
八
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
務
等
に
よ
る
旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
に
係
る
も
の
に
限
る
。）又
は
改
正

前
地
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
（
地
方
の
公
務
等
に
よ
る
旧
職
域
加
算
障
害
給
付
又
は
地
方
の
公
務
等
に
よ
る
旧

職
域
加
算
遺
族
給
付
に
係
る
も
の
に
限
る
。）の
受
給
権
者
が
同
一
の
支
給
事
由
に
よ
り
改
正
後
厚
生
年
金
保
険
法
に

よ
る
障
害
厚
生
年
金
若
し
く
は
遺
族
厚
生
年
金
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
十
一
条
年
金
の
う
ち
障
害
共

済
年
金
若
し
く
は
遺
族
共
済
年
金
又
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
五
条
年
金
の
う
ち
障
害
共
済
年
金
若

し
く
は
遺
族
共
済
年
金
の
支
給
を
受
け
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
附
則
第
八
条
第
一
項
の

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
経
過
措
置
に
関
す
る
総
務
省
令
等
へ
の
委
任
）

第
百
七
十
九
条

第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員
又
は
組
合
員
で

あ
っ
た
者
に
係
る
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
及
び
平
成
二
十
四
年
改
正
法
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
こ
れ
ら
の

法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
務
省
令
又
は
主
務
省
令
で
定
め
る
。

（
主
務
省
令
）

第
百
八
十
条

こ
の
政
令
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
内
閣
府
令
・
総
務
省
令
・
文
部
科
学
省
令
と
す
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
百
五
十
八
条
、
第
百
五
十
九
条
及
び
第
百

六
十
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

麻
生

太
郎

総
務
大
臣

山
本

早
苗

文
部
科
学
大
臣

下
村

博
文
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